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改 正 後 改 正 前

（室）

第４条の２ 次の表の左欄に掲げる課にそれぞれ当該右欄に掲げる

室を置く。

（室）

第４条の２ 次の表の左欄に掲げる課にそれぞれ当該右欄に掲げる

室を置く。

省略 省略

総合政策課 省略 総合政策課 省略

地域スポーツ課 オリパラ・マスターズ推進室

省略 省略

労政雇用課 産業人材室 労政雇用課 雇用対策室

省略 省略

（総務部各課の所掌事務）

第７条 省略

２～５ 省略

６ 行革分権課の所掌事務は、次のとおりとする。

�～� 省略

� 庁内働き方改革の推進に関すること（他の主管に属するもの

を除く。）。

� 省略

� 省略

� 省略

７ 省略

（企画振興部各課の所掌事務）

第８条 総合政策課の所掌事務は、第６条に規定するもののほか、

次のとおりとする。この場合において、第１０号及び第１１号の事務

は、プロモーション戦略室が所掌する。

�～� 省略

� 科学技術の振興に関すること。

� 知的財産に関すること（他の主管に属するものを除く。）。

� 省略

� 省略

� 省略

２～８ 省略

（スポーツ・文化部各課の所掌事務）

第８条の２ 地域スポーツ課の所掌事務は、第６条に規定するもの

のほか、次のとおりとする。この場合において、第５号、第６号

及び第１１号の事務は、オリパラ・マスターズ推進室が所掌する。

�～� 省略

� 日本スポーツマスターズ２０２０愛媛大会の開催準備に関するこ

と。

２・３ 省略

４ まなび推進課の所掌事務は、次のとおりとする。

�～� 省略

（県民環境部各課の所掌事務）

第９条 県民生活課の所掌事務は、第６条に規定するもののほか、

次のとおりとする。

�～� 省略

� コミュニティ対策の推進に関すること。

� 青少年の健全育成及び非行防止に関すること（他の主管に属

するものを除く。）。

（総務部各課の所掌事務）

第７条 省略

２～５ 省略

６ 行革分権課の所掌事務は、次のとおりとする。

�～� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

７ 省略

（企画振興部各課の所掌事務）

第８条 総合政策課の所掌事務は、第６条に規定するもののほか、

次のとおりとする。この場合において、第８号及び第９号の事務

は、プロモーション戦略室が所掌する。

�～� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

２～８ 省略

（スポーツ・文化部各課の所掌事務）

第８条の２ 地域スポーツ課の所掌事務は、第６条に規定するもの

のほか、次のとおりとする。

�～� 省略

２・３ 省略

４ まなび推進課の所掌事務は、次のとおりとする。

�～� 省略

� 科学技術の振興に関すること。

� 知的財産に関すること（他の主管に属するものを除く。）。

（県民環境部各課の所掌事務）

第９条 県民生活課の所掌事務は、第６条に規定するもののほか、

次のとおりとする。

�～� 省略
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� 青少年の社会参加に関すること。

� 青少年関係団体に関すること（他の主管に属するものを除

く。）。

� 再犯の防止等の推進に関すること（他の主管に属するものを

除く。）。

２ 男女参画・県民協働課の所掌事務は、次のとおりとする。

�～� 省略

３～９ 省略

（保健福祉部各課の所掌事務）

第１０条 省略

２～７ 省略

８ 長寿介護課の所掌事務は、次のとおりとする。

� 省略

� 第３５回全国健康福祉祭（ねんりんピック）の開催準備に関す

ること。

� 省略

� 省略

	 省略

� 省略


 省略

� 省略

� 省略

 省略

� 省略

（経済労働部各課の所掌事務）

第１２条 省略

２ 省略

３ 労政雇用課の所掌事務は、次のとおりとする。この場合におい

て、第７号から第１１号までの事務は、産業人材室が所掌する。

�～ 省略

� 外国人材に関すること。

４ 産業創出課の所掌事務は、次のとおりとする。

� 省略

� 産業分野の人工知能及びインターネット・オブ・シングス活

用関連施策の推進に関すること（他の主管に属するものを除

く。）。

� 省略

� 省略

	 省略

� 省略

５ 経営支援課の所掌事務は、次のとおりとする。この場合におい

て、第１０号の事務は、産業復興支援室が所掌する。

�～	 省略

� 農商工連携の促進に関すること（他の主管に属するものを除

く。）。

２ 男女参画・県民協働課の所掌事務は、次のとおりとする。

�～� 省略


 コミュニティ対策の推進に関すること。

� 青少年の健全育成及び非行防止に関すること（他の主管に属

するものを除く。）。

� 青少年の社会参加に関すること。

 青少年関係団体に関すること（他の主管に属するものを除

く。）。

３～９ 省略

（保健福祉部各課の所掌事務）

第１０条 省略

２～７ 省略

８ 長寿介護課の所掌事務は、次のとおりとする。

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

	 省略

� 省略


 省略

� 省略

� 省略

 省略

（経済労働部各課の所掌事務）

第１２条 省略

２ 省略

３ 労政雇用課の所掌事務は、次のとおりとする。この場合におい

て、第７号から第１０号までの事務は、雇用対策室が所掌する。

�～ 省略

４ 産業創出課の所掌事務は、次のとおりとする。

� 省略

� 農商工連携の促進

に関すること（他の主管に属するものを除

く。）。

� 産業の情報化及び情報関連産業の振興に関すること（他の主

管に属するものを除く。）。

� 省略

	 省略

� 省略


 省略

５ 経営支援課の所掌事務は、次のとおりとする。この場合におい

て、第９号の事務は、産業復興支援室が所掌する。

�～	 省略
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� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

６・７ 省略

（農林水産部各課の所掌事務）

第１３条 省略

２～６ 省略

７ 林業政策課の所掌事務は、次のとおりとする。

�～� 省略

� 森林経営管理に関すること。

	 省略

８～１１ 省略

（職員）

第２４条 地方局及びその出先機関に次の職員を置く。

�～� 省略

� 復興監（愛媛県南予地方局に限る。）

� 省略


 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

	 省略

 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

２ 省略

（さつき寮）

第３９条 省略

２ さつき寮に寮長を置く。

３ さつき寮に、必要に応じ次の職員を置く。

� 主事

� その他の職員

（産業技術専門校）

第６０条 愛媛県立産業技術専門校（以下「産業技術専門校」とい

う。）の業務は、次のとおりとする。

�～� 省略

２ 産業技術専門校に次の職員を置く。

�～� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

６・７ 省略

（農林水産部各課の所掌事務）

第１３条 省略

２～６ 省略

７ 林業政策課の所掌事務は、次のとおりとする。

�～� 省略

� 省略

８～１１ 省略

（職員）

第２４条 地方局及びその出先機関に次の職員を置く。

�～� 省略

� 省略

� 省略


 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

	 省略

 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

２ 省略

（さつき寮）

第３９条 省略

２ さつき寮に次の職員を置く。

� 寮長

� 主事

� その他の職員

（高等技術専門校）

第６０条 愛媛県立高等技術専門校（以下「高等技術専門校」とい

う。）の業務は、次のとおりとする。

�～� 省略

２ 高等技術専門校に次の職員を置く。

�～� 省略
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附 則

１ この規則は、公布の日から施行する。

２ この規則の施行の際、次の表の左欄に掲げる職を命ぜられ、又は高等技術専門校に勤務を命ぜられている者は、別に辞令を発せられな

い限り、それぞれ当該右欄に掲げる職を命ぜられ、又は産業技術専門校に勤務を命ぜられたものとする。

経済労働部産業雇用局労政雇用課雇用対策室雇用対策グループ担

当係長

経済労働部産業雇用局労政雇用課産業人材室産業人材グループ担

当係長

子ども療育センター機能訓練グループ担当係長 子ども療育センターリハビリテーショングループ担当係長

３ 産業技術専門校に、必要に応じ次の職員を置く。

�・� 省略

（農林水産研究所）

第６４条 省略

２ 農林水産研究所に総務課並びに企画環境部及び農業研究部を置

き、次の表の左欄に掲げる部、センター及び研究所に、それぞれ

当該中欄に掲げる課及び室並びに当該右欄に掲げる係を置く。

３ 高等技術専門校に、必要に応じ次の職員を置く。

�・� 省略

（農林水産研究所）

第６４条 省略

２ 農林水産研究所に総務課並びに企画環境部及び農業研究部を置

き、次の表の左欄に掲げる部、センター及び研究所に、それぞれ

当該中欄に掲げる課及び室並びに当該右欄に掲げる係を置く。

省略 省略

畜産研究センター 省略 畜産研究センター 省略

生産技術室 経営室

研究開発室 飼養技術室

省略 省略

３・４ 省略

（東京事務所）

第７５条 省略

２ 省略

３ 東京事務所に、次の表の左欄に掲げる課及び当該右欄に掲げる

係を置く。

３・４ 省略

（東京事務所）

第７５条 省略

２ 省略

３ 東京事務所に、次の表の左欄に掲げる課及び当該右欄に掲げる

係を置く。

省略 省略

産業振興課 立地・移住促進係、観光物産振興係、えひめ

ブランド推進係

産業振興課 産業立地係 、観光物産振興係、えひめ

ブランド推進係

４ 省略

５ 東京事務所に、必要に応じ次の職員を置く。

�・� 省略

� 省略

� 省略

別表第１（第５条関係）

４ 省略

５ 東京事務所に、必要に応じ次の職員を置く。

�・� 省略

� 所付

� 省略

� 省略

別表第１（第５条関係）

課 係 課 係

省略 省略

産業創出課 新事業支援係、情報連携ビジネス係 産業創出課 新事業支援係、農商工連携係、技術振興係、

産学官連携係

省略 省略

別表第２（第６条関係） 別表第２（第６条関係）

幹事課 地 方 機 関 幹事課 地 方 機 関

省略 省略

産業政策課 計量検定所、産業技術研究所、産業技術専門

校、中小企業労働相談所、大阪事務所

産業政策課 計量検定所、産業技術研究所、高等技術専門

校、中小企業労働相談所、大阪事務所

省略 省略
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新居浜高等技術専門校担当係長 新居浜産業技術専門校担当係長

新居浜高等技術専門校教務主任 新居浜産業技術専門校教務主任

新居浜高等技術専門校 新居浜産業技術専門校

今治高等技術専門校 愛媛中央産業技術専門校

宇和島高等技術専門校担当係長 宇和島産業技術専門校担当係長

宇和島高等技術専門校 宇和島産業技術専門校

�愛媛県規則第２４号
愛媛県職員の職の設置規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成３１年４月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県職員の職の設置規則の一部を改正する規則

愛媛県職員の職の設置規則（昭和４８年愛媛県規則第２４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

�愛媛県規則第２５号
愛媛県執務時間規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成３１年４月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県執務時間規則の一部を改正する規則

改 正 後 改 正 前

（職の設置）

第２条 知事の事務部局及び労働委員会事務局に置く職員の職は、

次の表のとおりとする。

（職の設置）

第２条 知事の事務部局及び労働委員会事務局に置く職員の職は、

次の表のとおりとする。

区分 職 区分 職

知事

の事

務部

局

省略 知事

の事

務部

局

省略

地方

機関

局長、支局長、所長、部長、センター長、次長、

保健統括監、建設技術監、部付、所付、館長、事

務局長、副所長、医監、参事、課長、室長、校

長、教頭、園長、副校長、副参事、技幹、農業普

及振興監、復興監、課長補佐、業務課長、主幹、

支所長、寮長、地域政策班長、納税班長、滞納処

分専門員、児童支援専門員、女性支援専門員、検

査保証専門員、発達障がい者支援専門員、工事検

査専門員、研究員、課付、室付、医幹、事務局次

長、副部長、教授、企画工事検査専門員、専門

員、用地補償審査専門員、専門学芸員、主任教

官、船長、機関長、分校長、主任研究員、看護部

長、係長、科長、准教授、助教授、担当係長、主

任、主任学芸員、主任判定員、特別研究員、教務

主任、医長、副医長、看護長、教官、主任主事、

主任技師、主事、技師、学芸員、技術主任、技能

主任、主任守衛、主任業務員、主任技術員、主任

技能員、技術員、技能員、守衛、業務員

地方

機関

局長、支局長、所長、部長、センター長、次長、

保健統括監、建設技術監、部付、所付、館長、事

務局長、副所長、医監、参事、課長、室長、校

長、教頭、園長、副校長、副参事、技幹、農業普

及振興監 、課長補佐、業務課長、主幹、

支所長、寮長、地域政策班長、納税班長、滞納処

分専門員、児童支援専門員、女性支援専門員、検

査保証専門員、発達障がい者支援専門員、工事検

査専門員、研究員、課付、室付、医幹、事務局次

長、副部長、教授、企画工事検査専門員、専門

員、用地補償審査専門員、専門学芸員、主任教

官、船長、機関長、分校長、主任研究員、看護部

長、係長、科長、准教授、助教授、担当係長、主

任、主任学芸員、主任判定員、特別研究員、教務

主任、医長、副医長、看護長、教官、主任主事、

主任技師、主事、技師、学芸員、技術主任、技能

主任、主任守衛、主任業務員、主任技術員、主任

技能員、技術員、技能員、守衛、業務員

省略 省略
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愛媛県執務時間規則（平成元年愛媛県規則第１８号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

�愛媛県規則第２６号
愛媛県県税賦課徴収条例施行規則の一部を改正する規則を次のように公布する。

平成３１年４月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県県税賦課徴収条例施行規則の一部を改正する規則

愛媛県県税賦課徴収条例施行規則（昭和２９年愛媛県規則第３８号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表（第３条関係） 別表（第３条関係）

省略

経済労働部産業雇用局労政雇用課産業人材室

省略

省略

経済労働部産業雇用局労政雇用課雇用対策室

省略

改 正 後 改 正 前

第１０号様式（第１条関係）

１ 通知書兼不足税額等納額告知書

（表）

省略

第１０号様式（第１条関係）

１ 通知書兼不足税額等納額告知書

（表）

省略

省

略

省

略

省略 省

略

省

略

省略

法

人

税

割

省略

法

人

税

割

省略

外国関係会社等に係る控除対象所得税額等相当額

又は個別控除対象所得税額等相当額の控除額 � 外国の法人税等の額の控

除額 �外国の法人税等の額の控

除額 �

仮装経理に基づく法人税

割額の控除額 �

省略 仮装経理に基づく法人税

割額の控除額 �

省略

利子割額の控除額

�

省略 利子割額の控除額

�

省略

租税条約の実施に係る法

人税割額の控除額 �

省略 租税条約の実施に係る法

人税割額の控除額 �

省略

既還付請求利子割額が過

大である場合の納付額�

省略 既還付請求利子割額が過

大である場合の納付額�

省略

差引法人税割額

�－�－�－�－�－�－�＋� 	

省略 差引法人税割額

�－�－�－�－�－�＋� �

省略

省

略

省

略

省略 省略 省略 省略

納付すべき法人税割額

○イ－○ウ 


省略 納付すべき法人税割額

○イ－○ウ 	

省略

納付すべき均等割額

○エ－○オ �

省略 省略 納付すべき均等割額

○エ－○オ 


省略 省略
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附 則

１ この規則は、平成３１年４月１日から施行する。

２ この規則施行の際現に交付している改正前の愛媛県県税賦課徴収条例施行規則第１０号様式１の規定による通知書兼不足税額等納額告知

書は、改正後の愛媛県県税賦課徴収条例施行規則第１０号様式１の規定による通知書兼不足税額等納額告知書とみなす。

�愛媛県規則第２７号
愛媛県住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅登録簿閲覧規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成３１年４月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅登録簿閲覧規則の一部を改正する規則

愛媛県住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅登録簿閲覧規則（平成２９年愛媛県規則第３７号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

この規則は、平成３１年４月１日から施行する。

�愛媛県規則第２８号
愛媛県会計規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成３１年４月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県会計規則の一部を改正する規則

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

法人の県民税の納付すべき税額

�＋�

省略 法人の県民税の納付すべき税額

�＋�

省略

省略 省略

省略 省略

省略 省略

省略 省略

（裏） 省略

２～７ 省略

（裏） 省略

２～７ 省略

改 正 後 改 正 前

（閲覧所）

第２条 省略

別表（第２条関係）

（閲覧所）

第２条 省略

２ 土木部道路都市局建築住宅課内に置く閲覧所にあっては登録簿

の正本を、地方局建設部内及び土木事務所内に置く閲覧所にあっ

ては登録簿の副本を備えるものとする。

別表（第２条関係）

１ 松山市一番町四丁目４番地２

愛媛県土木部道路都市局建築住宅課内

１ 省略 ２ 省略

２ 省略 ３ 省略

３ 省略 ４ 省略

４ 省略 ５ 省略

５ 省略 ６ 省略
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改 正 後 改 正 前

（会計管理者等の事務の一部委任）

第７条 会計管理者をして出納員に委任させる事務は、次のとおり

とする。

�～� 省略

� 警察本部の会計課長に委任させる事務は、警察本部に属する

会計事務のうち、次に掲げるもの（次号、第１３号及び第１５号に

掲げる会計事務を除く。）とする。

ア・イ 省略

�～� 省略

２ 省略

（出納員、現金取扱員及び物品取扱員の事務引継ぎ）

第８条 省略

２ 前項 の規定により引継ぎを行うときは、前任者は、引継書

（様式第２号）を２通作成し、１通は現金、有価証券、小切手

帳、物品、証拠書類、帳簿、計算書その他関係書類を添えて後任

者に引き継ぎ、他の１通は出納員にあつては会計管理者に、現金

取扱員及び物品取扱員にあつては当該事務の委任を受けた出納員

に提出しなければならない。この場合においては、帳簿に引継ぎ

の年月日を記入し、連署押印しなければならない。

３ 省略

（前金払）

第５９条 前金払をすることができる経費は、令第１６３条第１号から

第７号まで及び令附則第７条に規定するもののほか、次 に

掲げるものとする。

�～� 省略

� 土地又は土地に定着する物件に関する権利（不動産登記法

（平成１６年法律第１２３号）第３条に掲げる権利で県において同

法による登記の嘱託に必要な情報を取得したものに限る。）の

代価

� 土地又は家屋の買収、収用等により生ずる損失の補償金（家

屋又は物件の移転料を除く。）

２ 省略

（基金又は公有財産に属する株券の不所持の申出の事前合議）

第１２９条の２ 保管金等出納通知者は、会社法（平成１７年法律第８６

号）第２１７条第１項の規定に基づき、基金又は公有財産に属する

株券を所持しないことを株券発行会社（同法第１１７条第７項に規

定する株券発行会社をいう。）に申し出ようとするときは、あら

かじめ会計管理者に合議しなければならない。

（契約書の作成等）

第１４９条 省略

（会計管理者等の事務の一部委任）

第７条 会計管理者をして出納員に委任させる事務は、次のとおり

とする。

�～� 省略

� 警察本部の会計課長に委任させる事務は、警察本部に属する

会計事務のうち、次に掲げるもの（次号、第１２号及び第１４号に

掲げる会計事務を除く。）とする。

ア・イ 省略

�～� 省略

２ 省略

（出納員、現金取扱員及び物品取扱員の事務引継ぎ）

第８条 省略

２ 本庁各課又は地方機関の長は、前項の規定による引継ぎの日時

を、出納員にあつては会計管理者に、現金取扱員及び物品取扱員

にあつては当該事務を委任した出納員に通知しなければならな

い。

３ 第１項の規定による引継ぎには、本庁各課又は地方機関の長

（地方局にあつては地方局長が、支所等を置く地方機関にあつて

は当該地方機関の長が指定する者）が立会人となるほか、必要が

あるときは、出納員にあつては会計管理者又は会計管理者の命ず

る出納員若しくは会計員が、現金取扱員及び物品取扱員にあつて

は当該事務を委任した出納員又はその出納員の命ずる出納員以外

の会計職員が立ち会うものとする。

４ 第１項の規定により引継ぎを行うときは、前任者は、引継書

（様式第２号）を２通作成し、１通は現金、有価証券、小切手

帳、物品、証拠書類、帳簿、計算書その他関係書類を添えて後任

者に引き継ぎ、他の１通は出納員にあつては会計管理者に、現金

取扱員及び物品取扱員にあつては当該事務の委任を受けた出納員

に提出しなければならない。この場合においては、帳簿に引継ぎ

の年月日を記入し、連署押印しなければならない。

５ 省略

（前金払）

第５９条 前金払をすることができる経費は、令第１６３条第１号から

第７号まで及び令附則第７条に規定するもののほか、次の各号に

掲げるものとする。

�～� 省略

２ 省略

（基金又は公有財産に属する株券の不所持の申出の事前合議）

第１２９条の２ 保管金等出納通知者は、会社法（平成１７年法律第８６

号）第２１７条第１項の規定に基づき、基金又は公有財産に属する

株券を所持しないことを株券発行会社（同法第１１７条第６項に規

定する株券発行会社をいう。）に申し出ようとするときは、あら

かじめ会計管理者に合議しなければならない。

（契約書の作成等）

第１４９条 省略

愛 媛 県 報平成３１年４月１日 第３０６４号外３

９



告 示

附 則

１ この規則は、公布の日から施行する。

２ この規則施行の際現に交付されている改正前の愛媛県会計規則様式第１１号（その３）の規定による書類は、改正後の愛媛県会計規則様

式第１１号（その３）の規定による書類とみなす。

�愛媛県告示第２６８号
愛媛県青少年保護審議会規程（昭和４２年１２月愛媛県告示第１０５０号）の一部を次のように改正し、告示の日から施行する。

平成３１年４月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

２ 契約担当者は、前項の規定にかかわらず、工事の請負契約以外

の契約を締結する場合において、次の各号のいずれかに該当する

ときは、契約書の作成を省略することができる。

�～� 省略

� 電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）第２条第１項第１７号に

規定する電気事業者、ガス事業法（昭和２９年法律第５１号）第２

条第１２項に規定するガス事業者、水道法（昭和３２年法律第１７７

号）第３条第５項に規定する水道事業者若しくは工業用水道事

業法（昭和３３年法律第８４号）第２条第５項に規定する工業用水

道事業者から電気、ガス若しくは水の供給を受けるとき、又は

電気通信事業法 第２条第５号に規定す

る電気通信事業者から電気通信役務の提供を受けるとき。

３ 省略

様式第２号（第８条、第５４条関係） 引継書

様式第２号（その１）

２ 契約担当者は、前項の規定にかかわらず、工事の請負契約以外

の契約を締結する場合において、次の各号のいずれかに該当する

ときは、契約書の作成を省略することができる。

�～� 省略

� 電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）第２条第１項第１７号に

規定する電気事業者、ガス事業法（昭和２９年法律第５１号）第２

条第１２項に規定するガス事業者、水道法（昭和３２年法律第１７７

号）第３条第５項に規定する水道事業者若しくは工業用水道事

業法（昭和３３年法律第８４号）第２条第５項に規定する工業用水

道事業者から電気、ガス若しくは水の供給を受けるとき、又は

電気通信事業法（昭和５９年法律第８６号）第２条第５号に規定す

る電気通信事業者から電気通信役務の提供を受けるとき。

３ 省略

様式第２号（第８条、第５４条関係） 引継書

様式第２号（その１）

省略 省略

立会人 本庁各課（地方機関）の長 氏名 �

同 職 氏名 �

様式第２号（その２） 省略

様式第１１号（第２４条、第１１７条の２、第１９８条、第２２５条関係） 払

込書

様式第１１号（その１）・様式第１１号（その２） 省略

様式第１１号（その３）

注 １ 室長の場合は、発令日現在の収入計算書、支出計算

書、歳入歳出外現金出納計算書及び公金対照表を添える

こと。

２ 地方局又は支所等を置く地方機関にあつては、「本庁

各課（地方機関）の長」とあるのは、「地方局長（地方

機関の長）に指定された者」とすること。

様式第２号（その２） 省略

様式第１１号（第２４条、第１１７条の２、第１９８条、第２２５条関係）

様式第１１号（その１）・様式第１１号（その２） 省略

様式第１１号（その３）

領収済通知書

（指定代理納

付 ）

受 付 票

（指定代理納

付 ）

払込書兼領収

書

（指定代理納

付 ）

領収済通知書

（クレジット

収納）

受 付 票

愛媛県税口座

振替分

（クレジット

収納）

（控 え）

領収済通知書

（クレジット

収納）

省略 省略 省略 省略 省略 省略

省略 省略 省略 省略

省略 省略 省略 省略 省略 省略

注 省略 注 省略
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�������
�愛媛県告示第２６９号
漁業災害補償法（昭和３９年法律第１５８号）第１２５条の３第１項第２

号の規定により、一定の区域を次のように定める。

平成３１年４月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

ほたて貝等養殖業（ひおうぎ貝養殖業）

�������
�愛媛県告示第２７０号
漁業災害補償法（昭和３９年法律第１５８号）第１１８条第１項の規定に

より、一定の水域を次のように定め、加入区の設定及び廃止（養殖

共済）（平成２６年４月愛媛県告示第４０５号）及び加入区の設定（養

殖共済）（平成２７年４月愛媛県告示第４９７号、平成２８年１月愛媛県

告示第６０号、平成２８年１０月愛媛県告示第１１６１号、平成３０年１月愛媛

県告示第７７号及び平成３０年４月愛媛県告示第３８６号）は、廃止する。

平成３１年４月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ かき養殖業

２ １年貝真珠養殖業又は２年貝真珠養殖業

改 正 後 改 正 前

（庶務）

第７条 審議会の庶務は、県民環境部県民生活局県民生活課

において処理する。

（庶務）

第７条 審議会の庶務は、県民環境部県民生活局男女参画・県民協

働課において処理する。

加入区の名称 区 域

三崎加入区 三崎漁業協同組合の地区

加入区の名称 区 域

燧灘第１加入区 燧特区第７号漁業権漁場の区域

燧灘第２加入区 燧特区第４３号漁業権漁場の区域

燧灘第３加入区 燧特区第５９号漁業権漁場の区域

燧灘第４加入区 燧特区第７６号漁業権漁場の区域

燧灘第５加入区 燧特区第７７号漁業権漁場の区域

燧灘第６加入区 燧特区第７８号漁業権漁場の区域

燧灘第７加入区 燧特区第７９号漁業権漁場の区域

燧灘第８加入区 燧特区第８６号漁業権漁場の区域

燧灘第９加入区 燧特区第８７号漁業権漁場の区域

宇和海第１加入区 宇特区第７８号漁業権漁場の区域

宇和海第２加入区 宇特区第９５号漁業権漁場の区域

宇和海第３加入区 宇特区第９６号漁業権漁場の区域

宇和海第４加入区 宇特区第２２１号漁業権漁場の区域

宇和海第５加入区 宇特区第２２２号漁業権漁場の区域

宇和海第６加入区 宇特区第２２３号漁業権漁場の区域

宇和海第７加入区 宇特区第２２４号漁業権漁場の区域

宇和海第８加入区 宇特区第２２５号漁業権漁場の区域

宇和海第９加入区 宇特区第２２６号漁業権漁場の区域

宇和海第１０加入区 宇特区第２３１号漁業権漁場の区域

宇和海第１１加入区 宇特区第２３３号漁業権漁場の区域

加入区の名称 区 域

燧灘第１加入区 燧区第２号漁業権漁場の区域

燧灘第２加入区 燧区第３号漁業権漁場の区域

伊予灘第１加入区 伊区第１号漁業権漁場の区域

伊予灘第２加入区 伊区第２号漁業権漁場の区域

伊予灘第３加入区 伊区第３号漁業権漁場の区域

伊予灘第４加入区 伊区第４号漁業権漁場の区域

伊予灘第５加入区 伊区第５号漁業権漁場の区域

伊予灘第６加入区 伊区第６号漁業権漁場の区域

伊予灘第７加入区 伊区第７号漁業権漁場の区域

伊予灘第８加入区 伊区第９号漁業権漁場の区域

伊予灘第９加入区 伊区第１２号漁業権漁場の区域

伊予灘第１０加入区 伊区第１３号漁業権漁場の区域

伊予灘第１１加入区 伊区第１４号漁業権漁場の区域

宇和海第１加入区 宇区第１号漁業権漁場の区域

宇和海第２加入区 宇区第２号漁業権漁場の区域

宇和海第３加入区 宇区第３号漁業権漁場の区域
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宇和海第４加入区 宇区第４号漁業権漁場の区域

宇和海第５加入区 宇区第５号漁業権漁場の区域

宇和海第６加入区 宇区第６号漁業権漁場の区域

宇和海第７加入区 宇区第７号漁業権漁場の区域

宇和海第８加入区 宇区第８号漁業権漁場の区域

宇和海第９加入区 宇区第９号漁業権漁場の区域

宇和海第１０加入区 宇区第１３号漁業権漁場の区域

宇和海第１１加入区 宇区第１８号漁業権漁場の区域

宇和海第１２加入区 宇区第１９号漁業権漁場の区域

宇和海第１３加入区 宇区第２０号漁業権漁場の区域

宇和海第１４加入区 宇区第２１号漁業権漁場の区域

宇和海第１５加入区 宇区第２２号漁業権漁場の区域

宇和海第１６加入区 宇区第２３号漁業権漁場の区域

宇和海第１７加入区 宇区第２４号漁業権漁場の区域

宇和海第１８加入区 宇区第２５号漁業権漁場の区域

宇和海第１９加入区 宇区第２６号漁業権漁場の区域

宇和海第２０加入区 宇区第２７号漁業権漁場の区域

宇和海第２１加入区 宇区第２８号漁業権漁場の区域

宇和海第２２加入区 宇区第２９号漁業権漁場の区域

宇和海第２３加入区 宇区第３０号漁業権漁場の区域

宇和海第２４加入区 宇区第３１号漁業権漁場の区域

宇和海第２５加入区 宇区第３２号漁業権漁場の区域

宇和海第２６加入区 宇区第３３号漁業権漁場の区域

宇和海第２７加入区 宇区第３４号漁業権漁場の区域

宇和海第２８加入区 宇区第３５号漁業権漁場の区域

宇和海第２９加入区 宇区第３６号漁業権漁場の区域

宇和海第３０加入区 宇区第３７号漁業権漁場の区域

宇和海第３１加入区 宇区第３８号漁業権漁場の区域

宇和海第３２加入区 宇区第３９号漁業権漁場の区域

宇和海第３３加入区 宇区第４０号漁業権漁場の区域

宇和海第３４加入区 宇区第４１号漁業権漁場の区域

宇和海第３５加入区 宇区第４２号漁業権漁場の区域

宇和海第３６加入区 宇区第４３号漁業権漁場の区域

宇和海第３７加入区 宇区第４４号漁業権漁場の区域

宇和海第３８加入区 宇区第４５号漁業権漁場の区域

宇和海第３９加入区 宇区第４６号漁業権漁場の区域

宇和海第４０加入区 宇区第４７号漁業権漁場の区域

宇和海第４１加入区 宇区第４８号漁業権漁場の区域

宇和海第４２加入区 宇区第４９号漁業権漁場の区域

宇和海第４３加入区 宇区第５０号漁業権漁場の区域

宇和海第４４加入区 宇区第５１号漁業権漁場の区域

宇和海第４５加入区 宇区第５２号漁業権漁場の区域

宇和海第４６加入区 宇区第５３号漁業権漁場の区域

宇和海第４７加入区 宇区第５４号漁業権漁場の区域

宇和海第４８加入区 宇区第５５号漁業権漁場の区域

宇和海第４９加入区 宇区第５６号漁業権漁場の区域

宇和海第５０加入区 宇区第５７号漁業権漁場の区域

宇和海第５１加入区 宇区第５８号漁業権漁場の区域

宇和海第５２加入区 宇区第５９号漁業権漁場の区域

宇和海第５３加入区 宇区第６０号漁業権漁場の区域

宇和海第５４加入区 宇区第６１号漁業権漁場の区域

宇和海第５５加入区 宇区第６２号漁業権漁場の区域

宇和海第５６加入区 宇区第６３号漁業権漁場の区域

宇和海第５７加入区 宇区第６４号漁業権漁場の区域

宇和海第５８加入区 宇区第６５号漁業権漁場の区域

宇和海第５９加入区 宇区第７２号漁業権漁場の区域

宇和海第６０加入区 宇区第７３号漁業権漁場の区域

宇和海第６１加入区 宇区第７４号漁業権漁場の区域
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宇和海第６２加入区 宇区第７５号漁業権漁場の区域

宇和海第６３加入区 宇区第７６号漁業権漁場の区域

宇和海第６４加入区 宇区第７７号漁業権漁場の区域

宇和海第６５加入区 宇区第７８号漁業権漁場の区域

宇和海第６６加入区 宇区第７９号漁業権漁場の区域

宇和海第６７加入区 宇区第８０号漁業権漁場の区域

宇和海第６８加入区 宇区第８１号漁業権漁場の区域

宇和海第６９加入区 宇区第８２号漁業権漁場の区域

宇和海第７０加入区 宇区第８３号漁業権漁場の区域

宇和海第７１加入区 宇区第８４号漁業権漁場の区域

宇和海第７２加入区 宇区第８５号漁業権漁場の区域

宇和海第７３加入区 宇区第８６号漁業権漁場の区域

宇和海第７４加入区 宇区第８７号漁業権漁場の区域

宇和海第７５加入区 宇区第８８号漁業権漁場の区域

宇和海第７６加入区 宇区第８９号漁業権漁場の区域

宇和海第７７加入区 宇区第９０号漁業権漁場の区域

宇和海第７８加入区 宇区第９１号漁業権漁場の区域

宇和海第７９加入区 宇区第９２号漁業権漁場の区域

宇和海第８０加入区 宇区第９３号漁業権漁場の区域

宇和海第８１加入区 宇区第９４号漁業権漁場の区域

宇和海第８２加入区 宇区第９５号漁業権漁場の区域

宇和海第８３加入区 宇区第９６号漁業権漁場の区域

宇和海第８４加入区 宇区第９７号漁業権漁場の区域

宇和海第８５加入区 宇区第９８号漁業権漁場の区域

宇和海第８６加入区 宇区第９９号漁業権漁場の区域

宇和海第８７加入区 宇区第１００号漁業権漁場の区域

宇和海第８８加入区 宇区第１０１号漁業権漁場の区域

宇和海第８９加入区 宇区第１０２号漁業権漁場の区域

宇和海第９０加入区 宇区第１０３号漁業権漁場の区域

宇和海第９１加入区 宇区第１０４号漁業権漁場の区域

宇和海第９２加入区 宇区第１０５号漁業権漁場の区域

宇和海第９３加入区 宇区第１０６号漁業権漁場の区域

宇和海第９４加入区 宇区第１０７号漁業権漁場の区域

宇和海第９５加入区 宇区第１０８号漁業権漁場の区域

宇和海第９６加入区 宇区第１０９号漁業権漁場の区域

宇和海第９７加入区 宇区第１１０号漁業権漁場の区域

宇和海第９８加入区 宇区第１１１号漁業権漁場の区域

宇和海第９９加入区 宇区第１１２号漁業権漁場の区域

宇和海第１００加入区 宇区第１１３号漁業権漁場の区域

宇和海第１０１加入区 宇区第１１４号漁業権漁場の区域

宇和海第１０２加入区 宇区第１１５号漁業権漁場の区域

宇和海第１０３加入区 宇区第１１６号漁業権漁場の区域

宇和海第１０４加入区 宇区第１１７号漁業権漁場の区域

宇和海第１０５加入区 宇区第１１８号漁業権漁場の区域

宇和海第１０６加入区 宇区第１１９号漁業権漁場の区域

宇和海第１０７加入区 宇区第１２０号漁業権漁場の区域

宇和海第１０８加入区 宇区第１２１号漁業権漁場の区域

宇和海第１０９加入区 宇区第１２２号漁業権漁場の区域

宇和海第１１０加入区 宇区第１２３号漁業権漁場の区域

宇和海第１１１加入区 宇区第１２４号漁業権漁場の区域

宇和海第１１２加入区 宇区第１２５号漁業権漁場の区域

宇和海第１１３加入区 宇区第１２６号漁業権漁場の区域

宇和海第１１４加入区 宇区第１２７号漁業権漁場の区域

宇和海第１１５加入区 宇区第１２８号漁業権漁場の区域

宇和海第１１６加入区 宇区第１２９号漁業権漁場の区域

宇和海第１１７加入区 宇区第１３０号漁業権漁場の区域

宇和海第１１８加入区 宇区第１３１号漁業権漁場の区域

宇和海第１１９加入区 宇区第１３２号漁業権漁場の区域
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３ 小割り式１年魚はまち養殖業、小割り式２年魚はまち養殖業、

小割り式３年魚はまち養殖業、小割り式１年魚たい養殖業、小割

宇和海第１２０加入区 宇区第１３３号漁業権漁場の区域

宇和海第１２１加入区 宇区第１３４号漁業権漁場の区域

宇和海第１２２加入区 宇区第１３５号漁業権漁場の区域

宇和海第１２３加入区 宇区第１３６号漁業権漁場の区域

宇和海第１２４加入区 宇区第１３７号漁業権漁場の区域

宇和海第１２５加入区 宇区第１３８号漁業権漁場の区域

宇和海第１２６加入区 宇区第１３９号漁業権漁場の区域

宇和海第１２７加入区 宇区第１４０号漁業権漁場の区域

宇和海第１２８加入区 宇区第１４１号漁業権漁場の区域

宇和海第１２９加入区 宇区第１４２号漁業権漁場の区域

宇和海第１３０加入区 宇区第１４３号漁業権漁場の区域

宇和海第１３１加入区 宇区第１４４号漁業権漁場の区域

宇和海第１３２加入区 宇区第１４５号漁業権漁場の区域

宇和海第１３３加入区 宇区第１４６号漁業権漁場の区域

宇和海第１３４加入区 宇区第１４７号漁業権漁場の区域

宇和海第１３５加入区 宇区第１４８号漁業権漁場の区域

宇和海第１３６加入区 宇区第１４９号漁業権漁場の区域

宇和海第１３７加入区 宇区第１５０号漁業権漁場の区域

宇和海第１３８加入区 宇区第１５１号漁業権漁場の区域

宇和海第１３９加入区 宇区第１５２号漁業権漁場の区域

宇和海第１４０加入区 宇区第１５３号漁業権漁場の区域

宇和海第１４１加入区 宇区第１５５号漁業権漁場の区域

宇和海第１４２加入区 宇区第１５６号漁業権漁場の区域

宇和海第１４３加入区 宇区第１５７号漁業権漁場の区域

宇和海第１４４加入区 宇区第１５８号漁業権漁場の区域

宇和海第１４５加入区 宇区第１５９号漁業権漁場の区域

宇和海第１４６加入区 宇区第１６０号漁業権漁場の区域

宇和海第１４７加入区 宇区第１６１号漁業権漁場の区域

宇和海第１４８加入区 宇区第１６２号漁業権漁場の区域

宇和海第１４９加入区 宇区第１６３号漁業権漁場の区域

宇和海第１５０加入区 宇区第１６４号漁業権漁場の区域

宇和海第１５１加入区 宇区第１６５号漁業権漁場の区域

宇和海第１５２加入区 宇区第１６６号漁業権漁場の区域

宇和海第１５３加入区 宇区第１６７号漁業権漁場の区域

宇和海第１５４加入区 宇区第１６８号漁業権漁場の区域

宇和海第１５５加入区 宇区第１６９号漁業権漁場の区域

宇和海第１５６加入区 宇区第１７０号漁業権漁場の区域

宇和海第１５７加入区 宇区第１７１号漁業権漁場の区域

宇和海第１５８加入区 宇区第１７２号漁業権漁場の区域

宇和海第１５９加入区 宇区第１７３号漁業権漁場の区域

宇和海第１６０加入区 宇区第１７４号漁業権漁場の区域

宇和海第１６１加入区 宇区第１７５号漁業権漁場の区域

宇和海第１６２加入区 宇区第１７６号漁業権漁場の区域

宇和海第１６３加入区 宇区第１７７号漁業権漁場の区域

宇和海第１６４加入区 宇区第１７８号漁業権漁場の区域

宇和海第１６５加入区 宇区第１７９号漁業権漁場の区域

宇和海第１６６加入区 宇区第１８０号漁業権漁場の区域

宇和海第１６７加入区 宇区第１８１号漁業権漁場の区域

宇和海第１６８加入区 宇区第１８２号漁業権漁場の区域

宇和海第１６９加入区 宇区第１８３号漁業権漁場の区域

宇和海第１７０加入区 宇区第１８４号漁業権漁場の区域

宇和海第１７１加入区 宇区第１８５号漁業権漁場の区域

宇和海第１７２加入区 宇区第１８６号漁業権漁場の区域

宇和海第１７３加入区 宇区第１８７号漁業権漁場の区域

宇和海第１７４加入区 宇区第１８８号漁業権漁場の区域

宇和海第１７５加入区 宇区第１８９号漁業権漁場の区域

宇和海第１７６加入区 宇区第１９０号漁業権漁場の区域
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り式２年魚たい養殖業、小割り式３年魚たい養殖業、小割り式さ

け・ます養殖業、小割り式２年魚ふぐ養殖業、小割り式３年魚ふ

ぐ養殖業、小割り式１年魚かんぱち養殖業、小割り式２年魚かん

ぱち養殖業、小割り式３年魚かんぱち養殖業、小割り式ひらめ養

殖業、小割り式１年魚すずき養殖業、小割り式２年魚すずき養殖

業、小割り式３年魚すずき養殖業、小割り式２年魚ひらまさ養殖

業、小割り式３年魚ひらまさ養殖業、小割り式まあじ養殖業、小

割り式１年魚しまあじ養殖業、小割り式２年魚しまあじ養殖業、

小割り式３年魚しまあじ養殖業、小割り式２年魚まはた養殖業、

小割り式３年魚まはた養殖業、小割り式４年魚まはた養殖業、小

割り式５年魚まはた養殖業、小割り式まさば養殖業、小割り式２

年魚めばる養殖業、小割り式３年魚めばる養殖業、小割り式４年

魚めばる養殖業又は小割り式かわはぎ養殖業

加入区の名称 区 域

燧灘第１加入区 燧特区第３２号漁業権漁場の区域

燧灘第２加入区 燧特区第３３号漁業権漁場の区域

燧灘第３加入区 燧特区第３４号漁業権漁場の区域

燧灘第４加入区 燧特区第３５号漁業権漁場の区域

燧灘第５加入区 燧特区第３６号漁業権漁場の区域

燧灘第６加入区 燧特区第３７号漁業権漁場の区域

燧灘第７加入区 燧特区第３９号漁業権漁場の区域

燧灘第８加入区 燧特区第４２号漁業権漁場の区域

燧灘第９加入区 燧特区第５０号漁業権漁場の区域

燧灘第１０加入区 燧特区第５１号漁業権漁場の区域

燧灘第１１加入区 燧特区第５７号漁業権漁場の区域

燧灘第１２加入区 燧特区第６１号漁業権漁場の区域

燧灘第１３加入区 燧特区第７０号漁業権漁場の区域

燧灘第１４加入区 燧特区第７１号漁業権漁場の区域

燧灘第１５加入区 燧特区第７２号漁業権漁場の区域

燧灘第１６加入区 燧特区第８８号漁業権漁場の区域

燧灘第１７加入区 燧特区第９１号漁業権漁場の区域

燧灘第１８加入区 燧特区第９２号漁業権漁場の区域

伊予灘第１加入区 伊特区第４号漁業権漁場の区域

伊予灘第２加入区 伊特区第１０号漁業権漁場の区域

宇和海第１加入区 宇特区第２号漁業権漁場の区域

宇和海第２加入区 宇特区第３号漁業権漁場の区域

宇和海第３加入区 宇特区第４号漁業権漁場の区域

宇和海第４加入区 宇特区第５号漁業権漁場の区域

宇和海第５加入区 宇特区第６号漁業権漁場の区域

宇和海第６加入区 宇特区第７号漁業権漁場の区域

宇和海第７加入区 宇特区第８号漁業権漁場の区域

宇和海第８加入区 宇特区第９号漁業権漁場の区域

宇和海第９加入区 宇特区第１０号漁業権漁場の区域

宇和海第１０加入区 宇特区第１１号漁業権漁場の区域

宇和海第１１加入区 宇特区第１２号漁業権漁場の区域

宇和海第１２加入区 宇特区第１３号漁業権漁場の区域

宇和海第１３加入区 宇特区第１４号漁業権漁場の区域

宇和海第１４加入区 宇特区第１５号漁業権漁場の区域

宇和海第１５加入区 宇特区第１６号漁業権漁場の区域

宇和海第１６加入区 宇特区第１７号漁業権漁場の区域

宇和海第１７加入区 宇特区第１８号漁業権漁場の区域

宇和海第１８加入区 宇特区第１９号漁業権漁場の区域

宇和海第１９加入区 宇特区第２０号漁業権漁場の区域

宇和海第２０加入区 宇特区第２１号漁業権漁場の区域

宇和海第２１加入区 宇特区第２２号漁業権漁場の区域

宇和海第２２加入区 宇特区第２３号漁業権漁場の区域

宇和海第２３加入区 宇特区第２４号漁業権漁場の区域

宇和海第２４加入区 宇特区第２５号漁業権漁場の区域

宇和海第２５加入区 宇特区第２６号漁業権漁場の区域

宇和海第２６加入区 宇特区第２７号漁業権漁場の区域

宇和海第２７加入区 宇特区第２８号漁業権漁場の区域

宇和海第２８加入区 宇特区第２９号漁業権漁場の区域

宇和海第２９加入区 宇特区第３０号漁業権漁場の区域

宇和海第３０加入区 宇特区第３１号漁業権漁場の区域
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宇和海第３１加入区 宇特区第３２号漁業権漁場の区域

宇和海第３２加入区 宇特区第３３号漁業権漁場の区域

宇和海第３３加入区 宇特区第３７号漁業権漁場の区域

宇和海第３４加入区 宇特区第３８号漁業権漁場の区域

宇和海第３５加入区 宇特区第３９号漁業権漁場の区域

宇和海第３６加入区 宇特区第４０号漁業権漁場の区域

宇和海第３７加入区 宇特区第４１号漁業権漁場の区域

宇和海第３８加入区 宇特区第４２号漁業権漁場の区域

宇和海第３９加入区 宇特区第４４号漁業権漁場の区域

宇和海第４０加入区 宇特区第４５号漁業権漁場の区域

宇和海第４１加入区 宇特区第４６号漁業権漁場の区域

宇和海第４２加入区 宇特区第４７号漁業権漁場の区域

宇和海第４３加入区 宇特区第４８号漁業権漁場の区域

宇和海第４４加入区 宇特区第４９号漁業権漁場の区域

宇和海第４５加入区 宇特区第５０号漁業権漁場の区域

宇和海第４６加入区 宇特区第５１号漁業権漁場の区域

宇和海第４７加入区 宇特区第５２号漁業権漁場の区域

宇和海第４８加入区 宇特区第５３号漁業権漁場の区域

宇和海第４９加入区 宇特区第５５号漁業権漁場の区域

宇和海第５０加入区 宇特区第５６号漁業権漁場の区域

宇和海第５１加入区 宇特区第５７号漁業権漁場の区域

宇和海第５２加入区 宇特区第５８号漁業権漁場の区域

宇和海第５３加入区 宇特区第５９号漁業権漁場の区域

宇和海第５４加入区 宇特区第６０号漁業権漁場の区域

宇和海第５５加入区 宇特区第６１号漁業権漁場の区域

宇和海第５６加入区 宇特区第６２号漁業権漁場の区域

宇和海第５７加入区 宇特区第６３号漁業権漁場の区域

宇和海第５８加入区 宇特区第６４号漁業権漁場の区域

宇和海第５９加入区 宇特区第６５号漁業権漁場の区域

宇和海第６０加入区 宇特区第６６号漁業権漁場の区域

宇和海第６１加入区 宇特区第６７号漁業権漁場の区域

宇和海第６２加入区 宇特区第６８号漁業権漁場の区域

宇和海第６３加入区 宇特区第６９号漁業権漁場の区域

宇和海第６４加入区 宇特区第７０号漁業権漁場の区域

宇和海第６５加入区 宇特区第７１号漁業権漁場の区域

宇和海第６６加入区 宇特区第７２号漁業権漁場の区域

宇和海第６７加入区 宇特区第７３号漁業権漁場の区域

宇和海第６８加入区 宇特区第７４号漁業権漁場の区域

宇和海第６９加入区 宇特区第７５号漁業権漁場の区域

宇和海第７０加入区 宇特区第８０号漁業権漁場の区域

宇和海第７１加入区

宇特区第８４号漁業権漁場の区域のうち、点アから
点エまでを順次結んだ線並びに点エ及び点アを結
んだ線により囲まれた区域
基点及び点アから点エまでの表示（角度の表示

は、真北）
基点は、宇和島市下波５５１６番地愛媛県農林水産

研究所水産研究センター前の護岸の北東端角に設
置された金属鋲
点アは、基点から３１４度００分４４秒１，１６９メートル

の地点
点イは、基点から３１０度５５分４３秒１，５８１メートル

の地点
点ウは、基点から３３５度３４分５４秒１，８７０メートル

の地点
点エは、基点から３４４度１１分０４秒１，５３７メートル

の地点

宇和海第７２加入区

宇特区第８４号漁業権漁場の区域のうち、点アから
点エまでを順次結んだ線並びに点エ及び点アを結
んだ線により囲まれた区域
基点及び点アから点エまでの表示（角度の表示

は、真北）
基点は、宇和島市下波５５１６番地愛媛県農林水産

研究所水産研究センター前の護岸の北東端角に設
置された金属鋲
点アは、基点から３１０度５５分４３秒１，５８１メートル

の地点
点イは、基点から３０９度４３分４５秒１，８３５メートル

の地点
点ウは、基点から３３１度４３分３１秒２，０８９メートル

の地点
点エは、基点から３３５度３４分５４秒１，８７０メートル

の地点

宇和海第７３加入区 宇特区第８７号漁業権漁場の区域

宇和海第７４加入区 宇特区第８８号漁業権漁場の区域

宇和海第７５加入区 宇特区第８９号漁業権漁場の区域

宇和海第７６加入区 宇特区第９０号漁業権漁場の区域

宇和海第７７加入区 宇特区第９１号漁業権漁場の区域

宇和海第７８加入区 宇特区第９２号漁業権漁場の区域

宇和海第７９加入区 宇特区第９３号漁業権漁場の区域

宇和海第８０加入区 宇特区第９９号漁業権漁場の区域

宇和海第８１加入区 宇特区第１００号漁業権漁場の区域
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宇和海第８２加入区 宇特区第１０１号漁業権漁場の区域

宇和海第８３加入区 宇特区第１０２号漁業権漁場の区域

宇和海第８４加入区 宇特区第１０３号漁業権漁場の区域

宇和海第８５加入区 宇特区第１０４号漁業権漁場の区域

宇和海第８６加入区 宇特区第１０５号漁業権漁場の区域

宇和海第８７加入区 宇特区第１０６号漁業権漁場の区域

宇和海第８８加入区 宇特区第１０７号漁業権漁場の区域

宇和海第８９加入区 宇特区第１０８号漁業権漁場の区域

宇和海第９０加入区 宇特区第１０９号漁業権漁場の区域

宇和海第９１加入区 宇特区第１１０号漁業権漁場の区域

宇和海第９２加入区 宇特区第１２０号漁業権漁場の区域

宇和海第９３加入区 宇特区第１２１号漁業権漁場の区域

宇和海第９４加入区 宇特区第１２２号漁業権漁場の区域

宇和海第９５加入区 宇特区第１２３号漁業権漁場の区域

宇和海第９６加入区 宇特区第１２４号漁業権漁場の区域

宇和海第９７加入区 宇特区第１２５号漁業権漁場の区域

宇和海第９８加入区 宇特区第１２６号漁業権漁場の区域

宇和海第９９加入区 宇特区第１２７号漁業権漁場の区域

宇和海第１００加入区 宇特区第１２８号漁業権漁場の区域

宇和海第１０１加入区 宇特区第１２９号漁業権漁場の区域

宇和海第１０２加入区 宇特区第１３０号漁業権漁場の区域

宇和海第１０３加入区 宇特区第１３１号漁業権漁場の区域

宇和海第１０４加入区 宇特区第１３５号漁業権漁場の区域

宇和海第１０５加入区 宇特区第１３７号漁業権漁場の区域

宇和海第１０６加入区 宇特区第１３８号漁業権漁場の区域

宇和海第１０７加入区 宇特区第１３９号漁業権漁場の区域

宇和海第１０８加入区 宇特区第１４０号漁業権漁場の区域

宇和海第１０９加入区 宇特区第１４１号漁業権漁場の区域

宇和海第１１０加入区 宇特区第１４２号漁業権漁場の区域

宇和海第１１１加入区 宇特区第１４３号漁業権漁場の区域

宇和海第１１２加入区 宇特区第１４４号漁業権漁場の区域

宇和海第１１３加入区 宇特区第１４５号漁業権漁場の区域

宇和海第１１４加入区 宇特区第１４６号漁業権漁場の区域

宇和海第１１５加入区 宇特区第１５９号漁業権漁場の区域

宇和海第１１６加入区 宇特区第１７９号漁業権漁場の区域

宇和海第１１７加入区 宇特区第１８０号漁業権漁場の区域

宇和海第１１８加入区 宇特区第１８１号漁業権漁場の区域

宇和海第１１９加入区 宇特区第１８２号漁業権漁場の区域

宇和海第１２０加入区 宇特区第１９７号漁業権漁場の区域

宇和海第１２１加入区 宇特区第２００号漁業権漁場の区域

宇和海第１２２加入区 宇特区第２０６号漁業権漁場の区域

宇和海第１２３加入区 宇特区第２２０号漁業権漁場の区域

宇和海第１２４加入区 宇特区第２２８号漁業権漁場の区域

宇和海第１２５加入区 宇特区第２３６号漁業権漁場の区域

宇和海第１２６加入区 宇特区第２３８号漁業権漁場の区域

宇和海第１２７加入区 宇特区第２４４号漁業権漁場の区域

宇和海第１２８加入区 宇特区第２４５号漁業権漁場の区域

宇和海第１２９加入区 宇特区第２４６号漁業権漁場の区域

宇和海第１３０加入区 宇特区第２４７号漁業権漁場の区域

宇和海第１３１加入区 宇特区第２４９号漁業権漁場の区域

宇和海第１３２加入区 宇特区第２５０号漁業権漁場の区域

宇和海第１３３加入区 宇特区第２５１号漁業権漁場の区域

宇和海第１３４加入区 宇特区第２５３号漁業権漁場の区域

宇和海第１３５加入区 宇特区第２５４号漁業権漁場の区域

宇和海第１３６加入区 宇特区第２５５号漁業権漁場の区域

宇和海第１３７加入区 宇特区第２５６号漁業権漁場の区域

宇和海第１３８加入区 宇特区第２５７号漁業権漁場の区域

宇和海第１３９加入区 宇特区第２５８号漁業権漁場の区域
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４ 小割り式２年魚くろまぐろ養殖業、小割り式３年魚くろまぐろ

養殖業、小割り式４年魚くろまぐろ養殖業又は小割り式５年魚く

ろまぐろ養殖業

�愛媛県告示第２７１号
漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第１０条の規定に基づき平成３１年４月１日次のように区画漁業を免許した。

平成３１年４月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

宇和海第１４０加入区 宇特区第２５９号漁業権漁場の区域

宇和海第１４１加入区 宇特区第２６０号漁業権漁場の区域

宇和海第１４２加入区 宇特区第２６１号漁業権漁場の区域

宇和海第１４３加入区 宇特区第２６２号漁業権漁場の区域

宇和海第１４４加入区 宇特区第２６３号漁業権漁場の区域

宇和海第１４５加入区 宇特区第２６４号漁業権漁場の区域

宇和海第１４６加入区 宇特区第２６５号漁業権漁場の区域

宇和海第１４７加入区 宇特区第２６６号漁業権漁場の区域

宇和海第１４８加入区 宇特区第２６９号漁業権漁場の区域

宇和海第１４９加入区 宇特区第２７０号漁業権漁場の区域

宇和海第１５０加入区 宇特区第２７１号漁業権漁場の区域

宇和海第１５１加入区 宇特区第２７４号漁業権漁場の区域

宇和海第１５２加入区 宇特区第２７５号漁業権漁場の区域

宇和海第１５３加入区 宇特区第２７６号漁業権漁場の区域

宇和海第２加入区 宇特区第１１１号漁業権漁場の区域

宇和海第３加入区 宇特区第１１２号漁業権漁場の区域

宇和海第４加入区 宇特区第１１３号漁業権漁場の区域

宇和海第５加入区 宇特区第１１４号漁業権漁場の区域

宇和海第６加入区 宇特区第１１５号漁業権漁場の区域

宇和海第７加入区 宇特区第１３２号漁業権漁場の区域

宇和海第８加入区 宇特区第１３３号漁業権漁場の区域

宇和海第９加入区 宇特区第１３４号漁業権漁場の区域

宇和海第１０加入区 宇特区第２１２号漁業権漁場の区域

宇和海第１１加入区 宇特区第２３７号漁業権漁場の区域

宇和海第１２加入区 宇特区第２３９号漁業権漁場の区域

宇和海第１３加入区 宇特区第２５２号漁業権漁場の区域

宇和海第１４加入区 宇特区第２６７号漁業権漁場の区域

宇和海第１５加入区 宇特区第２６８号漁業権漁場の区域

宇和海第１６加入区 宇特区第２７２号漁業権漁場の区域

宇和海第１７加入区 宇特区第２７３号漁業権漁場の区域

宇和海第１８加入区 宇特区第２７７号漁業権漁場の区域加入区の名称 区 域

宇和海第１加入区 宇特区第４３号漁業権漁場の区域

免 許 番 号 漁 業 権 者 の 住 所 及 び 氏 名 免 許 の 内 容 漁 業 権 の 存 続 期 間

燧特区第１号 四国中央市三島中央一丁目１１番１７号
三島漁業協同組合

平成３０年１２月２１日付け
愛媛県告示第１２２３号のとおり

平成３１年４月１日から
平成３６年３月３１日まで

燧特区第２号 新居浜市清水町１４番９８号
新居浜漁業協同組合 〃 〃

燧特区第３号 西条市ひうち字東ひうち２７番
西条市ひうち漁業協同組合 〃 〃

燧特区第４号 〃
〃 〃 〃

燧特区第５号 〃
〃 〃 〃

燧特区第６号 〃 〃 〃

燧特区第７号 〃
〃 〃 〃
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燧特区第８号 西条市樋之口字梅ヶ須賀４４５番地１
西条市漁業協同組合 〃 〃

燧特区第９号 〃
〃 〃 〃

燧特区第１０号 〃
〃 〃 〃

燧特区第１１号 〃
〃 〃 〃

燧特区第１２号 〃
〃 〃 〃

燧特区第１３号 西条市壬生川５４７番地７
壬生川漁業協同組合 〃 〃

燧特区第１４号 〃
〃 〃 〃

燧特区第１５号 〃
〃 〃 〃

燧特区第１６号 西条市河原津甲２４１番地５地先
河原津漁業協同組合外１名 〃 〃

燧特区第１７号 西条市壬生川５４７番地７
壬生川漁業協同組合 〃 〃

燧特区第１８号 西条市河原津甲２４１番地５地先
河原津漁業協同組合 〃 〃

燧特区第１９号 〃
〃 〃 〃

燧特区第２０号 〃
〃 〃 〃

燧特区第２１号 〃
〃 〃 〃

燧特区第２２号 今治市桜井五丁目１３番５８号
桜井漁業協同組合 〃 〃

燧特区第２３号 〃
〃 〃 〃

燧特区第２４号 越智郡上島町魚島一番耕地１３６２番地
魚島村漁業協同組合 〃 〃

燧特区第２５号 〃
〃 〃 〃

燧特区第２６号 〃
〃 〃 〃

燧特区第２７号 越智郡上島町弓削下弓削８３９番地３
弓削漁業協同組合 〃 〃

燧特区第２８号 〃
〃 〃 〃

燧特区第２９号 〃
〃 〃 〃

燧特区第３０号 〃
〃 〃 〃

燧特区第３１号 〃
〃 〃 〃

燧特区第３２号 越智郡上島町岩城１５３０番地
岩城生名漁業協同組合 〃 〃

燧特区第３３号 〃
〃 〃 〃

燧特区第３４号 〃
〃 〃 〃

燧特区第３５号 今治市伯方町叶浦甲１６６７番地の３
伯方町漁業協同組合 〃 〃

燧特区第３６号 〃
〃 〃 〃
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燧特区第３７号 〃
〃 〃 〃

燧特区第３８号 〃
〃 〃 〃

燧特区第３９号 〃
〃 〃 〃

燧特区第４０号 〃
〃 〃 〃

燧特区第４１号 〃
〃 〃 〃

燧特区第４２号 〃
〃 〃 〃

燧特区第４３号 〃
〃 〃 〃

燧特区第４４号 〃
〃 〃 〃

燧特区第４５号 今治市宮窪町宮窪２７００番地
宮窪町漁業協同組合 〃 〃

燧特区第４６号 〃
〃 〃 〃

燧特区第４７号 〃
〃 〃 〃

燧特区第４８号 〃
〃 〃 〃

燧特区第４９号 〃
〃 〃 〃

燧特区第５０号 〃
〃 〃 〃

燧特区第５１号 〃
〃 〃 〃

燧特区第５２号 〃
〃 〃 〃

燧特区第５３号 〃
〃 〃 〃

燧特区第５４号 〃
〃 〃 〃

燧特区第５５号 〃
〃 〃 〃

燧特区第５６号 〃
〃 〃 〃

燧特区第５７号 〃
〃 〃 〃

燧特区第５８号 〃
〃 〃 〃

燧特区第５９号 〃
〃 〃 〃

燧特区第６０号 〃
〃 〃 〃

燧特区第６１号 〃
〃 〃 〃

燧特区第６２号 〃
〃 〃 〃

燧特区第６４号 今治市吉海町仁江２１９２番地
津倉漁業協同組合 〃 〃

燧特区第６５号 〃
〃 〃 〃

燧特区第６６号 〃
〃 〃 〃
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燧特区第６７号 〃
〃 〃 〃

燧特区第６８号 今治市大三島町浦戸１５０７番地１
大三島漁業協同組合 〃 〃

燧特区第６９号 〃
〃 〃 〃

燧特区第７０号 〃
〃 〃 〃

燧特区第７１号 〃
〃 〃 〃

燧特区第７２号 〃
〃 〃 〃

燧特区第７３号 〃
〃 〃 〃

燧特区第７４号 〃
〃 〃 〃

燧特区第７５号 〃
〃 〃 〃

燧特区第７６号 〃
〃 〃 〃

燧特区第７７号 〃
〃 〃 〃

燧特区第７８号 〃
〃 〃 〃

燧特区第７９号 〃
〃 〃 〃

燧特区第８０号 〃
〃 〃 〃

燧特区第８１号 〃
〃 〃 〃

燧特区第８２号 〃
〃 〃 〃

燧特区第８３号 〃
〃 〃 〃

燧特区第８４号 〃
〃 〃 〃

燧特区第８５号 〃
〃 〃 〃

燧特区第８６号 〃
〃 〃 〃

燧特区第８７号 〃
〃 〃 〃

燧特区第８８号 今治市関前岡村甲８０番地第２
関前村漁業協同組合 〃 〃

燧特区第８９号 〃
〃 〃 〃

燧特区第９０号 〃
〃 〃 〃

燧特区第９１号 今治市波方町小部甲１５３番地３
小部漁業協同組合 〃 〃

燧特区第９２号 〃
〃 〃 〃

伊特区第１号 松山市北条辻１４５６番地
北条市漁業協同組合 〃 〃

伊特区第２号 〃
〃 〃 〃

伊特区第３号 〃
〃 〃 〃
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伊特区第４号 松山市小浜甲２８２４番地
中島漁業協同組合 〃 〃

伊特区第５号 松山市津和地６００番地
中島三和漁業協同組合 〃 〃

伊特区第６号 〃
〃 〃 〃

伊特区第７号 〃
〃 〃 〃

伊特区第８号 〃
〃 〃 〃

伊特区第９号 〃
〃 〃 〃

伊特区第１０号 〃
〃 〃 〃

伊特区第１１号 〃
〃 〃 〃

伊特区第１２号 〃
〃 〃 〃

伊特区第１３号 〃
〃 〃 〃

伊特区第１４号 松山市三津一丁目７番３６号
松山市漁業協同組合 〃 〃

伊特区第１５号 西宇和郡伊方町串１９番地
三崎漁業協同組合 〃 〃

伊特区第１６号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２号 八幡浜市大黒町五丁目１５２２番地１８
八幡浜漁業協同組合 〃 〃

宇特区第３号 〃
〃 〃 〃

宇特区第４号 〃
〃 〃 〃

宇特区第５号 〃
〃 〃 〃

宇特区第６号 〃
〃 〃 〃

宇特区第７号 〃
〃 〃 〃

宇特区第８号 〃
〃 〃 〃

宇特区第９号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１０号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１１号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１２号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１３号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１４号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１５号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１６号 〃
〃 〃 〃

愛 媛 県 報平成３１年４月１日 第３０６４号外３

２２



宇特区第１７号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１８号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１９号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２０号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２１号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２２号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２３号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２４号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２５号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２６号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２７号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２８号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２９号 〃
〃 〃 〃

宇特区第３０号 西予市明浜町狩浜１番耕地２１５番地
明浜漁業協同組合 〃 〃

宇特区第３１号 〃
〃 〃 〃

宇特区第３２号 〃
〃 〃 〃

宇特区第３３号 〃
〃 〃 〃

宇特区第３４号 〃
〃 〃 〃

宇特区第３５号 〃
〃 〃 〃

宇特区第３６号 〃
〃 〃 〃

宇特区第３７号 〃
〃 〃 〃

宇特区第３８号 〃
〃 〃 〃

宇特区第３９号 〃
〃 〃 〃

宇特区第４０号 宇和島市吉田町立間尻甲４２８番地
吉田町漁業協同組合 〃 〃

宇特区第４１号 〃
〃 〃 〃

宇特区第４２号 〃
〃 〃 〃

宇特区第４３号 〃
〃 〃 〃

宇特区第４４号 〃
〃 〃 〃

宇特区第４５号 〃
〃 〃 〃

愛 媛 県 報平成３１年４月１日 第３０６４号外３

２３



宇特区第４６号 〃
〃 〃 〃

宇特区第４７号 〃
〃 〃 〃

宇特区第４８号 〃
〃 〃 〃

宇特区第４９号 〃
〃 〃 〃

宇特区第５０号 〃
〃 〃 〃

宇特区第５１号 〃
〃 〃 〃

宇特区第５２号 〃
〃 〃 〃

宇特区第５３号 〃
〃 〃 〃

宇特区第５４号 〃
〃 〃 〃

宇特区第５５号 宇和島市桝形町二丁目６番１１号
宇和島漁業協同組合 〃 〃

宇特区第５６号 〃
〃 〃 〃

宇特区第５７号 〃
〃 〃 〃

宇特区第５８号 〃
〃 〃 〃

宇特区第５９号 〃
〃 〃 〃

宇特区第６０号 〃
〃 〃 〃

宇特区第６１号 〃
〃 〃 〃

宇特区第６２号 〃
〃 〃 〃

宇特区第６３号 〃
〃 〃 〃

宇特区第６４号 〃
〃 〃 〃

宇特区第６５号 〃
〃 〃 〃

宇特区第６６号 〃
〃 〃 〃

宇特区第６７号 〃
〃 〃 〃

宇特区第６８号 〃
〃 〃 〃

宇特区第６９号 〃
〃 〃 〃

宇特区第７０号 〃
〃 〃 〃

宇特区第７１号 〃
〃 〃 〃

宇特区第７２号 〃
〃 〃 〃

宇特区第７３号 〃
〃 〃 〃

宇特区第７４号 〃
〃 〃 〃

愛 媛 県 報平成３１年４月１日 第３０６４号外３

２４



宇特区第７５号 〃
〃 〃 〃

宇特区第７６号 〃
〃 〃 〃

宇特区第７７号 〃
〃 〃 〃

宇特区第７８号 〃
〃 〃 〃

宇特区第７９号 宇和島市三浦西３５６６番地５
三浦漁業協同組合 〃 〃

宇特区第８０号 宇和島市下波３０４８番地
下波漁業協同組合 〃 〃

宇特区第８１号 〃
〃 〃 〃

宇特区第８２号 〃
〃 〃 〃

宇特区第８３号 〃
〃 〃 〃

宇特区第８４号 〃
〃 外１名 〃 〃

宇特区第８５号 宇和島市遊子２５４８番地
遊子漁業協同組合 〃 〃

宇特区第８６号 〃
〃 〃 〃

宇特区第８７号 〃
〃 〃 〃

宇特区第８８号 〃
〃 〃 〃

宇特区第８９号 〃
〃 〃 〃

宇特区第９０号 〃
〃 〃 〃

宇特区第９１号 〃
〃 〃 〃

宇特区第９２号 〃
〃 〃 〃

宇特区第９３号 〃
〃 〃 〃

宇特区第９４号 宇和島市築地町二丁目５番１８号
うわうみ漁業協同組合 〃 〃

宇特区第９５号 〃
〃 〃 〃

宇特区第９６号 〃
〃 〃 〃

宇特区第９７号 〃
〃 〃 〃

宇特区第９８号 〃
〃 〃 〃

宇特区第９９号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１００号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１０１号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１０２号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１０３号 〃
〃 〃 〃

愛 媛 県 報平成３１年４月１日 第３０６４号外３

２５



宇特区第１０４号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１０５号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１０６号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１０７号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１０８号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１０９号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１１０号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１１１号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１１２号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１１３号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１１４号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１１５号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１１６号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１１７号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１１８号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１１９号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１２０号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１２１号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１２２号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１２３号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１２４号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１２５号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１２６号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１２７号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１２８号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１２９号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１３０号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１３１号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１３２号 〃
〃 〃 〃

愛 媛 県 報平成３１年４月１日 第３０６４号外３

２６



宇特区第１３３号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１３４号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１３５号 宇和島市津島町北灘甲１０３２番地
北灘漁業協同組合 〃 〃

宇特区第１３６号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１３７号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１３８号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１３９号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１４０号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１４１号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１４２号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１４３号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１４４号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１４５号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１４６号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１４７号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１４８号 宇和島市津島町高田丙５７２番地２
岩松漁業協同組合 〃 〃

宇特区第１４９号 宇和島市津島町嵐番外２３番地２
下灘漁業協同組合 〃 〃

宇特区第１５０号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１５１号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１５２号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１５３号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１５４号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１５５号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１５６号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１５７号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１５８号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１５９号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１６０号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１６１号 〃
〃 〃 〃

愛 媛 県 報平成３１年４月１日 第３０６４号外３

２７



宇特区第１６２号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１６３号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１６４号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１６５号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１６６号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１６７号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１６８号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１６９号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１７０号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１７１号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１７２号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１７３号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１７４号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１７５号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１７６号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１７７号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１７８号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１７９号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１８０号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１８１号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１８２号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１８３号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１８４号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１８５号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１８６号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１８７号 南宇和郡愛南町鯆越１６６番地３
愛南漁業協同組合 〃 〃

宇特区第１８８号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１８９号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１９０号 〃
〃 〃 〃

愛 媛 県 報平成３１年４月１日 第３０６４号外３

２８



宇特区第１９１号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１９２号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１９３号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１９４号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１９５号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１９６号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１９７号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１９８号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１９９号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２００号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２０１号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２０２号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２０３号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２０４号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２０５号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２０６号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２０７号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２０８号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２０９号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２１０号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２１１号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２１２号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２１３号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２１４号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２１５号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２１６号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２１７号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２１８号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２１９号 〃
〃 〃 〃

愛 媛 県 報平成３１年４月１日 第３０６４号外３

２９



宇特区第２２０号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２２１号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２２２号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２２３号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２２４号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２２５号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２２６号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２２７号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２２８号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２２９号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２３０号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２３１号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２３２号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２３３号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２３４号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２３５号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２３６号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２３７号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２３８号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２３９号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２４０号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２４１号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２４２号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２４３号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２４４号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２４５号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２４６号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２４７号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２４８号 〃
〃 〃 〃

愛 媛 県 報平成３１年４月１日 第３０６４号外３

３０



宇特区第２４９号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２５０号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２５１号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２５２号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２５３号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２５４号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２５５号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２５６号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２５７号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２５８号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２５９号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２６０号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２６１号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２６２号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２６３号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２６４号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２６５号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２６６号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２６７号 南宇和郡愛南町�良１２００番地の２
�良漁業協同組合 〃 〃

宇特区第２６８号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２６９号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２７０号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２７１号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２７２号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２７３号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２７４号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２７５号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２７６号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２７７号 〃
〃 〃 〃
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�愛媛県告示第２７４号
地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項の規定

により、県営住宅の家賃の収納の事務を次のとおり委託した。

平成３１年４月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 委託した事務の範囲及び内容

県営住宅家賃のうち、県営住宅を退去した者に係る滞納家賃の

収納の事務

２ 受託者の名称及び主たる事務所の所在地

ニッテレ債権回収株式会社

東京都港区芝浦三丁目１６番２０号

３ 委託期間

平成３１年４月１日から平成３２年３月３１日まで

�愛媛県告示第２７２号
漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第１０条の規定に基づき平成３１年４月１日次のように区画漁業を免許した。

平成３１年４月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第２７３号
漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第１０条の規定に基づき、平成３１年４月１日次のように区画漁業を免許した。

平成３１年４月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

免 許 番 号 漁 業 権 者 の 住 所 及 び 氏 名 免 許 の 内 容 漁 業 権 の 存 続 期 間

内区第１号 西条市ひうち字東ひうち２７番
西条市ひうち漁業協同組合

平成３０年１１月６日付け
愛媛県告示第１０４６号のとおり

平成３１年４月１日から
平成３６年３月３１日まで

内区第２号 西条市樋之口字梅ヶ須賀４４５番地１
西条市漁業協同組合 外１名 〃 〃

内区第３号 西条市樋之口字梅ヶ須賀４４５番地１
西条市漁業協同組合 〃 〃

内区第４号 〃
〃 〃 〃

内区第５号 西条市禎瑞６７６番地
� 橋 昇 外５名 〃 〃

内区第６号 西条市上市２０３番地
渡 部 孝 子 〃 〃

内区第７号 今治市新谷甲２９８番地１
丹 下 榮 〃 〃

内区第８号 〃
〃 〃 〃

内区第９号 〃
〃 〃 〃

内区第１０号 〃
〃 〃 〃

内区第１１号 今治市新谷甲５９３番地
渡 邉 元 〃 〃

内区第１２号 〃
〃 〃 〃

内区第１３号 〃
〃 〃 〃

内区第１４号 〃
〃 〃 〃

内区第１５号 〃
〃 〃 〃

免 許 番 号 漁 業 権 者 の 住 所 及 び 氏 名 免 許 の 内 容 漁 業 権 の 存 続 期 間

宇区第１９０号 宇和島市桝形町二丁目６番１１号
宇和島漁業協同組合 外８名

平成３０年１２月２８日付け
愛媛県告示第１２８２号のとおり

平成３１年４月１日から
平成３６年３月３１日まで
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訓 令

�愛媛県訓令第４号
庁 中 一 般

愛媛県庁事務決裁規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

平成３１年４月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県庁事務決裁規程の一部を改正する訓令

愛媛県庁事務決裁規程（昭和５１年愛媛県訓令第４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表第１（第４条関係）

知事の権限に属する事務に係る一般共通決裁事項

別表第１（第４条関係）

知事の権限に属する事務に係る一般共通決裁事項

事務の

種 類
事 項

決裁区分

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

主

幹

部

長

局

長

課

長

主

幹

１ 省略 １ 省略

２ 公文

書に関

する事

務

１～１２ 省略 ２ 公文

書に関

する事

務

１～１２ 省略

１３ 特に重要な届出、報告等の処

理に関すること。

○

１４ 重要な届出、報告等の処理に

関すること。

� 高度な判断を要するもの ○

� �以外のもの ○

１５ 軽易な届出、報告等の処理に

関すること。

� �以外のもの ○

� 定例的な届出、報告等 ○

１６ 省略 １３ 省略

１７ 省略 １４ 省略

３～２７

省略

３～２７

省略

備考 １ 室に属する事務に係る次に掲げるこの表の規定の適

用については、同表決裁区分の欄中「課長」とあるの

は、「室長」とする。

� ２の部９の項、１２の項�、１５の項�、１６の項及び

１７の項

�～� 省略

２～５ 省略

６ 県民環境部防災局に属する事務に係る次に掲げるこ

の表の規定の適用については、同表決裁区分の欄中

「部長」とあるのは、「防災安全統括部長」とする。

� ２の部４の項、６の項、８の項、１１の項及び１４の

項�

�～� 省略

７～１２ 省略

備考 １ 室に属する事務に係る次に掲げるこの表の規定の適

用については、同表決裁区分の欄中「課長」とあるの

は、「室長」とする。

� ２の部９の項、１２の項�、１３の項及び１４の項及び

１７の項

�～� 省略

２～５ 省略

６ 県民環境部防災局に属する事務に係る次に掲げるこ

の表の規定の適用については、同表決裁区分の欄中

「部長」とあるのは、「防災安全統括部長」とする。

� ２の部４の項、６の項、８の項及び１１の項び１４の

項�

�～� 省略

７～１２ 省略
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別表第２（第４条関係）

知事の権限に属する総務部関係事務に係る特定決裁事項

別表第２（第４条関係）

知事の権限に属する総務部関係事務に係る特定決裁事項

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

主

幹

部

長

局

長

課

長

主

幹

私

学

文

書

課

１～８

省略

私

学

文

書

課

１～８

省略

９ 逓送

車の運

行及び

逓送車

に乗車

し、逓

送の業

務に従

事する

職 員

（以下

この部

におい

て「逓

送員」

と い

う。）

の管理

に関す

る事務

１ 逓送車の運行及び逓送員の

管理に関すること。

○ ９ 逓送

車の運

行及び

逓送車

に乗車

し、逓

送の業

務に従

事する

職 員

（以下

この部

におい

て「逓

送員」

と い

う。）

の管理

に関す

る事務

１ 逓送車の運行及び逓送員の

管理に関すること。

○

１０・１１

省略

１０・１１

省略

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

部

長

局

長

課

長

税

務

課

１ 省略 税

務

課

１ 省略

２ 地方

譲与税

の調定

決議に

関する

事務

１ 地方法人特別譲与税、地方

揮発油譲与税、石油ガス譲与

税、自動車重量譲与税、地方

道路譲与税、森林環境譲与税

及び航空機燃料譲与税の調定

決議

○ ２ 地方

譲与税

の調定

決議に

関する

事務

１ 地方法人特別譲与税、地方

揮発油譲与税、石油ガス譲与

税 、地方

道路譲与税

及び航空機燃料譲与税の調定

決議

○

３ 省略 ３ 省略

別表第３（第４条関係）

知事の権限に属する企画振興部関係事務に係る特定決裁事項

別表第３（第４条関係）

知事の権限に属する企画振興部関係事務に係る特定決裁事項

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

部

長

局

長

課

長
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総

合

政

策

課

１～７

省略

総

合

政

策

課

１～７

省略

８ 科学

技術の

振興に

関する

事務

１ 科学技術振興指針の策定及

び変更

○

２ 科学技術振興会議に関する

こと。

○

３ 県立試験研究機関の評価に

関する事務の総括に関するこ

と。

○

４ その他科学技術の振興に関

すること。

○

別表第４（第４条関係）

知事の権限に属するスポーツ・文化部関係事務に係る

特定決裁事項

別表第４（第４条関係）

知事の権限に属するスポーツ・文化部関係事務に係る

特定決裁事項

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

部

長

局

長

課

長

地

域

ス

ポ

ー

ツ

課

１～３

省略

地

域

ス

ポ

ー

ツ

課

１～３

省略

４ スポ

ーツ大

会等の

誘致に

関する

事務

１ スポーツ大会等の誘致に関

すること。

� 国際規模及び全国規模の

もの

○

� �以外のもの ○

４ 省略 ５ 省略

５ 省略 ６ 省略

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者

部

長

局

長

室

長

オ

リ

パ

ラ

・

マ

ス

タ

ー

ズ

推

進

１ 東京

オリン

ピック

競技大

会及び

東京パ

ラリン

ピック

競技大

会に関

する事

務

１ 東京オリンピック競技大会

及び東京パラリンピック競技

大会に関すること。

� 特に重要なもの ○

� 重要なもの ○

� 軽易なもの ○
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室 ２ スポ

ーツ大

会等の

誘致に

関する

事務

１ スポーツ大会等の誘致に関

すること。

� 国際規模及び全国規模の

もの

○

� �以外のもの ○

３ 日本

スポー

ツマス

ターズ

２０２０愛

媛大会

に関す

る事務

１ 日本スポーツマスターズ

２０２０愛媛大会の開催準備に関

すること。

� 特に重要なもの ○

� 重要なもの ○

� 軽易なもの ○

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

部

長

局

長

課

長

ま

な

び

推

進

課

１・２

省略

ま

な

び

推

進

課

１・２

省略

３ 科学

技術の

振興に

関する

事務

１ 科学技術振興指針の策定及

び変更

○

２ 科学技術振興会議に関する

こと。

○

３ 県立試験研究機関の評価に

関する事務の総括に関するこ

と。

○

４ その他科学技術の振興に関

すること。

○

別表第５（第４条関係）

知事の権限に属する県民環境部関係事務に係る特定決裁事項

別表第５（第４条関係）

知事の権限に属する県民環境部関係事務に係る特定決裁事項

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

主

幹

部

長

局

長

課

長

主

幹

県

民

生

活

課

１～１６

省略

県

民

生

活

課

１～１６

省略

１７ コミ

ュニテ

ィ対策

の推進

１ コミュニティ情報の収集及

び提供並びにコミュニティ活

動の促進に関すること。

○
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に関す

る事務

１８ 青少

年対策

に関す

る事務

１ 青少年問題に係る施策の実

施計画の策定

○

２ 青少年問題に係る施策の実

施に関すること。

○

１９ 青少

年対策

に係る

連絡調

整に関

する事

務

１ 青少年対策に係る関係機関

との連絡調整に関すること。

○

２０ 愛媛

県青少

年保護

条例の

施行に

関する

事務

１ 青少年の健全な育成を阻害

するおそれのある行為の規制

に関すること。

� 不健全な興行並びに有害

な図書類等及び玩具類等の

指定（第４条第２項、第５

条第２項、第５条の２第２

項）

○

� 不健全な興行の指定の取

消し（第４条第５項）

○

� 有害図書類等の陳列に係

る措置命令（第５条第９

項）

○

� 有害図書類等又は有害玩

具類等の自動販売機等への

収納に係る措置命令（第５

条の７第４項）

○

� 不健全な広告物に係る措

置命令（第７条第２項）

○

� ツーショットダイヤル等

利用カードの自動販売機へ

の収納に係る措置命令（第

１３条の５第３項）

○

� 携帯電話インターネット

接続役務提供事業者等に対

する勧告（第１３条の１０第４

項）

○

� 公表に係る意見を述べる

機会の付与（第１３条の１２第

３項）

○

２ 審議会への諮問（第１６条第

１項）

○

３ 審議会専門委員への諮問

（第１６条第１項）

○

４ 報告の徴収及び立入調査

（第１７条第１項）

○

愛 媛 県 報平成３１年４月１日 第３０６４号外３

３７



２１ 再犯

の防止

等の推

進に関

する事

務

１ 地方再犯防止推進計画の策

定及び変更（再犯の防止等の

推進に関する法律第８条）

○

２ 再犯の防止等の推進に関す

る施策に係る関係機関との調

整に関すること。

○

３ 再犯の防止等の推進に関す

る施策の企画に関すること。

○

４ 再犯の防止等の推進に関す

る施策の実施に関すること。

○

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

主

幹

部

長

局

長

課

長

主

幹

男

女

参

画

・

県

民

協

働

課

１～５

省略

男

女

参

画

・

県

民

協

働

課

１～５

省略

６ コミ

ュニテ

ィ対策

の推進

に関す

る事務

１ コミュニティ情報の収集及

び提供並びにコミュニティ活

動の促進に関すること。

○

７ 青少

年対策

に関す

る事務

１ 青少年問題に係る施策の実

施計画の策定

○

２ 青少年問題に係る施策の実

施

○

８ 青少

年対策

に係る

連絡調

整に関

する事

務

１ 青少年対策に係る関係機関

との連絡調整

○

９ 愛媛

県青少

年保護

条例の

施行に

関する

事務

１ 青少年の健全な育成を阻害

するおそれのある行為の規制

に関すること。

� 不健全な興行並びに有害

な図書類等及びがん具類等

の指定（第４条第２項、第

５条第２項、第５条の２第

２項）

○
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� 不健全な興行の指定の取

消し（第４条第５項）

○

� 有害図書類等の陳列に係

る措置命令（第５条第９

項）

○

� 有害図書類等又は有害が

ん具類等の自動販売機等へ

の収納に係る措置命令（第

５条の７第４項）

○

� 不健全な広告物に係る措

置命令（第７条第２項）

○

� ツーショットダイヤル等

利用カードの自動販売機へ

の収納に係る措置命令（第

１３条の５第３項）

○

� 公表（第１３条の８） ○

２ 審議会への諮問（第１６条第

１項）

○

３ 審議会専門委員への諮問

（第１６条第１項）

○

４ 報告の徴収、資料の提出の

要求及び立入調査（第１７条第

１項）

○

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者

知

事

専決者

防

災

安

全

統

括

部

長

局

長

課

長

防

災

安

全

統

括

部

長

局

長

課

長

防

災

危

機

管

理

課

１ 災害

対策基

本法の

施行に

関する

事務（

他の主

管に属

するも

のを除

く。）

１ 省略 防

災

危

機

管

理

課

１ 災害

対策基

本法の

施行に

関する

事務（

他の主

管に属

するも

のを除

く。）

１ 省略

２ 市町防災会議を設置しない

こととした旨の報告の受理

（第１６条第４項）

○

２ 省略 ３ 省略

３ 省略 ４ 省略

４ 省略 ５ 省略

６ 市町防災会議の協議会の設

置等の届出の受理（第１７条第

２項、政令第１２条第２項）

○

５ 省略 ７ 省略

６ 省略 ８ 省略

７ 省略 ９ 省略

８ 省略 １０ 省略
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９ 省略 １１ 省略

１０ 省略 １２ 省略

１１ 省略 １３ 省略

１４ 派遣職員に関する資料の提

出等（第３３条）

○

１５ 市町地域防災計画等の作成

及び修正に係る報告の受理

（第４２条第５項、第４４条第３

項）

○

１２ 省略 １６ 省略

１３ 省略 １７ 省略

１４ 省略 １８ 省略

１５ 省略 １９ 省略

２０ 指定緊急避難場所の指定に

係る通知の受理（第４９条の４

第３項）

○

２１ 指定緊急避難場所の指定の

取消しに係る通知の受理（第

４９条の６第２項）

○

２２ 指定避難所の指定に係る通

知の受理及び報告（第４９条の

４第３項、第４９条の７第２

項、第３項）

○

２３ 指定避難所の指定の取消し

に係る通知の受理及び報告

（第４９条の６第２項、第４９条

の７第２項、第３項）

○

１６ 省略 ２４ 省略

２５ 被害状況等の報告の受理

（第５３条第１項）

○

２６ 被害状況等の報告（第５３条

第２項）

○

１７ 災害に関する警報に係る要

請 （第５５条）

○ ２７ 災害に関する警報に係る通

知等（第５５条）

○

１８ 省略 ２８ 省略

２９ 避難の指示等の報告の受理

（第６０条第４項、第６１条第４

項）

○

１９ 省略 ３０ 省略

２０ 省略 ３１ 省略

２１ 省略 ３２ 省略

２２ 省略 ３３ 省略

２３ 省略 ３４ 省略

２４ 省略 ３５ 省略

２５ 省略 ３６ 省略

２６ 省略 ３７ 省略

２７ 省略 ３８ 省略
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２８ 他の都道府県知事等に対す

る応援の要求（第７４条第１

項、第７４条の２第１項、第９２

条第２項）

○ ３９ 他の都道府県知事等に対す

る応援の要求（第７４条第１

項、第７４条の２第１項、第９２

条第２項）

○

２９ 内閣総理大臣による応援の

要求の要求（第７４条の３第１

項）

○ ４０ 内閣総理大臣による応援の

要求の要求（第７４条の２第１

項）

○

３０ 市町長に対する災害発生市

町村長の応援の要求（第７４条

の２第２項、第７４条の３第４

項）

○ ４１ 市町長に対する災害発生市

町村長の応援の要求（第７４条

の２第４項

）

○

３１ 指定行政機関の長等に対す

る応援の要求等（第７４条の

４）

○ ４２ 指定行政機関の長等に対す

る応援の要求等（第７４条の

３）

○

３２ 省略 ４３ 省略

３３ 従事命令等に係る損失補償

等の決定（第８２条第１項、第

３項、第８４条第２項）

○ ４４ 従事命令等に係る損失補償

等の決定（第８２条

、第８４条第２項）

○

４５ 広域一時滞在の協議等に係

る報告の受理（第８６条の８第

２項、第６項、第７項）

○

３４ 省略 ４６ 省略

４７ 内閣総理大臣への報告（第

８６条の９第３項）

○

３５ 省略 ４８ 省略

４９ 都道府県外協議先市町村長

からの報告の処理（第８６条の

９第７項、第８項）

○

５０ 都道府県外協議元市町村長

に対する通知等（第８６条の９

第９項）

○

５１ 都道府県外協議元市町村長

からの報告の処理（第８６条の

９第１１項、第１２項）

○

５２ 都道府県外協議先市町村長

に対する通知（第８６条の９第

１３項）

○

３６ 省略 ５３ 省略

３７ 省略 ５４ 省略

３８ 省略 ５５ 省略

３９ 省略 ５６ 省略

４０ 省略 ５７ 省略

４１ 被災者に関する情報の提供

の要求（第８６条の１５第４項

）

○ ５８ 被災者の安否情報の照会に

対する回答（第８６条の１５第１

項、第４項）

○

４２ 省略 ５９ 省略

４３ 省略 ６０ 省略

４４ 省略 ６１ 省略
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４５ 省略 ６２ 省略

４６ 省略 ６３ 省略

４７ 省略 ６４ 省略

６５ 災害時における市町の事務

の委託等の届出の受理（政令

第２８条第３項）

○

４８ 省略 ６６ 省略

６７ 指定行政機関の長等による

応急措置の代行を終了した旨

等の通知の受理（政令第３３条

の６第３項）

○

６８ 内閣総理大臣による広域一

時滞在の協議等の代行を終了

した旨等の通知の受理（政令

第３６条の４第２項、第４項）

○

２～４

省略

２～４

省略

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者

知

事

専決者

防

災

安

全

統

括

部

長

局

長

課

長

防

災

安

全

統

括

部

長

局

長

課

長

原

子

力

安

全

対

策

課

１ 災害

対策基

本法の

施行に

関する

事務（

原子力

災害に

係るも

のに限

る。）

１～６ 省略 原

子

力

安

全

対

策

課

１ 災害

対策基

本法の

施行に

関する

事務（

原子力

災害に

係るも

のに限

る。）

１～６ 省略

７ 派遣職員に関する資料の提

出等（第３３条）

○

８ 市町地域防災計画等の作成

及び修正に係る報告の受理

（第４２条第５項、第４４条第３

項）

○

７ 省略 ９ 省略

８ 省略 １０ 省略

９ 省略 １１ 省略

１０ 省略 １２ 省略

１３ 指定緊急避難場所の指定に

係る通知の受理（第４９条の４

第３項）

○

１４ 指定緊急避難場所の指定の

取消しに係る通知の受理（第

４９条の６第２項）

○

１５ 指定避難所の指定に係る通

知の受理及び報告（第４９条の

４第３項、第４９条の７第２

項、第３項）

○
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１６ 指定避難所の指定の取消し

に係る通知の受理及び報告

（第４９条の６第２項、第４９条

の７第２項、第３項）

○

１１ 省略 １７ 省略

１８ 被害状況等の報告の受理

（第５３条第１項）

○

１９ 被害状況等の報告（第５３条

第２項）

○

１２ 緊急事態応急対策に関する

指示に係る要請 （第５５条、

原子力災害対策特別措置法第

２８条第１項）

○ ２０ 緊急事態応急対策に関する

指示に係る通知等（第５５条、

原子力災害対策特別措置法第

２８条第１項）

○

１３ 省略 ２１ 省略

２２ 避難の指示等の報告の受理

（第６０条第４項、第６１条第４

項）

○

１４ 省略 ２３ 省略

１５ 省略 ２４ 省略

１６ 省略 ２５ 省略

１７ 省略 ２６ 省略

１８ 省略 ２７ 省略

１９ 省略 ２８ 省略

２０ 省略 ２９ 省略

２１ 省略 ３０ 省略

２２ 省略 ３１ 省略

２３ 他の都道府県知事等に対す

る応援の要求（第７４条第１

項、第７４条の２第１項、第９２

条第２項）

○ ３２ 他の都道府県知事等に対す

る応援の要求（第７４条第１

項、 、第９２

条第２項）

○

２４ 指定行政機関の長等に対す

る応援の要求等（第７４条の

４）

○ ３３ 指定行政機関の長等に対す

る応援の要求等（第７４条の

３）

○

２５ 省略 ３４ 省略

２６ 従事命令等に係る損失補償

等の決定（第８２条第１項、第

３項、第８４条第２項）

○ ３５ 従事命令等に係る損失補償

等の決定（第８２条

、第８４条第２項）

○

３６ 広域一時滞在の協議等に係

る報告の受理（第８６条の８第

２項、第６項、第７項）

○

２７ 省略 ３７ 省略

３８ 内閣総理大臣への報告（第

８６条の９第３項）

○

２８ 省略 ３９ 省略

４０ 都道府県外協議先市町村長

からの報告の処理（第８６条の

９第７項、第８項）

○
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４１ 都道府県外協議元市町村長

に対する通知等（第８６条の９

第９項）

○

４２ 都道府県外協議元市町村長

からの報告の処理（第８６条の

９第１１項、第１２項）

○

４３ 都道府県外協議先市町村長

に対する通知（第８６条の９第

１３項）

○

２９ 省略 ４４ 省略

３０ 省略 ４５ 省略

３１ 省略 ４６ 省略

３２ 省略 ４７ 省略

３３ 省略 ４８ 省略

３４ 被災者に関する情報の提供

の要求（第８６条の１５第４項

）

○ ４９ 被災者の安否情報の照会に

対する回答（第８６条の１５第１

項、第４項）

○

３５ 省略 ５０ 省略

３６ 省略 ５１ 省略

３７ 省略 ５２ 省略

３８ 省略 ５３ 省略

３９ 省略 ５４ 省略

５５ 原子力災害時における市町

の事務の委託等の届出の受理

（政令第２８条第３項）

○

４０ 省略 ５６ 省略

２～５

省略

２～５

省略

備考 省略 備考 省略

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

主

幹

部

長

局

長

課

長

主

幹

環

境

政

策

課

１～２６

省略

環

境

政

策

課

１～２６

省略

２７ ゴル

フ場に

おける

農薬使

用の適

正化に

関する

事務

１ ゴルフ場の経営者に対する

農薬使用に関する報告の徴収

及び立入検査（農薬取締法第

２９条第１項）

○ ２７ ゴル

フ場に

おける

農薬使

用の適

正化に

関する

事務

１ 農薬取締法の施行に関する

こと。

� ゴルフ場の経営者に対す

る農薬使用に関する報告の

徴収、農薬等の集取及び立

入検査（第１３条第１項）

○

� ゴルフ場の経営者に対す

る農薬使用に関する環境大

臣又は農林水産大臣への報

告（第１３条第２項）

○
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２ 愛媛県ゴルフ場農薬適正使

用士認定要領（平成６年１１月

１０日制定）の施行に関するこ

と。

� 農薬適正使用士の認定

（第２条第１項）

○

� 研修の受講の承認（第３

条第３項）

○

� 農薬適正使用士の認定の

取消し（第５条第１項）

○

� 認定証の返納の受理（第

５条第２項）

○

２８ 土壌

汚染対

策法の

施行に

関する

事務

１ 指定調査機関に関するこ

と。

２８ 土壌

汚染対

策法の

施行に

関する

事務

１ 指定調査機関に関するこ

と。

�・� 省略 �・� 省略

� 変更の届出の受理（第３５

条）

○

� 省略 � 省略

� 業務規程の届出及び変更

の届出の受理（第３７条第１

項）

○

� 省略 � 省略

� 業務の廃止の届出の受理

（第４０条）

○

� 省略 � 省略

２ 土壌汚染状況調査に関する

こと。

２ 土壌汚染状況調査に関する

こと。

�・� 省略 �・� 省略

� 届出を要しない土地の指

定（土壌汚染対策法施行規

則（以下この部において

「省令」という。）第２５条

第５号）

○

３ 要措置区域に関すること。 ３ 要措置区域に関すること。

�・� 省略 �・� 省略

� 汚染除去等計画の提出の

指示（第７条第１項）

○ � 措置 の

指示（第７条第１項）

○

� 汚染除去等計画の提出命

令（第７条第２項）

○

� 実施措置の変更命令（第

７条第４項）

○ � 措置命令 （第

７条第４項）

○

� 実施措置に係る期間の短

縮（第７条第５項）

○

� 実施措置命令（第７条第

８項）

○

� 実施措置の実施（第７条

第１０項）

○ � 措置 の実施（第７条

第５項）

○
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� 土地の形質変更の禁止の

例外行為に係る確認及び取

消し（省令汚染対策法施行

規則（以下この部において

「省令」という。）第４３条

第１号ロ、第３号、第４

号、第４４条第５項）

○ � 土地の形質変更の禁止の

例外行為に係る確認及び取

消し（土壌汚染対策法施行

規則（以下この部において

「省令」という。）第４３条

第１号ロ、第２号、第３

号、第４４条第５項）

○

４ 形質変更時要届出区域に関

すること。

４ 形質変更時要届出区域に関

すること。

�・� 省略 �・� 省略

� 土地の形質変更の施行及

び管理の方針の確認及び取

消 し（第１２条 第１項 第１

号、省 令 第５２条 の８第１

項）

○ � 土地の形質の変更の届出

の受理（第１２条第１項から

第３項まで）

○

� 計画変更命令（第１２条第

５項）

○ � 計画変更命令（第１２条第

４項）

○

� 通常の管理行為等の確認

及び取消し（省令

第４４条第５項、第５０条第１

項第１号ロ、第３号、第２

項）

○ � 通常の管理行為等の確認

及び取消し（省令第４３条第

１号ロ、第２号、第３号、

第４４条第５項、第５０条第１

項 、第２

項）

○

５ 報告の徴収及び立入検査

（第１４条第４項、第５４条第１

項、第３項から第５項まで

）

○ ５ 報告の徴収及び立入検査

（第１４条第４項、第５４条第１

項、第３項、第４項、第５

項）

○

６ 省略 ６ 省略

７ 汚染土壌の搬出に関するこ

と。

７ 汚染土壌の搬出に関するこ

と。

� 省略 � 省略

� 搬出等の届出の受理（第

１６条第１項から第３項ま

で）

○

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

� 運搬等の状況の届出の受

理（第２０条第６項）

○

８ 汚染土壌処理業に関するこ

と。

８ 汚染土壌処理業に関するこ

と。

� 許可（第２２条第１項、汚

染土壌処理業に関する省令

（以下この部において「処

理業省令」という。）第１７

条第１項）

○ � 許可（第２２条第１項、汚

染土壌処理業に関する省令

（以下この部において「処

理業省令」という。）第１７

条第１項）

○

� 省略 � 省略

� 事故等の届出の受理（第

２２条第９項）

○
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� 変更の許可（第２３条第１

項、処理業省令第１７条第１

項）

○ � 変更の許可（第２３条第１

項、処理業省令第１７条第１

項）

○

� 軽微な変更等の届出の受

理（第２３条第３項）

○

� 休止、廃止及び再開の届

出の受理（第２３条第４項）

○

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

� 譲渡及び譲受の承認（第

２７条の２第１項、処理業省

令第１７条第１項）

○ � 譲渡及び譲受の承認（第

２７条の２第１項、処理業省

令第１７条第１項）

○

� 合併又は分割の承認（第

２７条の３第１項、処理業省

令第１７条第１項）

○ 	 合併又は分割の承認（第

２７条の３第１項、処理業省

令第１７条第１項）

○

� 相続の承認（第２７条の４

第１項、処理業省令第１７条

第１項）

○ 
 相続の承認（第２７条の４

第１項、処理業省令第１７条

第１項）

○

� 国又は地方公共団体が行

う汚染土壌処理事業の協議

（第２７条の５）

○

� 許可の取消し等に係る措

置の報告の受理（処理業省

令第１３条第３項）

○

	 許可証の書換え交付及び

再交付（汚染土壌処理業に

関する省令第１７条第２項）

○ � 許可証の書換え交付及び

再交付（処理業省令理業に

関する省令第１７条第２項）

○

 許可証の返納の受理（処

理業省令第１７条第４項）

○

９・１０ 省略 ９・１０ 省略

２９ 省略 ２９ 省略

３０ エネ

ルギー

の使用

の合理

化等に

関する

法律に

基づく

エネル

ギー管

理に関

する事

務

３０ エネ

ルギー

の使用

の合理

化等に

関する

法律に

基づく

エネル

ギー管

理に関

する事

務

１ エネルギーの使用状況の届

出（エネルギーの使用の合理

化等に関する法律（以下この

部において「法」という。）

第７条第３項）

○

１ 特定事業者の指定の取消し

の申出（エネルギーの使用の

合理化等に関する法律（以下

この部において「法」とい

う。）第７条第４項）

○ ２ 特定事業者の指定の取消し

の申出（法ネルギーの使用の

合理化等に関する法律（以下

この部において「法」とい

う。）第７条第４項）

○

２ エネルギー管理統括者の選

任及び解任（法第８条第１項

、第３項）

○ ３ エネルギー管理統括者の選

任及び解任（法第７条の２第

１項、第３項）

○

３ エネルギー管理企画推進者

の選任及び解任（法第９条第

１項、第３項

）

○ ４ エネルギー管理企画推進者

の選任及び解任（法第７条の

２第３項、第７条の３第１

項、第４項）

○

愛 媛 県 報平成３１年４月１日 第３０６４号外３

４７



４ 中長期的な計画の作成（法

第１５条第１項）

○ ５ 中長期的な計画の作成（法

第１４条第１項）

○

６ エネルギーの使用状況等の

報告（法第１５条第１項）

○

３１ 省略 ３１ 省略

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

主

幹

部

長

局

長

課

長

主

幹

循

環

型

社

会

推

進

課

１・２

省略

循

環

型

社

会

推

進

課

１・２

省略

３ 廃棄

物の処

理及び

清掃に

関する

法律の

施行に

関する

事務

１ 省略 ３ 廃棄

物の処

理及び

清掃に

関する

法律の

施行に

関する

事務

１ 省略

２ 廃棄物処理計画に関するこ

と。

２ 廃棄物処理計画に関するこ

と。

� 廃棄物処理計画の策定及

び 変 更（第５条の５第１

項、第４項）

○ � 廃棄物処理計画の策定

（第５条の５第１

項、第４項）

○

� 省略 � 省略

� 多量排出事業者からの産

業廃棄物処理計画の受理

（第１２条第９項、第１２条の

２第１０項）

○

� 多量排出事業者からの産

業廃棄物処理計画の実施状

況の報告の受理（第１２条第

１０項、第１２条の２第１１項）

○

� 省略 � 省略

３ 第８条第４項に規定する一

般廃棄物処理施設に関するこ

と。

３ 第８条第４項に規定する一

般廃棄物処理施設に関するこ

と。

�～� 省略 �～� 省略

� 利害関係者の意見書の受

理（第８条第６項、第９条

第２項）

○

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

� 維持管理積立金の額の算

定及び通知（第８条の５第

４項、廃棄物の処理及び清

掃に関する法律施行規則

（以下この部において「省

令」という。）第４条の９

第２項、第４条 の１０第２

項）

○ � 維持管理積立金の額の算

定及び通知（第８条の５第

４項、廃棄物の処理及び清

掃に関する法律施行規則

（以下この部において「省

令」という。）第４条の９

第２項、第４条の１０第２

項）

○

� 省略 � 省略

� 省略 	 省略
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� 一般廃棄物処理施設設置

許可証の返還の受理（規則

第５条）

○

４ 熱回収施設設置者に関する

こと。

４ 熱回収施設設置者に関する

こと。

� 認定（第９条の２の４第

１項、第１５条の３の３第１

項、省令第１２条の１１の１０）

○ � 認定（第９条の２の４第

１項、第１５条の３の３第１

項、省令第１２条の１１の１０）

○

� 認定の更新（第９条の２

の４第２項、第１５条の３の

３第２項、省令第１２条の１１

の１０）

○ � 認定の更新（第９条の２

の４第２項、第１５条の３の

３第２項、省令第１２条の１１

の１０）

○

� 省略 � 省略

� 熱回収施設の廃止、休

止、再開、変更等の届出の

受理（廃棄物の処理及び清

掃に関する法律施行令（以

下この部において「政令」

という。）第５条の５、第

７条の４）

○

� 熱回収に関する報告書の

受理（省令第５条の５の１１

第１項、第１２条の１１の１１）

○

� 省略 � 省略

� 熱回収施設設置者認定証

の返還の受理（規則第５

条）

○

５ 省略 ５ 省略

６ 第１５条第４項に規定する産

業廃棄物処理施設に関するこ

と。

６ 第１５条第４項に規定する産

業廃棄物処理施設に関するこ

と。

� 設置及び変更の許可（第

１５条第１項、第１５条の２の

６第１項、省 令 第１２条 の

５）

○ � 設置及び変更の許可（第

１５条第１項、第１５条の２の

６第１項、省 令 第１２条 の

５）

○

�・� 省略 �・� 省略

� 利害関係者の意見書の受

理（第１５条第６項、第１５条

の２の６第２項）

○

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

� 維持管理積立金の額の算

定及び通知（第８条の５第

４項、第１５条の２の４、省

令第１２条の７の７第２項、

第１２条の７の８第２項）

○ � 維持管理積立金の額の算

定及び通知（第８条の５第

４項、第１５条の２の４、省

令第１２条の７の７第２項、

第１２条の７の８第２項）

○

� 省略 	 省略

	 省略 
 省略
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� 県警察本部長の意見の受

理（第２３条の４）

○

� 省略 � 省略

� 産業廃棄物処理施設設置

許可証の返還の受理（規則

第５条）

○

７ 廃棄物処理センターに関す

ること。

７ 廃棄物処理センターに関す

ること。

� 事業計画、収支予算書、

事業報告書及び収支決算書

の受理（第１５条の８、第１５

条の１６、政令第１３条）

○

� 報告の徴収及び立入検査

（第１５条の１３第１項、第１５

条の１６、政令第１３条）

○ � 報告の徴収及び立入検査

（第１５条の１３第１項、第１５

条の１６、政令第１３条）

○

� 監督命令（第１５条の１４、

第１５条の１６、政令第１３条）

○ � 監督命令（第１５条の１４、

第１５条の１６、政令第１３条）

○

８・９ 省略 ８・９ 省略

１０ 廃棄物再生事業者に関する

こと。

� 登録（第２０条の２第１

項）

○

� 登録事項の変更の届出の

受理（政令第２０条）

○

� 事業場の休廃止の届出の

受理（政令第２１条）

○

� 登録の取消し（政令第２２

条）

○

	 廃棄物再生事業者登録証

明書の再交付（規則第４

条）

○


 廃棄物再生事業者登録証

明書の返還の受理（規則第

５条）

○

１０ 省略 １１ 省略

４～８

省略

４～８

省略

別表第６（第４条関係）

知事の権限に属する保健福祉部関係事務に係る特定決裁事項

別表第６（第４条関係）

知事の権限に属する保健福祉部関係事務に係る特定決裁事項

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

主

幹

部

長

局

長

課

長

主

幹

医

療

対

策

課

１ 医療

法の施

行に関

する事

務

１ 省略 医

療

対

策

課

１ 医療

法の施

行に関

する事

務

１ 省略

２ 医療に関する情報に関する

こと。

２ 医療に関する情報に関する

こと。

� 報告の受理（第６条の３

第１項）

○
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� 変更の報告の受理（第６

条の３第２項）

○

� 省略 � 省略

� 報告事項の公表（第６条

の３第５項）

○

� 省略 � 省略

３～５ 省略 ３～５ 省略

６ 公的医療機関等の病床数削

減措置命令（第７条の２第３

項、第５項）

○ ６ 公的医療機関等の病床数削

減措置命令（第７条の２第３

項、第６項）

○

７ 病院の休止及び再開の届出

の受理（第８条の２第２項）

○

８ 病院の廃止の届出の受理

（第９条）

○

７ 省略 ９ 省略

８ 省略 １０ 省略

１１ 地域医療支援病院の業務に

関する報告書の受理及び公表

（第１２条の２）

○

１２ 病院のエックス線装置以外

の装置の届出の受理（第１５条

第３項）

○

９ 省略 １３ 省略

１０ 病院の開設者に対する措置

命令（第２４条の２第１項）

○

１１ 病院の開設者に対する業務

の停止の命令（第２４条の２第

２項）

○

１２ 省略 １４ 省略

１３ 省略 １５ 省略

１４ 省略 １６ 省略

１５ 省略 １７ 省略

１６ 医療計画の策定及び変更

（第３０条の４第１項、第１８

項、第３０条の６）

○ １８ 医療計画の策定及び変更

（第３０条の４第１項、第１６

項、第３０条の６）

○

１７ 医療計画の策定に必要な他

県との連絡調整（第３０条の４

第１５項）

○ １９ 医療計画の策定に必要な他

県との連絡調整（第３０条の４

第１３項）

○

１８ 医療計画の策定及び変更に

係る意見の聴取（第３０条の４

第１６項、第１７項）

○ ２０ 医療計画の策定及び変更に

係る意見の聴取（第３０条の４

第１４項、第１５項）

○

１９ 省略 ２１ 省略

２０ 省略 ２２ 省略

２１ 省略 ２３ 省略

２２ 省略 ２４ 省略

２３ 省略 ２５ 省略

２４ 省略 ２６ 省略
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２５ 省略 ２７ 省略

２６ 省略 ２８ 省略

２７ 省略 ２９ 省略

２８ 省略 ３０ 省略

２９ 省略 ３１ 省略

３０ 省略 ３２ 省略

３３ 医療法人の監事からの報告

書の受理（第４６条の８第４

号）

○

３４ 医療法人の事業報告書等の

届出の受理（第５２条第１項、

第７０条の１４）

○

３１ 省略 ３５ 省略

３２ 医療法人等の定款又は寄附

行為の変更の認可及び届出の

受理（第５４条の９第３項、第

５項、第７０条の１８）

○ ３６ 医療法人等の定款又は寄附

行為の変更の認可及び届出の

受理（第５４条の９第３項、第

５項、第７０条の１８）

○

３３ 医療法人等の解散の認可及

び届出の受理（第５５条第６

項、第７項 、第７０条の

１５）

○ ３７ 医療法人等の解散の認可及

び届出の受理（第５５条第６

項から第８項まで、第７０条の

１５）

○

３８ 清算人の届出の受理（第５６

条の６、第７０条の１５）

○

３９ 清算結了の届出の受理（第

５６条の１１、第７０条の１５）

○

３４ 省略 ４０ 省略

３５ 省略 ４１ 省略

３６ 省略 ４２ 省略

３７ 省略 ４３ 省略

３８ 省略 ４４ 省略

３９ 省略 ４５ 省略

４０ 省略 ４６ 省略

４１ 省略 ４７ 省略

４２ 省略 ４８ 省略

４３ 省略 ４９ 省略

４４ 省略 ５０ 省略

４５ 省略 ５１ 省略

４６ 省略 ５２ 省略

５３ 診療所の病床設置の届出の

受理（政令第３条の３）

○

５４ 診療所の病床数等の変更の

届出の受理（政令第４条第２

項）

○

４７ 実施計画の変更の認定及び

届出の受理（政令第５条の５

の４第１項、第３項）

○ ５５ 実施計画の変更の認定及び

届出の受理（政令第５条の５

の４第１項、第３項）

○
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５６ 実施計画の実施状況を記載

した書類等の受理（政令第５

条の５の５）

○

４８ 省略 ５７ 省略

５８ 医療法人の登記の届出の受

理（政令第５条の１２）

○

５９ 医療法人の役員の変更の届

出の受理（政令第５条の１３）

○

４９ 省略 ６０ 省略

２～２３

省略

２～２３

省略

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

主

幹

部

長

局

長

課

長

主

幹

子

育

て

支

援

課

１～６

省略

子

育

て

支

援

課

１～６

省略

７ 民間

あっせ

ん機関

による

養子縁

組のあ

っせん

に係る

児童の

保護等

に関す

る法律

の施行

に関す

る事務

１ 民間あつせん機関に関する

こと。

� 許可（第６条第１項、第

１０条第１項）

○

� 説明の要求等（第７条第

２項、第１２条第５項）

○

� 許可証の再交付（第１０条

第３項）

○

� 許可の有効期間の更新

（第１２条第２項）

○

� 改善命令（第１５条） ○

� 許可の取消し（第１６条第

１項）

○

� 養子縁組あつせん事業の

停止命令（第１６条第２項）

○

� 指導及び助言（第３８条） ○

	 報告の徴収及び立入検査

（第３９条第１項、第２項）

○


 身分を示す証明書の交付

（第３９条第３項）

○

８ 省略 ７ 省略

９ 省略 ８ 省略

１０ 省略 ９ 省略

１１ 省略 １０ 省略

１２ 省略 １１ 省略
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組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

主

幹

部

長

局

長

課

長

主

幹

長

寿

介

護

課

１ 省略 長

寿

介

護

課

１ 省略

２ 第３５

回全国

健康福

祉祭（

ねんり

んピッ

ク）の

開催準

備に関

する事

務

１ 第３５回全国健康福祉祭（ね

んりんピック）の開催準備に

関すること。

� 特に重要なもの ○

� 重要なもの ○

� 軽易なもの ○

３ 省略 ２ 省略

４ 介護

保険法

の施行

に関す

る事務

１・２ 省略 ３ 介護

保険法

の施行

に関す

る事務

１・２ 省略

３ 指定市町村事務受託法人に

関すること。

３ 指定市町村事務受託法人に

関すること。

� 省略 � 省略

� 変更並びに廃止、休止及

び再開の届出の受理（政令

第１１条の３、第１１条の６第

２号、旧政令第１１条の３、

第１１条の６第２号）

○

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

� 指定の取消し等に係る市

町からの通知の受理（政令

第１１条の５第２項、旧政令

第１１条の５第２項）

○

４ 介護支援専門員に関するこ

と。

４ 介護支援専門員に関するこ

と。

�～� 省略 �～� 省略

� 変更の届出の受理（第６９

条の４、旧法第６９条の４）

○

� 死亡等の届出の受理（第

６９条の５、旧法第６９条の

５）

○

� 省略 � 省略

� 省略 	 省略

� 省略 
 省略

	 省略 � 省略


 省略 � 省略
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� 介護支援専門員証の再交

付 （省令第１１３条の２５第

１項 、旧

省令第１１３条の２５第１項

）

○ � 介護支援専門員証の再交

付等（省令第１１３条の２５第

１項、第３項、第４項、旧

省令第１１３条の２５第１項、

第３項、第４項）

○

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

５ 登録試験問題作成機関に関

すること。

５ 登録試験問題作成機関に関

すること。

�・	 省略 �・	 省略


 変更の届出の受理（第６９

条の１４第２項）

○


 省略 � 省略

６～１７ 省略 ６～１７ 省略

１８ 介護サービス事業者（社会

福祉法人である介護サービス

事業者を除く。）に係る業務

管理体制の整備に関するこ

と。

� 措置命令に係る公示（第

１１５条の３４第４項、旧法第

１１５条の３４第４項）

○

１８ 介護サービス情報の公表に

関すること。

１９ 介護サービス情報の公表に

関すること。

� 報告の受理（第１１５条の

３５第１項、旧法第１１５条の

３５第１項）

○

� 報告に関する計画の策定

（政令第３７条の２

の３第１項、第３項、旧政

令第３７条の２第１項、第３

項）

○ 	 報告に関する計画の策定

及び公表（政令第３７条の２

第１項 、第３項、旧政

令第３７条の２第１項、第３

項）

○


 公表（第１１５条の３５第２

項、旧法第１１５条の３５第２

項）

○

	 省略 � 省略


 省略 � 省略

� 省略  省略

� 省略 � 省略

１９ 介護サービス情報の公表に

係る指定調査機関に関するこ

と。

２０ 介護サービス情報の公表に

係る指定調査機関に関するこ

と。

�～
 省略 �～
 省略

� 変更の届出の受理（政令

第３７条の４第２項、第３

項、旧政令第３７条の４第２

項、第３項）

○
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� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

２０ 介護サービス情報の公表に

係る指定情報公表センターに

関すること。

２１ 介護サービス情報の公表に

係る指定情報公表センターに

関すること。

�～� 省略 �～� 省略

� 変更の届出の受理（政令

第３７条の４第２項、第３

項、第３７条の１１、旧政令第

３７条の４第２項、第３項、

第３７条の１１）

○

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

２１ 介護保険事業支援計画等に

関すること。

２２ 介護保険事業支援計画等に

関すること。

� 市町村介護保険事業計画

の実績に関する評価の結果

の報告の処理（第１１７条第

８項、第１１８条第８項、旧

法第１１７条第８項、第１１８条

第８項）

○

� 省略 	 省略

	 省略 � 省略

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

２２ 省略 ２３ 省略

２３ 省略 ２４ 省略

２４ 省略 ２５ 省略

２５ 医療保険者に対する報告の

徴収等（第１９７条第４項、旧

法第１９７条第３項）

○ ２６ 医療保険者に対する報告の

徴収等（第１９７条第３項、旧

法第１９７条第３項）

○

２６ 省略 ２７ 省略

２７ 福祉用具専門相談員指定講

習事業者に関すること。

２８ 福祉用具専門相談員指定講

習事業者に関すること。

� 省略 � 省略

	 証明書の交付を受けた者

の名簿の届出の受理（政令

第４条第２項第２号イ）

○

� 変更並びに事業の廃止、

休止及び再開の届出の受理

（政令第４条第２項第２号

ロ）

○
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� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

２８ 省略 ２９ 省略

５ 省略 ４ 省略

６ 省略 ５ 省略

７ 省略 ６ 省略

８ 省略 ７ 省略

９ 省略 ８ 省略

１０ 省略 ９ 省略

１１ 省略 １０ 省略

１２ 省略 １１ 省略

１３ 省略 １２ 省略

１４ 省略 １３ 省略

１５ 省略 １４ 省略

１６ 省略 １５ 省略

１７ 省略 １６ 省略

１８ 省略 １７ 省略

１９ 省略 １８ 省略

２０ 省略 １９ 省略

２１ 省略 ２０ 省略

２２ 省略 ２１ 省略

２３ 省略 ２２ 省略

２４ 省略 ２３ 省略

２５ 省略 ２４ 省略

２６ 省略 ２５ 省略

２７ 省略 ２６ 省略

別表第７（第４条関係）

知事の権限に属する経済労働部関係事務に係る特定決裁事項

別表第７（第４条関係）

知事の権限に属する経済労働部関係事務に係る特定決裁事項

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

主

幹

部

長

局

長

課

長

主

幹

労

政

雇

用

課

１～６

省略

労

政

雇

用

課

１～６

省略

７ 中小

企業集

団労務

改善事

業に関

する事

務

１ 中小企業集団の指導 ○

７ 省略 ８ 省略

９ 勤労

青少年

の福祉

に関す

１ 勤労青少年福祉推進者制度

の普及促進

○

２ 勤労青少年の余暇の有効活

用

○
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る事務 ３ 勤労青少年福祉施設の設

置、運営及び指導

○

８ 省略 １０ 省略

９ 省略 １１ 省略

１０ 省略 １２ 省略

１１ 省略 １３ 省略

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

室

長

部

長

局

長

室

長

産

業

人

材

室

１～５

省略

雇

用

対

策

室

１～５

省略

別表第８（第４条関係）

知事の権限に属する農林水産部関係事務に係る特定決裁事項

別表第８（第４条関係）

知事の権限に属する農林水産部関係事務に係る特定決裁事項

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

室

長

部

長

局

長

室

長

農

地

・

担

い

手

対

策

室

１～３

省略

農

地

・

担

い

手

対

策

室

１～３

省略

４ 農地

法の施

行に関

する事

務

１ 農地中間管理権及び利用権

を設定すべき旨の裁定（第３７

条、第４０条第１項、第４１条第

１項、第３項）

○ ４ 農地

法の施

行に関

する事

務

１ 農地中間管理権及び利用権

を設定すべき旨の裁定（第３７

条、第４０条第１項、第４３条第

１項、第３項）

○

２ 都道府県機構の意見聴取

（第３９条第４項、第４１条第２

項）

○ ２ 都道府県機構の意見聴取

（第３９条第４項、第４３条第２

項）

○

３～１３ 省略 ３～１３ 省略

５～１２

省略

５～１２

省略

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

部

長

局

長

課

長

農

業

経

済

課

１ 農業

協同組

合法の

施行に

関する

事務

１ 省略 農

業

経

済

課

１ 農業

協同組

合法の

施行に

関する

事務

１ 省略

２ 信用事業規程等の設定、変

更及び廃止の承認（第１１条第

１項、第３項、第１１条の１７第

１項、第３項、第１１条の４２第

１項、第３項、第１１条の４８第

１項、第３項、第１１条の５１第

１項、第３項）

○ ２ 信用事業規程等の設定、変

更及び廃止の承認並びに信用

事業規程等の変更の届出の受

理（第１１条、第１１条の１７、第

１１条の４２、第１１条の４８、第１１

条の５１

）

○
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３～５ 省略 ３～５ 省略

６ 責任準備金等に係る意見書

に係る説明等の要求（第１１条

の４０第３項）

○ ６ 責任準備金等に係る意見書

の処理（第１１条の４０第２項、

第３項 ）

○

７～１５ 省略 ７～１５ 省略

１６ 農協の定款の変更の認可等

（第４４条第２

項、第３項 、第５９条第

２項、第６１条第１項、第２

項、第５項）

○ １６ 農協の定款の変更の認可等

及び届出の受理（第４４条第２

項から第４項まで、第５９条第

２項、第６０条、第６１条

）

○

１７ 農協の信用事業の譲渡等の

認可及び信用事業又は共済事

業の全部譲渡に係る届出の受

理（第５０条の２第３項、第７

項、第５０条の４第５項）

○ １７ 農協の信用事業の譲渡等の

認可及び信用事業又は共済事

業の全部譲渡に係る届出の受

理（第５０条の２第３項、第７

項、第５０条の４第５項）

○

１８ 農協及び子会社等に係る業

務報告書の受理（第５４条の２

第１項、第２項）

○

１８ 農協の設立、解散の決議及

び合併の認可並びに設立認可

の取消し 解散及び組織変更

の届出の受理（第５９条、第６１

条第１項、第２項、第５項、

第６３条第２項、第６４条第２

項、第３項 、第６５条第

２項、第３項、第７３条の１０、

第８０条）

○ １９ 農協の設立、解散の決議及

び合併の認可並びに設立認可

の取消し、解散及び組織変更

の届出の受理（第５９条、第６１

条第１項、第２項、第５項、

第６３条第２項、第６４条第２

項から第５項まで、第６５条第

２項、第３項、第７３条の１０、

第８０条）

○

２０ 農業協同組合連合会の法定

解散の届出の処理（第６４条第

８項）

○

２１ 休眠組合が事業を廃止して

いない旨の届出をすべき旨の

官報公告等（第６４条の２）

○

２２ 農協が継続した旨の届出の

受理（第６４条の３第３項）

○

１９ 省略 ２３ 省略

２０ 省略 ２４ 省略

２５ 農業協同組合法等の一部を

改正する等の法律（以下この

部において「改正法」とい

う。）附則第９条の規定によ

りなお存続するものとされた

全国農業協同組合中央会の監

査実施計画に対する意見の具

申（改正法附則第１０条の規定

によりなおその効力を有する

ものとされた改正法第１条の

規定による改正前の農業協同

組合法（以下この部において

「旧法」という。）第７３条の

２７第１項）

○
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２１ 農協及び改正法附則第９条

の規定によりなお存続するも

のとされた愛媛県農業協同組

合中央会（以下この部におい

て「存続中央会」という。）

に対する法令、定款、規約及

び規程の遵守状況に関する必

要な報告の徴収並びに一般状

況資料の提出の命令（第９３条

第１項、旧法第９３条第１項）

○ ２６ 農協及び改正法附則第９条

の規定によりなお存続するも

のとされた愛媛県農業協同組

合中央会（以下この部におい

て「存続中央会」という。）

に対する法令、定款、規約及

び規程の遵守状況に関する必

要な報告の徴収並びに一般状

況資料の提出の命令（第９３条

第１項、旧法第９３条第１項）

○

２２ 省略 ２７ 省略

２３ 農協、存続中央会、子会社

等、信用事業受託者及び共済

代理店の検査（第９４条第１項

から第６項まで、旧法第９４

条）

○ ２８ 農協、存続中央会、子会社

等、信用事業受託者及び共済

代理店の検査（第９４条第１項

から第６項まで、旧法第９４

条）

○

２４ 農協及び存続中央会の業務

会計等に関する監督上必要な

措置（第９４条の２、旧法第９４

条の２）

○ ２９ 農協及び存続中央会の業務

会計等に関する監督上必要な

措置（第９４条の２、旧法第９４

条の２）

○

２５ 農協及び存続中央会の法令

等の違反に対する必要な措

置、業務の停止及び役員の改

選の命令並びに信用事業規程

等の承認の取消し（第９５条、

旧法第９５条）

○ ３０ 農協及び存続中央会の法令

等の違反に対する必要な措

置、業務の停止及び役員の改

選の命令並びに信用事業規程

等の承認の取消し（第９５条、

旧法第９５条）

○

２６ 省略 ３１ 省略

３２ 農協に対する処分又は命令

を行う際の存続中央会への意

見の聴取（旧法第９５条の４）

○

２７ 農協及び存続中央会の総会

決議、選挙及び当選の取消し

（第９６条第１項、旧法第９６条

第１項）

○ ３３ 農協及び存続中央会の総会

決議、選挙及び当選の取消し

（第９６条第１項、旧法第９６条

第１項）

○

３４ 農協等の不祥事件に関する

届出の受理（第９７条第１２号、

農業協同組合法施行規則（以

下この部において「省令」と

いう。）第２３１条第１項第２２

号）

○

３５ 農協等の不祥事件に関する

もの以外の届出の受理（第９７

条、省令第２３１条第１項第１

号から第２１号まで）

○

２８ 省略 ３６ 省略

２９ 省略 ３７ 省略

３０ 業務報告書の提出、縦覧書

類の縦覧の開始及び事業計画

書等の提出の延期の承認（農

業協同組合法施行規則第２０２

○ ３８ 業務報告書の提出、縦覧書

類の縦覧の開始及び事業計画

書等の提出の延期の承認（省

令 第２０２

○
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条第７項、第２０６条第２項、

第２３２条第５項）

条第７項、第２０６条第２項、

第２３２条第５項）

３１ 省略 ３９ 省略

３２ 省略 ４０ 省略

２～１３

省略

２～１３

省略

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

部

長

局

長

課

長

農

産

園

芸

課

１～３

省略

農

産

園

芸

課

１～３

省略

４ 農薬

取締法

の施行

に関す

る事務

４ 農薬

取締法

の施行

に関す

る事務

１ 販売者の届出の受理（県外

に住所を有する者に係るもの

に限る。）（第８条）

○

１ 農薬に関する助言、指導等

（第２８条 ）

○ ２ 農薬に関する助言、指導等

（第１２条の４）

○

２ 販売者及び農薬使用者に対

する報告命令及び立入検査等

（第２９条第１項、第３項）

○ ３ 販売者及び農薬使用者に対

する報告命令及び立入検査等

（第１３条 ）

○

３ 販売者に対する農薬の販売

の制限又は禁止（第３１条第２

項、第４項、農薬取締法施行

令第４条第３項）

○ ４ 販売者に対する農薬の販売

の制限又は禁止（第１４条第２

項、第４項、農薬取締法施行

令第４条第３項）

○

５～１６

省略

５～１６

省略

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

主

幹

部

長

局

長

課

長

主

幹

林

業

政

策

課

１～１６

省略

林

業

政

策

課

１～１６

省略

１７ 森林

経営管

理法の

施行に

関する

事務

１ 経営管理実施権の設定を受

けることを希望する民間事業

者の公募（第３６条第１項）

○

別表第９（第４条関係）

知事の権限に属する土木部関係事務に係る特定決裁事項

別表第９（第４条関係）

知事の権限に属する土木部関係事務に係る特定決裁事項

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

部

長

局

長

課

長
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建

築

住

宅

課

１～４

省略

建

築

住

宅

課

１～４

省略

５ エネ

ルギー

の使用

の合理

化に関

する法

律の施

行に関

する事

務

１ 特定建築物に係る指示に従

わなかつた旨の公表（第７５条

第３項）

○

２ 指示に係る措置命令（第７５

条第４項）

○

５ 省略 ６ 省略

６ 省略 ７ 省略

７ 省略 ８ 省略

８ 省略 ９ 省略

９ 省略 １０ 省略

１０ 省略 １１ 省略

１１ 省略 １２ 省略

１２ 省略 １３ 省略

１３ 省略 １４ 省略

１４ 省略 １５ 省略

１５ 省略 １６ 省略

１６ 省略 １７ 省略

１７ 省略 １８ 省略

１８ 省略 １９ 省略

１９ 省略 ２０ 省略

２０ 住宅

確保要

配慮者

に対す

る賃貸

住宅の

供給の

促進に

関する

法律の

施行に

関する

事務

１・２ 省略 ２１ 住宅

確保要

配慮者

に対す

る賃貸

住宅の

供給の

促進に

関する

法律の

施行に

関する

事務

１・２ 省略

３ 住宅確保要配慮者円滑入居

賃貸住宅事業に関すること。

� 登録（第８条、第１０条第

３項から第５項まで、第１１

条第２項）

○

� 変更の届出に係る登録

（第１２条第３項、第４項）

○

� 登録簿の閲覧（第１３条） ○

� 登録の抹消（第１５条第１

項第１号、第２項）

○

� 報告の徴収（第２２条） ○

� 指示（第２３条） ○

� 登録の取消し（第１５条第

１項第２号、第２項、第２４

条）

○

３ 住宅確保要配慮者居住支援

法人に関すること。

４ 住宅確保要配慮者居住支援

法人に関すること。

� 省略 � 省略
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附 則

この訓令は、公布の日から施行する。

�愛媛県訓令第５号
庁 中 一 般

地 方 局

愛媛県地方局処務規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

平成３１年４月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県地方局処務規程の一部を改正する訓令

愛媛県地方局処務規程（昭和５６年愛媛県訓令第４０号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

� 名称等の変更の届出の受

理（第４１条 第２項、第３

項）

○

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

� 事業報告書及び収支決算

書の受理（第４５条第２項）

○

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

� 省略 	 省略

改 正 後 改 正 前

（産業経済部各課室の所掌事務）

第４条 省略

２～５ 省略

６ 森林林業課の所掌事務は、次のとおりとする。ただし、�万高

原森林林業課にあつては、その管内に係る事務を分掌する。


～�の４ 省略

�の５ 森林経営管理に関すること。

� 省略

７～１３ 省略

（土木事務所各課の所掌事務）

第８条 地方局の土木事務所（以下「土木事務所」という。）各課

の所掌事務は、次のとおりとする。

省略

用地管理課


～�の２ 省略

	 省略

省略

２ 事業管理課においては前項の表用地管理課の項第１号から第４

号まで、第７号から第９号まで 及び第１０号に掲げる

事務を、用地課においては同項第５号及び第６号に掲げる事務を

（産業経済部各課室の所掌事務）

第４条 省略

２～５ 省略

６ 森林林業課の所掌事務は、次のとおりとする。ただし、�万高

原森林林業課にあつては、その管内に係る事務を分掌する。


～�の４ 省略

� 省略

７～１３ 省略

（土木事務所各課の所掌事務）

第８条 地方局の土木事務所（以下「土木事務所」という。）各課

の所掌事務は、次のとおりとする。

省略

用地管理課


～�の２ 省略

�の３ 逓送車の運行及び逓送車に乗車し、逓送の業務に従事す

る職員（以下「逓送員」という。）の管理に関すること（南予

地方局愛南土木事務所に限る。）。

	 省略

省略

２ 事業管理課においては前項の表用地管理課の項第１号から第４

号まで、第７号から第９号まで、第９号の３及び第１０号に掲げる

事務を、用地課においては同項第５号及び第６号に掲げる事務を
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分掌する。

（職務）

第１２条 省略

２～１０ 省略

１１ 復興監は、上司の命を受け、地方局管内の平成３０年７月豪雨等

に係る災害復旧及び復興に関する事務を掌理し、当該事務を担当

するグループに属する職員を指揮監督する。

１２ 省略

１３ 省略

１４ 省略

１５ 省略

１６ 省略

１７ 省略

１８ 省略

１９ 省略

２０ 省略

２１ 省略

２２ 省略

２３ 省略

２４ 省略

２５ 省略

２６ 省略

２７ 省略

２８ 省略

２９ 省略

３０ 省略

３１ 省略

（地方局長に対する事務の委任）

第１３条 省略

２ 省略

３ 地方局長に委任する事務のうち、健康福祉環境部に関するもの

は、別に定めるものを除くほか、次に掲げるとおりとする。

�～� 省略

�の２ 介護保険法第１９７条第３項の規定に基づく市町長に対す

る報告の徴収並びに助言及び勧告に関すること。

�～�の９ 省略

�の１０ 農薬取締法第２９条第４項の規定に基づく身分を示す証明

書の交付に関すること（ゴルフ場に係る農薬等の集取及び立入

検査に係るものに限る。）。

�の１１～�１０１ 省略

４ 地方局長に委任する事務のうち、産業経済部に関するものは、

別に定めるものを除くほか、次に掲げるとおりとする。

�～�の２ 省略

�の３ 省略

分掌する。

（職務）

第１２条 省略

２～１０ 省略

１１ 省略

１２ 省略

１３ 省略

１４ 省略

１５ 省略

１６ 省略

１７ 省略

１８ 省略

１９ 省略

２０ 省略

２１ 省略

２２ 省略

２３ 省略

２４ 省略

２５ 省略

２６ 省略

２７ 省略

２８ 省略

２９ 省略

３０ 省略

（地方局長に対する事務の委任）

第１３条 省略

２ 省略

３ 地方局長に委任する事務のうち、健康福祉環境部に関するもの

は、別に定めるものを除くほか、次に掲げるとおりとする。

�～� 省略

�～�の９ 省略

�の１０ 農薬取締法第１３条第４項の規定に基づく身分を示す証明

書の交付に関すること（ゴルフ場に係る農薬等の集取及び立入

検査に係るものに限る。）。

�の１１～�１０１ 省略

４ 地方局長に委任する事務のうち、産業経済部に関するものは、

別に定めるものを除くほか、次に掲げるとおりとする。

�～�の２ 省略

�の３ 森林法第１０条の１１の規定に基づく所有権の移転等の調停

に関すること。

�の４ 森林法第１０条の１１の２第１項、第１０条の１１の３第１項、

第１０条の１１の５第１項並びに第１０条の１１の６第１項及び第３項

の規定に基づく分収育林契約を締結すべき旨等の裁定に関する

こと。

�の５ 削除

�の６ 森林法第１０条の１１の８の規定に基づく分収育林契約等の

解除の承認に関すること。

�の７ 省略
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�～�の１１ 省略

�の１２ 森林経営管理法第１７条の規定に基づく確知所有者不同意

森林に係る裁定に関すること。

�の１３ 森林経営管理法第２６条の規定に基づく所有者不明森林に

係る裁定に関すること。

�～�の７ 省略

�の８ 土地改良法第１８条第１７項（同法第８４条において準用する

場合を含む。）の規定に基づく役員の就任等の届出の処理に関

すること。

�の８の２ 土地改良法第２９条の２第４項（同法第８４条において

準用する場合を含む。）の規定に基づく決算関係書類の受理に

関すること。

�の９ 土地改良法第２９条の４第１項（同法第８４条において準用

する場合を含む。）の規定に基づく仮理事の選任及び役員を選

任するための総会の招集に関すること。

�の１０ 省略

�の１１ 土地改良法第３６条第９項（同法第８４条において準用する

場合を含む。）の規定に基づく特定受益者に対する賦課の認可

に関すること。

�の１２～�の１８ 省略

� 土地改良法第１３２条第１項及び第１３３条第１項の規定に基づく

報告の徴収及び検査に関すること。

�の２ 土地改良法第１３２条第３項の規定に基づく身分を示す証明

書の交付に関すること。

�～� 省略

５ 地方局長に委任する事務のうち、建設部に関するものは、別に

定めるものを除くほか、次に掲げるものとする。

�～	 省略


 港湾法第３７条第１項及び同条第３項の規定により読み替えて

適用される同条第１項の規定に基づく港湾区域内の占用等の許

可及び協議に関すること。


の２～�の２ 省略

�の３ 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利

用の促進に関する法律第１５条第５項の規定に基づく公募占用計

画に係る協議に関すること。

�の４ 省略

�～の１０ 省略

の１１ 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関す

る法律（以下「住宅確保要配慮者賃貸住宅供給促進法」とい

う。）第８条の規定に基づく登録 に関すること。

の１２ 住宅確保要配慮者賃貸住宅供給促進法第１２条第１項の規

定に基づく変更の届出の処理に関すること。

の１３ 住宅確保要配慮者賃貸住宅供給促進法第１３条の規定に基

づく登録簿の閲覧に関すること。

の１４ 住宅確保要配慮者賃貸住宅供給促進法第１４条第１項の規

定に基づく廃止の届出の処理に関すること。

の１５ 住宅確保要配慮者賃貸住宅供給促進法第２２条の規定に基

づく報告の徴収に関すること。

の１６ 住宅確保要配慮者賃貸住宅供給促進法第２３条の規定に基

づく指示に関すること。

の１７ 住宅確保要配慮者賃貸住宅供給促進法第２４条の規定に基

づく登録の取消しに関すること。

�～� 省略

�～�の１１ 省略

�～�の７ 省略

�の８ 土地改良法第１８条第１６項（同法第８４条において準用する

場合を含む。）の規定に基づく役員の就任等の届出の処理に関

すること。

�の９ 土地改良法第２９条の３第１項（同法第８４条において準用

する場合を含む。）の規定に基づく仮理事の選任及び役員を選

任するための総会の招集に関すること。

�の１０ 省略

�の１１ 土地改良法第３６条第８項（同法第８４条において準用する

場合を含む。）の規定に基づく特定受益者に対する賦課の認可

に関すること。

�の１２～�の１８ 省略

� 土地改良法第１３２条第１項及び第１３３条 の規定に基づく

報告の徴収及び検査に関すること。

�～� 省略

５ 地方局長に委任する事務のうち、建設部に関するものは、別に

定めるものを除くほか、次に掲げるものとする。

�～	 省略


 港湾法第３７条第１項

の規定に基づく港湾区域内の占用等の許

可 に関すること。


の２～�の２ 省略

�の３ 省略

�～の１０ 省略

の１１ 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関す

る法律（以下「住宅確保要配慮者賃貸住宅供給促進法」とい

う。）第８条の規定に基づく登録の申請の受理に関すること。

の１２ 住宅確保要配慮者賃貸住宅供給促進法第１２条第１項の規

定に基づく変更の届出の受理に関すること。

の１３ 住宅確保要配慮者賃貸住宅供給促進法第１４条第１項の規

定に基づく廃止の届出の受理に関すること。

�～� 省略
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６ 省略

（地方局長の専決事項）

第１４条 省略

２～４ 省略

５ 地方局長の専決処理すべき事項のうち、産業経済部に関する事

項は、次に掲げるとおりとする。

�～�の２６ 省略

� 農薬取締法第１７条第１項の規定に基づく販売者の届出の受理

に関すること（県外に住所を有する者に係るものを除く。）。

� 農薬取締法第２８条 の規定に基づく農薬に関する助言及び

指導等に関すること。

�の２ 農薬取締法第２９条第１項及び第３項の規定に基づく販売

者及び農薬使用者に対する報告命令及び立入検査等に関するこ

と。

�の３～� 省略

６ 省略

７ 地方局長の専決処理すべき事項のうち、建設部に関する事項

は、次に掲げるとおりとする。

�～�の１２ 省略

�・� 省略

８・９ 省略

（土木事務所長等の専決事項）

第１６条 地方局土木事務所長の専決処理すべき事項は、次に掲げる

とおりとする。ただし、異例又は重要と認められるものについて

は、あらかじめ地方局長の承認を受けなければならない。

�～�の５ 省略

�の６ 削除

�の７～	の４ 省略

	の５ 港湾法第３７条第１項及び同条第３項の規定により読み替

えて適用される同条第１項の規定に基づく港湾区域内の占用等

の許可及び協議に関すること。

	の６～	の８の２ 省略

	の８の３ 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域

の利用の促進に関する法律第１５条第５項の規定に基づく公募占

用計画に係る協議に関すること。

	の９～
の９３ 省略


の９３の２ 住宅確保要配慮者賃貸住宅供給促進法第８条の規定

に基づく登録 に関すること。


の９３の３ 住宅確保要配慮者賃貸住宅供給促進法第１２条第１項

の規定に基づく変更の届出の処理に関すること。


の９３の４ 省略


の９３の５ 住宅確保要配慮者賃貸住宅供給促進法第１４条第１項

の規定に基づく廃止の届出の処理に関すること。


の９３の６ 住宅確保要配慮者賃貸住宅供給促進法第２２条の規定

に基づく報告の徴収に関すること。


の９３の７ 住宅確保要配慮者賃貸住宅供給促進法第２３条の規定

に基づく指示に関すること。


の９３の８ 住宅確保要配慮者賃貸住宅供給促進法第２４条の規定

に基づく登録の取消しに関すること。


の９４～�の１６ 省略

６ 省略

（地方局長の専決事項）

第１４条 省略

２～４ 省略

５ 地方局長の専決処理すべき事項のうち、産業経済部に関する事

項は、次に掲げるとおりとする。

�～�の２６ 省略

� 農薬取締法第８条 の規定に基づく販売者の届出の受理

に関すること（県外に住所を有する者に係るものを除く。）。

� 農薬取締法第１２条の４の規定に基づく農薬に関する助言及び

指導等に関すること。

�の２ 農薬取締法第１３条 の規定に基づく販売

者及び農薬使用者に対する報告命令及び立入検査等に関するこ

と。

�の３～� 省略

６ 省略

７ 地方局長の専決処理すべき事項のうち、建設部に関する事項

は、次に掲げるとおりとする。

�～�の１２ 省略

�の１３ 住宅確保要配慮者賃貸住宅供給促進法第１３条の規定に基

づく登録簿の閲覧に関すること。

�・� 省略

８・９ 省略

（土木事務所長等の専決事項）

第１６条 地方局土木事務所長の専決処理すべき事項は、次に掲げる

とおりとする。ただし、異例又は重要と認められるものについて

は、あらかじめ地方局長の承認を受けなければならない。

�～�の５ 省略

�の６ 逓送車の運行及び逓送員の管理に関すること（南予地方

局大洲土木事務所及び南予地方局愛南土木事務所に限る。）。

�の７～	の４ 省略

	の５ 港湾法第３７条第１項

の規定に基づく港湾区域内の占用等

の許可 に関すること。

	の６～	の８の２ 省略

	の９～
の９３ 省略


の９３の２ 住宅確保要配慮者賃貸住宅供給促進法第８条の規定

に基づく登録の申請の受理に関すること。


の９３の３ 住宅確保要配慮者賃貸住宅供給促進法第１２条第１項

の規定に基づく変更の届出の受理に関すること。


の９３の４ 省略


の９３の５ 住宅確保要配慮者賃貸住宅供給促進法第１４条第１項

の規定に基づく廃止の届出の受理に関すること。


の９４～�の１６ 省略
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附 則

この訓令は、公布の日から施行する。

�愛媛県訓令第６号
地 方 局

愛媛県地方局事務決裁規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

平成３１年４月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県地方局事務決裁規程の一部を改正する訓令

愛媛県地方局事務決裁規程（昭和５５年愛媛県訓令第１０号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

２ 前項本文の規定にかかわらず、東予地方局四国中央土木事務所

長の専決処理すべき事項は、同項第１号から第１３号の９３の８

まで及び第１４号から第２６号の１６

までに掲げるとおりとし、東予地方局今治土木事務所長の専決処

理すべき事項は、同項第１号から第１１号まで、第１１号の３から第

１１号の７まで、第１１号の９、第１１号の１０（同号にあつては、浄化

槽の構造上の基準及び浄化槽工事の技術上の基準に係るものを除

く。）、第１１号の１１から第１２号の１２４まで、第１３号の１８、第１３号

の１９、第１３号の２６ 、第１３号の９４

から第１３号の１１８まで及び第１５号から第２６号の１６までに掲げると

おりとし、中予地方局�万高原土木事務所長、南予地方局大洲土

木事務所長、南予地方局西予土木事務所長及び南予地方局愛南土

木事務所長の専決処理すべき事項は、同項第１号から第１１号ま

で、第１１号の３から第１１号の７まで、第１１号の９、第１１号 の１０

（同号にあつては、浄化槽の構造上の基準及び浄化槽工事の技術

上の基準に係るものを除く。）、第１１号の１１から第１２号の１２４ま

で、第１３号の１８、第１３号の１９、第１３号の２６及び第１５号から第２６号

の１６までに掲げるとおりとする。

３・４ 省略

２ 前項本文の規定にかかわらず、東予地方局四国中央土木事務所

長の専決処理すべき事項は、同項第１号から第１３号の８４まで、第

１３号の９３の２から第１３号の９３の５まで及び第１４号から第２６号の１６

までに掲げるとおりとし、東予地方局今治土木事務所長の専決処

理すべき事項は、同項第１号から第１１号まで、第１１号の３から第

１１号の７まで、第１１号の９、第１１号の１０（同号にあつては、浄化

槽の構造上の基準及び浄化槽工事の技術上の基準に係るものを除

く。）、第１１号の１１から第１２号の１２４まで、第１３号の１８、第１３号

の１９、第１３号の２６、第１３号の８５から第１３号の９３まで、第１３号の９４

から第１３号の１１８まで及び第１５号から第２６号の１６までに掲げると

おりとし、中予地方局�万高原土木事務所長、南予地方局大洲土

木事務所長、南予地方局西予土木事務所長及び南予地方局愛南土

木事務所長の専決処理すべき事項は、同項第１号から第１１号ま

で、第１１号の３から第１１号の７まで、第１１号の９、第１１号 の１０

（同号にあつては、浄化槽の構造上の基準及び浄化槽工事の技術

上の基準に係るものを除く。）、第１１号の１１から第１２号の１２４ま

で、第１３号の１８、第１３号の１９、第１３号の２６及び第１５号から第２６号

の１６までに掲げるとおりとする。

３・４ 省略

改 正 後 改 正 前

（用語の意義）

第２条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それ

ぞれ当該各号に定めるところによる。

� 省略

� 専決 部長、支局長、課長（税務室長及び出納室長を含む。

以下同じ。）、復興監、総務県民室長、東予地方局防災対策室

長、南予地方局防災対策室長、福祉室長、商工観光室長、地域

農業育成室長、産地戦略推進室長若しくは企画検査室長（第５

条及 び 別 表 第１の４の 部１の 項�ウ に お い て「室 長」と い

う。）又は主幹（担任事務に限る。）、課長補佐、中予地方局

防災対策室長、地域政策班長（担任事務に限る。）、納税室

長、納税班長（担任事務に限る。）若しくは検査室長（以下

「主幹等」という。）が、常時、局長（土木事務所及びダム管

理事務所の課長にあつては、各所長）に代わつて特に定められ

た範囲の事務の処理について意思の決定を行うことをいう。

� 省略

（代決者）

第５条 代決者は、次の表に掲げるとおりとする。

（用語の意義）

第２条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それ

ぞれ当該各号に定めるところによる。

� 省略

� 専決 部長、支局長、課長（税務室長及び出納室長を含む。

以下同じ。） 、総務県民室長、東予地方局防災対策室

長、南予地方局防災対策室長、福祉室長、商工観光室長、地域

農業育成室長、産地戦略推進室長若しくは企画検査室長（第５

条及 び 別 表 第１の４の 部１の 項�ウ に お い て「室 長」と い

う。）又は主幹（担任事務に限る。）、課長補佐、中予地方局

防災対策室長、地域政策班長（担任事務に限る。）、納税室

長、納税班長（担任事務に限る。）若しくは検査室長（以下

「主幹等」という。）が、常時、局長（土木事務所及びダム管

理事務所の課長にあつては、各所長）に代わつて特に定められ

た範囲の事務の処理について意思の決定を行うことをいう。

� 省略

（代決者）

第５条 代決者は、次の表に掲げるとおりとする。
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区分 決裁者
代決者

区分 決裁者
代決者

第１次代決者 第２次代決者 第１次代決者 第２次代決者

局長の権限に

属する事務

省略 局長の権限に

属する事務

省略

課長 省略 課長 省略

復興監 復興監が指定し

た職員

省略 省略

省略 省略

２ 省略

別表第１（第４条関係）

局長の権限に属する事務に係る一般共通決裁事項

２ 省略

別表第１（第４条関係）

局長の権限に属する事務に係る一般共通決裁事項

事務の

種 類
事 項

決裁区分

事務の

種 類
事 項

決裁区分

局

長

専決者
局

長

専決者

部

長

課

長

主

幹

部

長

課

長

主

幹

１ 公文

書に関

する事

務

１～６ 省略 １ 公文

書に関

する事

務

１～６ 省略

７ 特に重要な届出、報告等の処理に

関すること。

○

８ 重要な届出、報告等の処理に関す

ること。

○

９ 軽易な届出、報告等の処理に関す

ること。

� �以外のもの ○

� 定例的な届出、報告等 ○

１０ 省略 ７ 省略

１１ 省略 ８ 省略

２・３

省略

２・３

省略

４ 人事

管理に

関する

事務

１ 職員及び管内の地方局に属する機

関の職員（以下「所属職員」とい

う。）の身分及び服務に関するこ

と。

４ 人事

管理に

関する

事務

１ 職員及び管内の地方局に属する機

関の職員（以下「所属職員」とい

う。）の身分及び服務に関するこ

と。

� 出張、休暇、育児休業等、職務

専念義務の免除等（�及び�に掲

げるものを除く。）

� 出張、休暇、育児休業等、職務

専念義務の免除等（�及び�に掲

げるものを除く。）

ア・イ 省略 ア・イ 省略

ウ 支局長、課長、室長、技幹及

び復興監に係るもの

ウ 支局長、課長、室長及び技幹

に係るもの

�～� 省略 �～� 省略

エ・オ 省略 エ・オ 省略

�～� 省略 �～� 省略

２・３ 省略 ２・３ 省略

５～１１

省略

５～１１

省略

備考 １・２ 省略

３ 総務県民室又は税務室に属する事務に係る次に掲げ

るこの表の規定の適用については、同表決裁区分の欄

備考 １・２ 省略

３ 総務県民室又は税務室に属する事務に係る次に掲げ

るこの表の規定の適用については、同表決裁区分の欄
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中「課長」とあるのは、「室長」とする。

� １の部６の項�、９の項�、１０の項及び１１の項

�～� 省略

４ 防災対策室（中予地方局を除く。）、福祉室、商工

観光室、支局商工観光室、地域農業育成室、産地戦略

推進室、企画検査室、支局地域農業育成室又は支局産

地戦略推進室に属する事務に係る次に掲げるこの表の

規定の適用については、同表決裁区分の欄中「課長」

とあるのは、「室長」とする。

� １の部６の項�、９の項�、１０の項及び１１の項

�～� 省略

５ 省略

６ 課長補佐、地域政策班長又は納税班長の担任事務に

係る次に掲げるこの表の規定の適用については、同表

決裁区分の欄中「主幹」とあるのはそれぞれ「課長補

佐」又は「班長」とし、主幹を置かない課又は室に属

する事務に係る次に掲げるこの表の規定の適用につい

ては、同表決裁区分の欄中「主幹」とあるのはそれぞ

れ「課長」又は「室長」とする。

� １の部６の項�及び９の項�

�～� 省略

７ 省略

８ 支局長の専決処理すべき事務に係る次に掲げるこの

表の規定の適用については、同表決裁区分の欄中「部

長」とあるのは、「支局長」とする。

� １の部２の項、５の項及び８の項

�～� 省略

９ 復興監の担任事務に係るこの表１の部６の項及び９

の項、１０の部１の項�並びに１１の部３の項の適用につ

いては、同表決裁区分の欄中「課長」又は「主幹」

とあるのは、「復興監」とする。

別表第２（第４条関係）

局長の権限に属する総務企画部関係事務及び支局関係

事務に係る特定決裁事項

中「課長」とあるのは、「室長」とする。

� １の部６の項�、７の項及び８の項

�～� 省略

４ 防災対策室（中予地方局を除く。）、福祉室、商工

観光室、支局商工観光室、地域農業育成室、産地戦略

推進室、企画検査室、支局地域農業育成室又は支局産

地戦略推進室に属する事務に係る次に掲げるこの表の

規定の適用については、同表決裁区分の欄中「課長」

とあるのは、「室長」とする。

� １の部６の項�、７の項及び８の項

�～� 省略

５ 省略

６ 課長補佐、地域政策班長又は納税班長の担任事務に

係る次に掲げるこの表の規定の適用については、同表

決裁区分の欄中「主幹」とあるのはそれぞれ「課長補

佐」又は「班長」とし、主幹を置かない課又は室に属

する事務に係る次に掲げるこの表の規定の適用につい

ては、同表決裁区分の欄中「主幹」とあるのはそれぞ

れ「課長」又は「室長」とする。

� １の部６の項�

�～� 省略

７ 省略

８ 支局長の専決処理すべき事務に係る次に掲げるこの

表の規定の適用については、同表決裁区分の欄中「部

長」とあるのは、「支局長」とする。

� １の部２の項及び５の項

�～� 省略

別表第２（第４条関係）

局長の権限に属する総務企画部関係事務及び支局関係

事務に係る特定決裁事項

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

局

長

専決者
局

長

専決者

部

長

課

長

主

幹

部

長

課

長

主

幹

地

域

政

策

課

１～１０

省略

地

域

政

策

課

１～１０

省略

１１ 自動

車運転

代行業

の業務

の適正

化に関

する法

律の施

行に関

する事

務

１ 公安委員会からの協議に対す

る同意（第５条第４項、第７条

第２項、第２３条第３項、第２４条

第２項）

○ １１ 自動

車運転

代行業

の業務

の適正

化に関

する法

律の施

行に関

する事

務

１ 公安委員会からの協議に対す

る同意（第５条第４項、第７条

第２項、第２３条第３項、第２４条

第２項）

○

２ 通知の受理（第８条第２項、

第９条第３項、第２２条第１項）

○

３ 届出の受理（第１３条第３項） ○

２ 省略 ４ 省略

３ 省略 ５ 省略

４ 省略 ６ 省略
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備考 省略

別表第３（第４条関係）

局長の権限に属する健康福祉環境部関係事務に係る特定決裁事項

備考 省略

別表第３（第４条関係）

局長の権限に属する健康福祉環境部関係事務に係る特定決裁事項

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

局

長

専決者
局

長

専決者

部

長

課

長

主

幹

部

長

課

長

主

幹

地

域

福

祉

課

１～２３

省略

地

域

福

祉

課

１～２３

省略

２４ 介護

保険法

の施行

に関す

る事務

１～３ 省略 ２４ 介護

保険法

の施行

に関す

る事務

１～３ 省略

４ 指定居宅サービス事業者に関

すること。

４ 指定居宅サービス事業者に関

すること。

�・� 省略 �・� 省略

� 聴聞決定予定日の通知（第

７０条第２項第７号の２）

○

� 指定に係る通知（第７０条第

７項）

○

� 意見の申出の受理（第７０条

第８項）

○

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

	 指定に係る事項の変更又は

事業の廃止、休止若しくは再

開の届出の受理（第７５条）

○

� 省略 
 省略

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

 勧告に従わない旨の公表

（第７６条の２第２項）

○

	 省略 � 省略


 省略 � 省略

� 省略 � 省略

� 中核市からの届出の受理

（第７８条、地方自治法施行令

第１７４条の４９の１１の２第２項）

○

５ 省略 ５ 省略

６ 指定介護老人福祉施設に関す

ること。

６ 指定介護老人福祉施設に関す

ること。

� 省略 � 省略

� 聴聞決定予定日の通知（第

８６条第２項第５号の２）

○

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

� 変更の届出の受理（第８９

条）

○

� 省略 � 省略
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� 省略 � 省略

� 指定の辞退の申出に係る受

理（第９１条）

○

� 省略 � 省略

� 勧告に従わない旨の公表

（第９１条の２第２項）

○

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

� 省略 	 省略


 中核市からの届出の受理

（第９３条、地方自治法施行令

第１７４条の４９の１１の２第２項）

○

７ 介護老人保健施設に関するこ

と。

７ 介護老人保健施設に関するこ

と。

�・� 省略 �・� 省略

 聴聞決定予定日の通知（第

９４条第３項第７号の２）

○

 省略 � 省略

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

� 変更、廃止、休止又は再開

の届出の受理（第９９条）

○

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

	 勧告に従わない旨の公表

（第１０３条第２項）

○

� 省略 
 省略

� 省略 � 省略

	 省略 � 省略

� 中核市からの届出の受理

（第１０４条の２、地方自治法施

行令第１７４条の４９の１１の２第２

項）

○

� 死亡又は失そうの届出の受

理（第１０５条、医療法第９条第

２項）

○

� エックス線装置の届出の受

理（第１０５条、医療法第１５条第

３項）

○


 省略 � 省略

８ 介護医療院に関すること。 ８ 介護医療院に関すること。

�・� 省略 �・� 省略

 聴聞決定予定日の通知（第

１０７条第３項第１０号）

○
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� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

� 変更、廃止、休止又は再開

の届出の受理（第１１３条）

○

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

� 省略 	 省略

� 省略 
 省略

� 勧告に従わない旨の公表

（第１１４条の５第２項）

○

	 省略 � 省略


 省略  省略

� 省略 � 省略

� 中核市からの届出の受理

（第１１４条の７、地方自治法施

行令第１７４条の４９の１１の２第２

項）

○

� 死亡又は失踪の届出の受理

（第１１４条の８、医療法第９条

第２項）

○

� エックス線装置の届出の受

理（第１１４条の８、医療法第１５

条第３項）

○

� 省略 � 省略

９ 旧法第４８条第１項第３号に規

定する指定介護療養型医療施設

に関すること。

９ 旧法第４８条第１項第３号に規

定する指定介護療養型医療施設

に関すること。

� 聴聞決定予定日の通知（旧

法第１０７条第３項第６号の２）

○

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

� 変更の届出の受理（旧法第

１１１条）

○

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

� 指定の辞退の申出に係る受

理（旧法第１１３条）

○

� 省略 � 省略

� 勧告に従わない旨の公表

（旧法第１１３条の２第２項）

○

� 省略 � 省略

� 省略 	 省略

� 省略 
 省略
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� 中核市からの届出の受理

（旧法第１１５条、地方自治法施

行令第１７４条の４９の１１の２第２

項、介護サービスの基盤強化

のための介護保険法等の一部

を改正する法律の施行に伴う

関係政令の整備等及び経過措

置に関する政令（平成２３年政

令第３７６号）附則第４条）

○

１０ 指定介護予防サービス事業者

に関すること。

１０ 指定介護予防サービス事業者

に関すること。

�・� 省略 �・� 省略

� 聴聞決定予定日の通知（第

１１５条の２第２項第７号の２）

○

� 指定に係る通知（第１１５条の

２第４項）

○

� 意見の申出の受理（第１１５条

の２第５項）

○

� 指定に係る事項の変更又は

事業の廃止、休止若しくは再

開の届出の受理（第１１５条の

５）

○

� 省略 � 省略

� 省略 	 省略

� 省略 
 省略

� 勧告に従わない旨の公表

（第１１５条の８第２項）

○

� 省略 � 省略

� 省略  省略

	 省略 � 省略

� 中核市からの届出の受理

（第１１５条の１０、地方自治法施

行令第１７４条の４９の１１の２第２

項）

○

１１ 業務管理体制の整備に関する

こと。

１１ 業務管理体制の整備に関する

こと。

� 届出の受理（第１１５条の３２第

２項第１号、第２号、第３

項、第４項、旧法第１１５条の３２

第２項第１号、第２号、第３

項、第４項）

○

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

� 勧告に従わない旨の公表

（第１１５条の３４第２項、旧法第

１１５条の３４第２項）

○

� 省略 � 省略
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１２ 省略 １２ 省略

１３ 指定地域密着型サービス事業

者に関すること。

１３ 指定地域密着型サービス事業

者に関すること。

� 市町からの届出の受理（第

７８条の２第２項、第７８条の

１１）

○

� 省略 � 省略

１４ 省略 １４ 省略

１５ 指定地域密着型介護予防サー

ビス事業者に関すること。

１５ 指定地域密着型介護予防サー

ビス事業者に関すること。

� 省略 � 省略

� 市町からの届出の受理（第

１１５条の２０）

○

１６ 省略 １６ 省略

１７ 市町に対する事業の実施状況

に関する報告の徴収等（第１９７条

第１項、第３項、旧法第１９７条第

１項）

○ １７ 市町に対する事業の実施状況

に関する報告の徴収 （第１９７条

第１項 、旧法第１９７条第

１項）

○

１８ 介護員養成研修事業者に関す

ること。

１８ 介護員養成研修事業者に関す

ること。

�・� 省略 �・� 省略

� 養成研修修了者の名簿の届

出の受理（政令第３条第２項

第２号イ）

○

� 指定に係る事項の変更又は

事業の廃止、休止若しくは再

開の届出の受理（政令第３条

第２項第２号ロ）

○

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

２５～３１

省略

２５～３１

省略

備考 省略 備考 省略

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

局

長

専決者
局

長

専決者

部

長

課

長

部

長

課

長

環

境

保

全

課

１～１５

省略

環

境

保

全

課

１～１５

省略

１６ ゴル

フ場に

おける

農薬使

用の適

正化に

関する

事務

１ 身分を示す証明書の交付（農

薬取締法第２９条第４項）

○ １６ ゴル

フ場に

おける

農薬使

用の適

正化に

関する

事務

１ 身分を示す証明書の交付（農

薬取締法第１３条第４項）

○

１７ 省略 １７ 省略
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別表第４（第４条関係）

局長の権限に属する産業経済部関係事務に係る特定決裁事項

別表第４（第４条関係）

局長の権限に属する産業経済部関係事務に係る特定決裁事項

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

局

長

専決者
局

長

専決者

部

長

課

長

部

長

課

長

産

業

振

興

課

１～６

省略

産

業

振

興

課

１～６

省略

７ 農地

法の施

行に関

する事

務

１～４ 省略 ７ 農地

法の施

行に関

する事

務

１～４ 省略

５ 和解の仲介及び小作主事その

他の職員の指定（第２８条第１

項、第２項、農地法施行令第２８

条）

○ ５ 和解の仲介及び小作主事その

他の職員の指定（第２８条第１

項、第２項、農地法施行令第２６

条）

○

６～１０ 省略 ６～１０ 省略

１１ 買受適格証明書の交付（国税

滞納処分による農地等の公売の

処理手続について（昭和５８年２

月２４日）、民事執行法による農

地等の売却の処理方法について

（平成１３年１月５日））

○

１１ 省略 １２ 省略

８～１３

省略

８～１３

省略

１４ 農薬

取締法

の施行

に関す

る事務

１４ 農薬

取締法

の施行

に関す

る事務

１ 販売者の届出の受理（第８

条）

○

１ 農薬に関する助言及び指導等

（第２８条 ）

○ ２ 農薬に関する助言及び指導等

（第１２条の４）

○

２ 報告命令及び立入検査等（第

２９条第１項、第３項）

○ ３ 報告命令及び立入検査等（第

１３条 ）

○

１５～１９

省略

１５～１９

省略

備考 省略 備考 省略

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

局

長

専決者
局

長

専決者

部

長

課

長

主

幹

部

長

課

長

主

幹

農

村

整

備

課

１～３

省略

農

村

整

備

課

１～３

省略

４ 土地

改良法

の施行

に関す

る事務

１～４ 省略 ４ 土地

改良法

の施行

に関す

る事務

１～４ 省略

５ 土地改良事業計画等の適否の

決定 （第８条第１

項、第６項、第４８条第９項、第

８４条）

○ ５ 土地改良事業計画等の適否の

決定及び公 告 等（第８条 第１

項、第６項、第４８条第９項、第

８４条）

○

６ 省略 ６ 省略

７ 役員の就任等の届出の処理

（第１８条第１６項、第１７項、第８４

条）

○
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７ 仮理事の選任及び役員を選任

するための総会の招集（第２９条

の４第１項、第８４条）

○ ８ 仮理事の選任及び役員を選任

するための総会の招集（第２９条

の３第１項、第８４条）

○

８ 省略 ９ 省略

９ 特定受益者に対する賦課の認

可（第３６条第９項、第８４条）

○ １０ 特定受益者に対する賦課の認

可（第３６条第８項、第８４条）

○

１０ 省略 １１ 省略

１１ 省略 １２ 省略

１２ 省略 １３ 省略

１３ 省略 １４ 省略

１４ 省略 １５ 省略

１６ 市町が定めた土地改良事業計

画等の報告の受理（第９６条の２

第６項、第９６条の４第２項）

○

１７ 市町が定めた土地改良事業計

画等の変更及び土地改良事業の

廃止の報告の受理（第９６条の２

第６項、第９６条の３第５項、第

９６条の４第２項）

○

１８ 土地改良事業の工事の完了の

届出の処理（第１１３条の３第１

項、第２項）

○

１９ 管轄登記所への届出（第１１３条

の４）

○

１５ 土地改良事業に関連する土地

改良区等に対する報告の徴収及

び検査（第１３２条第１項、第１３３

条第１項）

○ ２０ 土地改良事業に関連する土地

改良区等に対する報告の徴収及

び検査（第１３２条第１項、第１３３

条 ）

○

１６ 身分を示す証明書の交付（第

１３２条第３項）

○

１７ 省略 ２１ 省略

２２ 届出の受理（愛媛県土地改良

法施行細則第２条第２項、第３

条）

○

５～８

省略

５～８

省略

備考 １ 省略

２ 支局の農村整備課、農村整備第一課及び農村整備第

二課においては、この表２の部、３の部、４の部２の

項から６の項まで及び１０の項から１４の項まで並びに５

の部から７の部までの規定を適用する。

３ 南予地方局においては、平成３０年７月豪雨等に係る

災害復旧及び復興に関するこの表２の部１の項�、３

の項�、５の項�及び６の項�に掲げる事務について

は、同表決裁区分の欄中「課長」とあるのは、「復興

監」として、同表の規定を適用する。

備考 １ 省略

２ 支局の農村整備課、農村整備第一課及び農村整備第

二課においては、この表２の部、３の部、４の部２の

項から６の項まで及び１１の項から１９の項まで並びに５

の部から７の部までの規定を適用する。
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組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

局

長

専決者
局

長

専決者

部

長

室

長

部

長

室

長

企

画

検

査

室

１・３

省略

企

画

検

査

室

１・３

省略

備考 １ 省略

２ 南予地方局においては、平成３０年７月豪雨等に係る

災害復旧及び復興に関するこの表３の部に掲げる事務

については、同表組織名の欄中「企画検査室」とある

のは「農村整備課」とし、同表決裁区分の欄中「室

長」とあるのは「復興監」として、同表の規定を適用

する。

備考 省略

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

局

長

専決者
局

長

専決者

部

長

課

長

主

幹

部

長

課

長

主

幹

森

林

林

業

課

１ 省略 森

林

林

業

課

１ 省略

２ 森林

法の施

行に関

する事

務

２ 森林

法の施

行に関

する事

務

１ 林地開発許可の申請の受理

（第１０条の２）

○

２ 林地開発許可に付した条件に

係る届出及び報告の受理（第１０

条の２）

○

１ 省略 ３ 省略

４ 市町村森林整備計画を変更す

べき旨の通知（第１０条の６第１

項）

○

５ 所有権の移転等の調停（第１０

条の１１）

○

６ 分収育林契約を締結すべき旨

等の裁定（第１０条の１１の２第１

項、第１０条の１１の５第１項、第

１０条の１１の６第１項、第３項）

○

７ 分収育林契約等の解除の承認

（第１０条の１１の８）

○

２ 省略 ８ 省略

９ 伐採等の届出の受理（２以上

の地方局の所管区域にわたるも

のに関するものを除く。）（第

１５条、第１９条第１項第１号）

○

３ 省略 １０ 省略

１１ 森林経営計画の変更の通知

（２以上の地方局の所管区域に

わたるものに関するものを除

く。）（第１３条、第１９条第１項

第１号、第３項）

○
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４ 省略 １２ 省略

１３ 包括承継届出の受理（２以上

の地方局の所管区域にわたるも

のに関するものを除く。）（第

１７条第２項、第１９条第１項第１

号）

○

１４ 保安林の指定及び解除の申請

の受理（第２５条の２、第２６条の

２、第２７条）

○

１５ 保安林及び保安施設地区の指

定施業要件の変更の申請の受理

（第２７条、第３３条の２、第３３条

の３、第４４条）

○

５ 保安林等に関する許可

（第３４条第１項、第２

項 、第

４４条

）

○ １６ 保安林等に関する許可及び届

出の処理（第３４条第１項、第２

項、第８項から第１０項まで、第

４４条、森林法施行規則第６０条第

１項第５号から第９号まで、第

６３条第１項第３号、第４号）

○

６ 省略 １７ 省略

７ 省略 １８ 省略

８ 省略 １９ 省略

９ 省略 ２０ 省略

１０ 省略 ２１ 省略

１１ 省略 ２２ 省略

１２ 省略 ２３ 省略

３～１８

省略

３～１８

省略

１９ 森林

経営管

理法の

施行に

関する

事務

１ 確知所有者不同意森林に係る

裁定（第１７条、第２０条第１項）

○

２ 意見書の提出の機会の付与

（第１８条第１項）

○

３ 所有者不明森林に係る裁定

（第２６条、第２８条第１項）

○

２０ 省略 １９ 省略

備考 １ 省略

２ 南予地方局においては、平成３０年７月豪雨等に係る

災害復旧及び復興に関するこの表４の部１の項�、２

の項�、４の項�及び�、５の項�、６の項から８の

項まで並びに９の項�に掲げる事務については、同表

決裁区分の欄中「課長」とあるのは、「復興監」とし

て、同表の規定を適用する。

別表第５（第４条関係）

局長の権限に属する建設部関係事務に係る特定決裁事項

備考 省略

別表第５（第４条関係）

局長の権限に属する建設部関係事務に係る特定決裁事項

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

局

長

専決者
局

長

専決者

部

長

課

長

部

長

課

長
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管

理

課

１～８

省略

管

理

課

１～８

省略

９ 港湾

法の施

行に関

する事

務

１ 港湾区域内の占用等の許可及

び協議（第３７条第１項、第３

項）

○ ９ 港湾

法の施

行に関

する事

務

１ 港湾区域内の占用等の許可

（第３７条第１項

）

○

２ 臨港地区内における行為の届

出の処理（第３８条の２）

○

２ 港湾協力団体に関すること。 ３ 港湾協力団体に関すること。

� 指定の申請の受理（第４１条

の２第１項）

○

� 名称等の変更の届出の処理

（第４１条の２第３項、第４

項）

○

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

３ 省略 ４ 省略

４ 省略 ５ 省略

５ 省略 ６ 省略

６ 省略 ７ 省略

７ 省略 ８ 省略

８ 省略 ９ 省略

１０ 海洋

再生可

能エネ

ルギー

発電設

備の整

備に係

る海域

の利用

の促進

に関す

る法律

の施行

に関す

る事務

１ 公募占用計画に係る協議（第

１５条第５項）

○

１１ 省略 １０ 省略

１２ 省略 １１ 省略

１３ 省略 １２ 省略

１４ 省略 １３ 省略

１５ 省略 １４ 省略

１６ 省略 １５ 省略

１７ 省略 １６ 省略

１８ 省略 １７ 省略

１９ 省略 １８ 省略

２０ 省略 １９ 省略
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２１ 省略 ２０ 省略

２２ 省略 ２１ 省略

２３ 省略 ２２ 省略

２４ 省略 ２３ 省略

２５ 省略 ２４ 省略

２６ 省略 ２５ 省略

２７ 省略 ２６ 省略

２８ 省略 ２７ 省略

２９ 省略 ２８ 省略

３０ 省略 ２９ 省略

３１ 省略 ３０ 省略

３２ 省略 ３１ 省略

３３ 省略 ３２ 省略

３４ 省略 ３３ 省略

３５ 省略 ３４ 省略

３６ 省略 ３５ 省略

３７ 省略 ３６ 省略

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

局

長

専決者
局

長

専決者

部

長

課

長

部

長

課

長

建

築

指

導

課

１～１５

省略

建

築

指

導

課

１～１５

省略

１６ 住宅

確保要

配慮者

に対す

る賃貸

住宅の

供給の

促進に

関する

法律の

施行に

関する

事務

１ 住宅確保要配慮者円滑入居賃

貸住宅事業に関すること。

１６ 住宅

確保要

配慮者

に対す

る賃貸

住宅の

供給の

促進に

関する

法律の

施行に

関する

事務

１ 住宅確保要配慮者円滑入居賃

貸住宅事業に関すること。

� 登録 （第８

条、第１０条第３項から第５項

まで、第１１条第２項）

○ � 登録の申請の受理（第８

条

）

○

� 変更の届出の受理（第１２条

第１項）

○

� 省略 � 省略

� 報告の徴収（第２２条） ○

� 指示（第２３条） ○ � 廃止の届出の受理（第１４条

第１項）

○

� 登録の取消し（第１５条第１

項第２号、第２項、第２４条）

○

１７・１８

省略

１７・１８

省略

別表第６（第４条関係）

土木事務所長及びダム管理事務所長の権限に属する事

務に係る一般共通決裁事項

別表第６（第４条関係）

土木事務所長及びダム管理事務所長の権限に属する事

務に係る一般共通決裁事項

事務の

種 類
事 項

決裁区分

事務の

種 類
事 項

決裁区分

所

長

専決者
所

長

専決者

課

長

主

幹

課

長

主

幹
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１ 公文

書に関

する事

務

１～３ 省略 １ 公文

書に関

する事

務

１～３ 省略

４ 重要な届出、報告等の処理に関す

ること。

○

５ 軽易な届出、報告等の処理に関す

ること。

� �以外のもの ○

� 定例的な届出、報告等 ○

６ 省略 ４ 省略

７ 省略 ５ 省略

２～８

省略

２～８

省略

備考 １ 土木事務所長の権限に属する事務に係るこの表１の

部６の項及び７の項並びに４の部１の項�の適用につ

いては、同表決裁区分の欄中「課長」とあるのは、東

予地方局今治土木事務所及び南予地方局八幡浜土木事

務所にあつては「管理課長」と、南予地方局大洲土木

事務所にあつては「事業管理課長」と、その他の土木

事務所にあつては「用地管理課長」とする。

２ 省略

３ 主幹を置かない課に属する事務に係る次に掲げるこ

の表の規定の適用については、同表決裁区分の欄中

「主幹」とあるのは、「課長」とする。

� １の部３の項�及び５の項�

�・� 省略

別表第７（第４条関係）

土木事務所長の権限に属する事務に係る特定決裁事項

備考 １ 土木事務所長の権限に属する事務に係るこの表１の

部４の項及び５の項並びに４の部１の項�の適用につ

いては、同表決裁区分の欄中「課長」とあるのは、東

予地方局今治土木事務所及び南予地方局八幡浜土木事

務所にあっては「管理課長」と、南予地方局大洲土木

事務所にあつては「事業管理課長」と、その他の土木

事務所にあつては「用地管理課長」とする。

２ 省略

３ 主幹を置かない課に属する事務に係る次に掲げるこ

の表の規定の適用については、同表決裁区分の欄中

「主幹」とあるのは、「課長」とする。

� １の部３の項�

�・� 省略

別表第７（第４条関係）

土木事務所長の権限に属する事務に係る特定決裁事項

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

所

長

専決者
所

長

専決者

課

長

主

幹

課

長

主

幹

用

地

管

理

課

１・２

省略

用

地

管

理

課

１・２

省略

３ 逓送

車の運

行及び

逓送車

に乗車

し、逓

送の業

務に従

事する

職員（

以下こ

の部に

おいて

「逓送

員」と

いう。

）の管

理に関

１ 逓送車の運行及び逓送員の管

理に関すること。

○
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する事

務（南

予地方

局大洲

土木事

務所及

び南予

地方局

愛南土

木事務

所に限

る。）

３ 省略 ４ 省略

４ 省略 ５ 省略

５ 省略 ６ 省略

６ 省略 ７ 省略

７ 省略 ８ 省略

８ 省略 ９ 省略

９ 省略 １０ 省略

１０ 省略 １１ 省略

１１ 省略 １２ 省略

１２ 省略 １３ 省略

１３ 港湾

法の施

行に関

する事

務

１ 港湾区域内の占用等の許可及

び協議（第３７条第１項、第３

項）

○ １４ 港湾

法の施

行に関

する事

務

１ 港湾区域内の占用等の許可

（第３７条第１項

）

○

２ 臨港地区内の行為の届出の処

理（第３８条の２）

○

２ 港湾協力団体に関すること。 ３ 港湾協力団体に関すること。

� 指定の申請の受理（第４１条

の２第１項）

○

� 名称等の変更の届出の処理

（第４１条の２第３項、第４

項）

○

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

３ 省略 ４ 省略

４ 省略 ５ 省略

５ 省略 ６ 省略

６ 省略 ７ 省略

７ 省略 ８ 省略

８ 省略 ９ 省略

１４ 海洋

再生可

能エネ

ルギー

発電設

備の整

１ 公募占用計画に係る協議（第

１５条第５項）

○
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備に係

る海域

の利用

の促進

に関す

る法律

の施行

に関す

る事務

１５～５１

省略

１５～５１

省略

５２ 住宅

確保要

配慮者

に対す

る賃貸

住宅の

供給の

促進に

関する

法律の

施行に

関する

事務

１ 住宅確保要配慮者円滑入居賃

貸住宅事業に関すること。

５２ 住宅

確保要

配慮者

に対す

る賃貸

住宅の

供給の

促進に

関する

法律の

施行に

関する

事務

１ 住宅確保要配慮者円滑入居賃

貸住宅事業に関すること。

� 登録 （第８

条、第１０条第３項から第５項

まで、第１１条第２項）

○ � 登録の申請の受理（第８

条

）

○

� 変更の届出の受理（第１２条

第１項）

○

� 省略 � 省略

� 報告の徴収（第２２条） ○

� 指示（第２３条） ○ � 廃止の届出の受理（第１４条

第１項）

○

� 登録の取消し（第１５条第１

項第２号、第２項、第２４条）

○

５３ 省略 ５３ 省略

備考 １ 東予地方局今治土木事務所においては、この表組織

名の欄中「用地管理課」とあるのは、同表１の部から

３の部まで、４の部２の項� から�まで、３の項及

び４の項、５の部から８の部まで、１１の部から３７の部

まで、３９の部、４０の部、４３の部１の項並びに５３の部に

掲げる事務については「管理課」と、同表９の部及び

１０の部に掲げる事務については「用地課」として、同

表の規定を適用する。

２ 東予地方局今治土木事務所及び南予地方局八幡浜土

木事務所においては、この表７の部１の項の適用につ

いては、同表事項の欄中「５，０００万円」とあるのは、

「１億円」とする。

３ 南予地方局大洲土木事務所においては、この表組織

名の欄中「用地管理課」とあるのは、同表１の部から

３の部まで、４の部２の項�から�まで、３の項及び

４の項、５の部から８の部まで、１１の部から３７の部ま

で、４３の部１の項並びに５３の部に掲げる事務について

は「事業管理課」と、同表９の部及び１０の部に掲げる

事務については「用地課」として、同表の規定を適用

する。

４ 南予地方局八幡浜土木事務所においては、この表組

織名の欄中「用地管理課」とあるのは、同表１の部か

ら８の部まで及び１１の部 から５３の部

までに掲げる事務については「管理課」と、同表９の

部及び１０の部に掲げる事務については「用地課」とし

て、同表の規定を適用する。

備考 １ 東予地方局今治土木事務所においては、この表組織

名の欄中「用地管理課」とあるのは、同表１の部、２

の部、４の部、５の部２の項�から�まで、３の項及

び４の項、６の部から９の部まで、１２の部から３７の部

まで、３９の部、４０の部、４３の部１の項並びに５３の部に

掲げる事務については「管理課」と、同表１０の部及び

１１の部に掲げる事務については「用地課」として、同

表の規定を適用する。

２ 東予地方局今治土木事務所及び南予地方局八幡浜土

木事務所においては、この表８の部１の項の適用につ

いては、同表事項の欄中「５，０００万円」とあるのは、

「１億円」とする。

３ 南予地方局大洲土木事務所においては、この表組織

名の欄中「用地管理課」とあるのは、同表１の部から

４の部まで、５の部２の項�から�まで、３の項及び

４の項、６の部から９の部まで、１２の部から３７の部ま

で、４３の部１の項並びに５３の部に掲げる事務について

は「事業管理課」と、同表１０の部及び１１の部に掲げる

事務については「用地課」として、同表の規定を適用

する。

４ 南予地方局八幡浜土木事務所においては、この表組

織名の欄中「用地管理課」とあるのは、同表１の部、

２の部、４の部から９の部まで及び１２の部から５３の部

までに掲げる事務については「管理課」と、同表１０の

部及び１１の部に掲げる事務については「用地課」とし

て、同表の規定を適用する。
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附 則

この訓令は、公布の日から施行する。

�愛媛県訓令第７号
庁 中 一 般

各 地 方 機 関

組織改正に伴う関係訓令の整理に関する訓令を次のように定める。

平成３１年４月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

組織改正に伴う関係訓令の整理に関する訓令

（愛媛県保健所処務規程の一部改正）

第１条 愛媛県保健所処務規程（昭和２６年愛媛県訓令第５号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表（第４条、第８条関係）

所長の権限に属する事務に係る特定決裁事項

別表（第４条、第８条関係）

所長の権限に属する事務に係る特定決裁事項

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分 組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

所

長

課

長

主

幹

所

長

課

長

主

幹

企

画

課

１～４

省略

企

画

課

１～４

省略

５ 医療

法（昭

和２３年

法律第

２０５号

）の施

行に関

する事

務

１～３ 省略 ５ 医療

法（昭

和２３年

法律第

２０５号

）の施

行に関

する事

務

１～３ 省略

４ 病院、診療所又は助産所に関

すること。

４ 病院、診療所又は助産所に関

すること。

�～� 省略 �～� 省略

� 必要な措置の命令（第２４条

の２第１項）

○

� 業務の停止の命令（第２４条

の２第２項）

○

� 省略 � 省略

� 物件の提出命令及び立入検

査（第２５条第２項）

○ � 物件の提出命令

（第２５条第２項）

○

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

	 省略 � 省略


 省略 � 省略

� 省略 	 省略

� 省略 
 省略

 省略 � 省略

� 省略 � 省略

� 省略  省略

� 省略 � 省略

５～８ 省略 ５～８ 省略

６～２１

省略

６～２１

省略
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組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分 組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

所

長

課

長

所

長

課

長

健

康

増

進

課

１～４

省略

健

康

増

進

課

１～４

省略

５ 健康

増進法

（平成

１４年法

律 第

１０３号

）の施

行に関

する事

務

１ 省略 ５ 健康

増進法

（平成

１４年法

律 第

１０３号

）の施

行に関

する事

務

１ 省略

２ 受動喫煙防止に関すること。

� 喫煙可能室の設置に係る届出

の受理（健康増進法施行規則等

の一部を改正する省令（平成３１

年厚生労働省令第１７号）附則第

６条）

○

６・７

省略

６・７

省略

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分 組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

所

長

課

長

所

長

課

長

環

境

保

全

課

１～１２

省略

環

境

保

全

課

１～１２

省略

１３ 土壌

汚染対

策法（

平成１４

年法律

第５３号

）の施

行に関

する事

務

１ 土壌汚染状況調査に関するこ

と。

１３ 土壌

汚染対

策法（

平成１４

年法律

第５３号

）の施

行に関

する事

務

１ 土壌汚染状況調査に関するこ

と。

� 省略 � 省略

� 報告の期限延長に係る認定

（土壌汚染対策法施行規則（平

成１４年環境省令第２９号。以下こ

の 項 に お い て「省 令」と い

う。）第１条第１項

○

� 人の健康に係る被害が生ずる

おそれがない旨の確認及び取消

し（第３条第１項ただし書、第

６項、省令

第２１条）

○ � 人の健康に係る被害が生ずる

おそれがない旨の確認及び取消

し（第３条第１項ただし書、第

６項、土壌汚染対策法施行規則

（平成１４年環境省令第２９号。以

下この項において「省令」とい

う。）第２１条）

○

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

� 土地の形質変更の届出の受理

（第３条第７項、第４条第１

項）

○

	 有害物質使用特定施設に係る

工場等の敷地であつた土地の調

査等の命令（第３条第８項）

○
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（愛媛県農林水産研究所処務規程の一部改正）

第２条 愛媛県農林水産研究所処務規程（昭和５０年愛媛県訓令第１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

� 土地所有者等の地位の承継の

届出の受理（省令第１６条第５

項）

○ � 土地所有者等の地位の承継の

届出の受理（省令第１６条第４

項）

○

� 土地の形質変更の届出の受理

（第４条第１項）

○

� 土壌汚染のおそれのある土地

の調査等の 命 令（第４条 第３

項）

○ �

調 査 等 の 命 令（第４条 第３

項）

○

� 省略 � 省略

１４・１５

省略

１４・１５

省略

１６ ゴル

フ場に

おける

農薬使

用の適

正化に

関する

事務

１ 省略 １６ ゴル

フ場に

おける

農薬使

用の適

正化に

関する

事務

１ 省略

２ 農薬取締法（昭和２３年法律第８２

号。以下この項において「法」と

いう。）の施行に関すること。

２ 農薬取締法（昭和２３年法律第８２

号。以下この項において「法」と

いう。）の施行に関すること。

� ゴルフ場の経営者に対する農

薬の安全知識の普及、情報の提

供及び農薬使用に関する助言、

指導その他の援助（法第２８条

）

○ � ゴルフ場の経営者に対する農

薬の安全知識の普及、情報の提

供及び農薬使用に関する助言、

指導その他の援助（法第１２条の

４）

○

� ゴルフ場の経営者に対する農

薬使用に関する報告の徴収、農

薬等の集取及び立入検査（法第

２９条第１項、第３項）

○ � ゴルフ場の経営者に対する農

薬使用に関する報告の徴収、農

薬等の集取及び立入検査（法第

１３条第１項、第３項）

○

１７ 省略 １７ 省略

備考 省略 備考 省略

改 正 後 改 正 前

（分掌事務）

第２条 研究所の部、センター及び所並びに課及び室の分掌事務

は、次のとおりとする。

省略

畜産研究センター

省略

生産技術室

�～	 省略


 乳用牛の飼養管理の試験研究及び調査に関すること。

� 乳用牛の能力検定に関すること。

� 乳用牛の育種、繁殖、防疫、衛生及び治療に関する試験研

究及び調査に関すること。

� 酪農経営の改善に関する試験研究及び調査に関すること。

� 省略

研究開発室

� 肉用牛及び豚の飼養管理の試験研究及び調査に関するこ

と。

� 省略

� 肉用牛及び豚の能力検定に関すること。

（分掌事務）

第２条 研究所の部、センター及び所並びに課及び室の分掌事務

は、次のとおりとする。

省略

畜産研究センター

省略

経営室

�～	 省略


 畜産経営の改善に関する試験研究及び調査に関すること。

� 省略

飼養技術室

� 家畜 の飼養管理の試験研究及び調査に関するこ

と。

� 省略

� 乳用牛、肉用牛及び豚の能力検定に関すること。
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（愛媛県青少年対策本部規程の一部改正）

第３条 愛媛県青少年対策本部規程（昭和５４年愛媛県訓令第１３号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県文書管理規程の一部改正）

第４条 愛媛県文書管理規程（平成４年愛媛県訓令第１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県食の安全安心推進班規程の一部改正）

第５条 愛媛県食の安全安心推進班規程（平成２１年愛媛県訓令第１４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県経済成長戦略推進班規程の一部改正）

第６条 愛媛県経済成長戦略推進班規程（平成２１年愛媛県訓令第１９号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

� 省略

� 肉用牛及び豚の育種、繁殖、防疫、衛生及び治療に関する

試験研究及び調査に関すること。

� 肉用牛経営及び養豚経営の改善に関する試験研究及び調査

に関すること。

省略

省略

� 省略

� 家畜 の育種、繁殖、防疫、衛生及び治療に関する

試験研究及び調査に関すること。

省略

省略

改 正 後 改 正 前

（事務局）

第７条 対策本部の事務を処理するため、県民環境部県民生活局県

民生活課 に事務局を置く。

２ 事務局に事務局長を置き、県民環境部県民生活局県民生活課長

の職にある者をもつて充てる。

（事務局）

第７条 対策本部の事務を処理するため、県民環境部県民生活局男

女参画・県民協働課に事務局を置く。

２ 事務局に事務局長を置き、県民環境部県民生活局男女参画・県

民協働課長の職にある者をもつて充てる。

改 正 後 改 正 前

（令達の書式及び番号）

第４４条 省略

２ 省略

３ 令達の番号は、前項第１号及び第２号に掲げる令達にあっては

暦年ごとの一連番号とし、同項第３号に掲げる令達にあっては会

計年度ごとの番号 とする。

４ 省略

（令達の書式及び番号）

第４４条 省略

２ 省略

３ 令達の番号は、前項第１号及び第２号に掲げる令達にあっては

暦年ごとの一連番号とし、同項第３号に掲げる令達にあっては会

計年度ごとの一連番号とする。

４ 省略

改 正 後 改 正 前

別表（第３条関係） 別表（第３条関係）

１・２ 省略

３ 県民環境部県民生活局県民生活課くらし安全・安心グル

ープ担当係長（県民環境部長が指定するものに限る。）

４～６ 省略

１・２ 省略

３ 県民環境部県民生活局県民生活課消費者行政グループ担

当係長 （県民環境部長が指定するものに限る。）

４～６ 省略

改 正 後 改 正 前

別表（第３条関係） 別表（第３条関係）

１～４ 省略

５ 経済労働部産業雇用局労政雇用課産業人材室長

６～９ 省略

１～４ 省略

５ 経済労働部産業雇用局労政雇用課雇用対策室長

６～９ 省略
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（愛媛県広報広聴推進班規程の一部改正）

第７条 愛媛県広報広聴推進班規程（平成２２年愛媛県訓令第７号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

この訓令は、公布の日から施行する。

�愛媛県訓令第８号
庁 中 一 般

各 地 方 機 関

労働委員会事務局

愛媛県職員被服等貸与規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

平成３１年４月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県職員被服等貸与規程の一部を改正する訓令

愛媛県職員被服等貸与規程（昭和５４年愛媛県訓令第３７号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表（第３条関係） 別表（第３条関係）

１～４ 省略

５ 企画振興部政策企画局総合政策課プロモーション戦略室

長

６ 省略

７ 省略

８ 省略

９ 省略

１０ 省略

１１ 省略

１２ 省略

１３ 省略

１４ 省略

１５ 省略

１６ 省略

１７ 省略

１８ 省略

１～４ 省略

５ 省略

６ 省略

７ 省略

８ 省略

９ 省略

１０ 省略

１１ 省略

１２ 省略

１３ 省略

１４ 省略

１５ 省略

１６ 省略

１７ 省略

改 正 後 改 正 前

別表第２（第２条、第５条関係）

作業服等の貸与基準

別表第２（第２条、第５条関係）

作業服等の貸与基準

貸 与 対 象 者 品目
数

量

着用

期間

貸与

期間

備

考
貸 与 対 象 者 品目

数

量

着用

期間

貸与

期間

備

考

１ 作

業員

の業

務に

従事

する

職員

�～� 省略 １ 作

業員

の業

務に

従事

する

職員

�～� 省略

� 農林水産研究所畜産

研究センター、畜産研

究センター養鶏研究

所、林 業 研 究 セ ン タ

ー、水産研究センター

又は水産研究センター

栽培資源研究所に勤務

するもの

省略 � 農林水産研究所林業

研究センター

、水産研究センター

又は水産研究センター

栽培資源研究所に勤務

するもの

省略
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附 則

この訓令は、公布の日から施行する。

�愛媛県訓令第９号
庁中一般

愛媛県産業人材対策班規程を次のように定める。

平成３１年４月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県産業人材対策班規程

（設置）

第１条 県の産業を担う人材の確保対策を迅速かつ強力に推進するため、経済労働部に産業人材対策班（以下「班」という。）を設置する。

（任務）

第２条 班は、次に掲げる事項を処理する。

�～� 省略 �～� 省略

２～２３ 省略 ２～２３ 省略

２４ 計量検定所に勤務する職員の

うち、計量検定業務に従事する

もの

省略 ２４ 計量検定所に勤務する職員の

うち、計量検定業務に従事する

もの

省略

作業ズ

ボン

省

略

作業ズ

ボン

省

略

防寒服 １ 冬期 ３年

省略 省略

２５～３０ 省略 ２５～３０ 省略

３１ 復興監及び農地整備課又は地

方局農村整備課、企画検査室、

農村整備第一課、企画検査室、

農村整備第二課、支局農村整備

課、支局農村整備第一課若しく

は支局農村整備第二課に勤務す

る職員のうち、土地改良事業の

調査、測量、監督、指導、検査

又は用地取得の業務に従事する

もの

省略 ３１ 農地整備課又は地

方局農村整備課、企画検査室、

農村整備第一課、企画検査室、

農村整備第二課、支局農村整備

課、支局農村整備第一課若しく

は支局農村整備第二課に勤務す

る職員のうち、土地改良事業の

調査、測量、監督、指導、検査

又は用地取得の業務に従事する

もの

省略

３２～３５ 省略 ３２～３５ 省略

３６ 農林水産研究所畜産研究セン

ター又は畜産研究センター養鶏

研究所に勤務する職員のうち、

試験研究業務、畜産若しくは養

鶏の管理の業務又は場内管理の

業務に従事するもの

省略 ３６ 農林水産研究所畜産研究セン

ター又は畜産研究センター養鶏

研究所に勤務する職員のうち、

試験研究業務、畜産若しくは養

鶏の管理の業務又は場内管理の

業務に従事するもの

省略

エンカ

ン服

省

略

エンカ

ン服

省

略

ヘルメ

ット

１ 年間 ３年

省略 省略

３７ 復興監及び林業政策課若しく

は森林整備課、地方局森林林業

課、支局森林林業課若しくは�

万高原森林林業課又は農林水産

研究所林業研究センターに勤務

する職員のうち、林業又は森林

に関する現地調査、指導、工事

監督又は工事検査の業務に従事

するもの

省略 ３７ 林業政策課若しく

は森林整備課、地方局森林林業

課、支局森林林業課若しくは�

万高原森林林業課又は農林水産

研究所林業研究センターに勤務

する職員のうち、林業又は森林

に関する現地調査、指導、工事

監督又は工事検査の業務に従事

するもの

省略

３８～４７ 省略 ３８～４７ 省略
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教育委員会規則

� 雇用状況の把握及び分析に関すること。

� 県の産業を担う人材の確保及び育成に関すること。

� 県内の雇用体制の整備に関すること。

� 外国人材に関すること。

� その他県の産業を担う人材の確保対策の推進に関し必要な事項

（組織）

第３条 班は、別表に掲げる職にある者をもって組織する。

（職制）

第４条 班に班長を置き、経済労働部産業雇用局長の職にある班員をもって充てる。

２ 班に副班長を置き、経済労働部産業雇用局労政雇用課産業人材室長の職にある班員をもって充てる。

（職務）

第５条 班長は、上司の命を受け、班員を指揮監督し、班の事務を統轄する。

２ 副班長は、班長を補佐する。

（庶務）

第６条 班の庶務は、経済労働部産業雇用局労政雇用課産業人材室において処理する。

（雑則）

第７条 この訓令に定めるもののほか、班に関し必要な事項は、班長が定める。

附 則

この訓令は、公布の日から施行する。

別表（第３条関係）

１ 経済労働部産業雇用局長

２ 企画振興部政策企画局総合政策課長

３ 県民環境部県民生活局県民生活課長

４ 保健福祉部社会福祉医療局保健福祉課長

５ 経済労働部産業雇用局産業政策課長

６ 経済労働部産業雇用局労政雇用課長

７ 経済労働部産業雇用局労政雇用課産業人材室長

８ 経済労働部観光交流局国際交流課長

９ 農林水産部農政企画局農政課長

１０ 土木部土木管理局土木管理課長

１１ 教育委員会事務局管理部教育総務課長

�愛媛県教育委員会規則第４号
愛媛県県立学校教職員設置規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成３１年４月１日

愛媛県教育委員会

教育長 三 好 伊佐夫

愛媛県県立学校教職員設置規則の一部を改正する規則

愛媛県県立学校教職員設置規則（昭和３１年愛媛県教育委員会規則第１９号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表（第１条の２関係） 別表（第１条の２関係）

１ 今治西高等学校伯方分校

２ 省略 １ 省略

３ 省略 ２ 省略

４ 省略 ３ 省略

５ 省略 ４ 省略

６ 省略 ５ 省略
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人事委員会規則

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

�愛媛県人事委員会規則７－１２１６
職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則等の一部を改正する規則を次のように定める。

平成３１年４月１日

愛媛県人事委員会委員長 宇都宮 嘉 忠

職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則等の一部を改正する規則

（職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部改正）

第１条 職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則（愛媛県人事委員会規則７－４３）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

７ 省略 ６ 省略

８ 省略 ７ 省略

改 正 後 改 正 前

別表第１０（第３条関係）

級 別 職 務 区 分 表

１ 行政職給料表級別職務区分表

別表第１０（第３条関係）

級 別 職 務 区 分 表

１ 行政職給料表級別職務区分表

職務の

級区分
部 局 職務の級区分欄の級に含まれる職

職務の

級区分
部 局 職務の級区分欄の級に含まれる職

省略 省略

３級 知事の事務

部局

省略

産業技術専門校教務主任

省略

３級 知事の事務

部局

省略

高等技術専門校教務主任

省略

省略 省略

省略 省略

５級 知事の事務

部局

省略

省略

産業技術専門校教頭

省略

５級 知事の事務

部局

省略

所付

省略

高等技術専門校教頭

省略

省略 省略

警察の事務

部局

省略

ＩＣＴ統括官

省略

警察の事務

部局

省略

ＩＴ化対策統括官

省略

６級 知事の事務

部局

省略

地方局健康福祉環境部地域福祉課長

中予地方局健康福祉環境部健康増進課長

省略

中予地方局健康福祉環境部環境保全課長

東予地方局健康福祉環境部今治支局健康

増進課長

南予地方局健康福祉環境部八幡浜支局環

境保全課長

南予地方局産業経済部復興監（６級）

省略

産業技術専門校長

６級 知事の事務

部局

省略

地方局健康福祉環境部地域福祉課長

省略

中予地方局健康福祉環境部環境保全課長

南予地方局健康福祉環境部八幡浜支局環

境保全課長

省略

高等技術専門校長
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（給料表の適用範囲に関する規則の一部改正）

第２条 給料表の適用範囲に関する規則（愛媛県人事委員会規則７－４４）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

省略 省略

省略 省略

７級 知事の事務

部局

省略

技幹（７級）

南予地方局産業経済部復興監（７級）

省略

７級 知事の事務

部局

省略

技幹（７級）

省略

省略 省略

省略 省略

２ 公安職給料表級別職務区分表 ２ 公安職給料表級別職務区分表

職務の

級区分
職務の級区分欄の級に含まれる職

職務の

級区分
職務の級区分欄の級に含まれる職

省略 省略

５級 課長補佐（５級）に相当する監察官室長補佐、機動

鑑識班長、機動捜査隊班長、機動隊中隊長、管区機

動隊長、中予方面隊長、東予方面隊長、南予方面隊

長、高速道路交通警察隊中隊長

、航空隊長、交番所長、師範、教官、課付、隊付

又は署付

省略

５級 課長補佐（５級）に相当する監察官室長補佐、機動

鑑識班長、機動捜査隊班長、機動隊中隊長、管区機

動隊長、中予方面隊長、東予方面隊長、南予方面隊

長、高速道路交通警察隊中隊長、外事対策室長補

佐、航空隊長、交番所長、師範、教官、課付、隊付

又は署付

省略

６級 省略

専任課長補佐（６級）又はこれに相当する監察官室

長補佐、機動鑑識班長、機動捜査隊班長、機動隊中

隊長、管区機動隊長、中予方面隊長、東予方面隊

長、南予方面隊長、高速道路交通警察隊中隊長

、航空隊長、交番 所 長、師 範、教

官、課付、室付、隊付若しくは署付

省略

６級 省略

専任課長補佐（６級）又はこれに相当する監察官室

長補佐、機動鑑識班長、機動捜査隊班長、機動隊中

隊長、管区機動隊長、中予方面隊長、東予方面隊

長、南予方面隊長、高速道路交通警察隊中隊長、外

事対策室長補佐、航空隊長、交番所長、師範、教

官、課付、室付、隊付若しくは署付

省略

省略 省略

３ 省略

４ 医療職給料表�級別職務区分表

３ 省略

４ 医療職給料表�級別職務区分表

職務の

級区分
部 局 職務の級区分欄の級に含まれる職

職務の

級区分
部 局 職務の級区分欄の級に含まれる職

省略 省略

３級 知事の事務

部局 省略

３級 知事の事務

部局

本庁課長

省略

省略 省略

５～８ 省略 ５～８ 省略

改 正 後 改 正 前

（医療職給料表�の適用範囲）

第３条 医療職給料表�は、子ども療育センター、保健所、衛生環

境研究所及び心と体の健康センターに勤務し、医療業務に従事す

る医師及び歯科医師である職員、保健福祉部に勤務する医師で医

療政策監及び局長の職にある職員並びに同部社会福祉医療局医療

対策課に勤務する医師である職員

に適用する。

（医療職給料表�の適用範囲）

第３条 医療職給料表�は、子ども療育センター、保健所、衛生環

境研究所及び心と体の健康センターに勤務し、医療業務に従事す

る医師及び歯科医師である職員、保健福祉部に勤務する医師で医

療政策監及び局長の職にある職員、 同部社会福祉医療局医療

対策課に勤務する医師である職員並びに同部健康衛生局健康増進

課に勤務する医師で課長の職にある職員に適用する。
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人事委員会告示
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（管理職手当に関する規則の一部改正）

第３条 管理職手当に関する規則（愛媛県人事委員会規則７－６８）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

�愛媛県人事委員会告示第１号
労働基準法別表第１による愛媛県の事業又は事務所の号別区分等（平成１１年３月愛媛県人事委員会告示第２号）の一部を次のように改正

し、告示の日から施行する。

平成３１年４月１日

愛媛県人事委員会委員長 宇都宮 嘉 忠

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

�愛媛県人事委員会告示第２号
へき地等学校の指定（平成２８年３月愛媛県人事委員会告示第２号）の一部を次のように改正する。

平成３１年４月１日

愛媛県人事委員会委員長 宇都宮 嘉 忠

改 正 後 改 正 前

別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係）

部 局 公 職 区分 部 局 公 職 区分

知事の事

務部局

省略 知事の事

務部局

省略

省略

地方局健康福祉環境部支局環境保全課長

南予地方局産業経済部復興監

省略

産業技術専門校長

省略

４種 省略

地方局健康福祉環境部支局環境保全課長

省略

高等技術専門校長

省略

４種

省略

省略

産業技術専門校教頭

省略

５種 省略

所付

省略

高等技術専門校教頭

省略

５種

省略 省略

備考 省略 備考 省略

改 正 後 改 正 前

労働基準法（昭和２２

年法律第４９号）別表

第１の号別区分等

事 業 又 は 事 務 所

労働基準法（昭和２２

年法律第４９号）別表

第１の号別区分等

事 業 又 は 事 務 所

省略 省略

１２ 省略

産業技術専門校

省略

１２ 省略

高等技術専門校

省略

省略 省略
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公営企業管理規程

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

�愛媛県公営企業管理規程第５号
愛媛県公営企業組織規程及び愛媛県県立病院の診療科目を定める管理規程の一部を改正する管理規程を次のように定める。

平成３１年４月１日

愛媛県公営企業管理者 兵 頭 昭 洋

愛媛県公営企業組織規程及び愛媛県県立病院の診療科目を定める管理規程の一部を改正する管理規程

（愛媛県公営企業組織規程の一部改正）

第１条 愛媛県公営企業組織規程（昭和４６年愛媛県公営企業管理規程第１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

１ へき地学校

� 小学校の部

１ へき地学校

� 小学校の部

市 郡 名 学 校 名 級別区分 市 郡 名 学 校 名 級別区分

省略 省略

西条市 西条市立浦山小学校 １ 級

省略 省略

� 省略

２・３ 省略

� 省略

２・３ 省略

改 正 後 改 正 前

（病院の組織）

第１０条 省略

２ 愛媛県立中央病院には、前項に定めるもののほか、救命救急セ

ンター、総合周産期母子医療センター、小児医療センター、画像

センター 、消化器病センター、がん治療センター、

腎糖尿病センター、脳卒中センター、循環器病センター、総合診

療センター、災害医療センター、臨床研修センター、入院サポー

トセンター、手術部、中央材料部、検査部、放射線部、リハビリ

テーション部、栄養部、輸血部、病理診断部、内視鏡室、人工透

析室、集中治療室及び地域医療連携室を置き、事務局に総務医事

課を置く。

３～５ 省略

別表第３（第１１条関係）

（病院の組織）

第１０条 省略

２ 愛媛県立中央病院には、前項に定めるもののほか、救命救急セ

ンター、総合周産期母子医療センター、小児医療センター、愛媛

ＰＥＴ－ＣＴセンター、消化器病センター、がん治療センター、

腎糖尿病センター、脳卒中センター、循環器病センター、総合診

療センター、災害医療センター、臨床研修センター、入院サポー

トセンター、手術部、中央材料部、検査部、放射線部、リハビリ

テーション部、栄養部、輸血部、病理診断部、内視鏡室、人工透

析室、集中治療室及び地域医療連携室を置き、事務局に総務医事

課を置く。

３～５ 省略

別表第３（第１１条関係）

病院 係の名称 病院 係の名称

愛媛県立

中央病院

省略

（薬剤部）薬事調剤係 、薬品情報係、化学療

法係、病棟薬剤係

愛媛県立

中央病院

省略

（薬剤部）薬事係、調剤係、薬品情報係、化学療

法係

省略 省略

別表第４（第１２条関係） 別表第４（第１２条関係）

病院 診 療 科 病院 診 療 科

愛媛

県立

中央

病院

内科、呼吸器内科、循環器内科、消化器内科、血液内

科、糖尿病・内分泌内科、腎臓内科、脳神経内科、漢

方内科、新生児内科、ペインクリニック内科、外科、

呼吸器外科、心臓血管外科、消化器外科、乳腺・内分

泌外科、小児外科、整形外科、脳神経外科、形成外

科、精神科、小児科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、

愛媛

県立

中央

病院

内科、呼吸器内科、循環器内科、消化器内科、血液内

科、糖尿病・内分泌内科、腎臓内科、神経内科 、漢

方内科、新生児内科、ペインクリニック内科、外科、

呼吸器外科、心臓血管外科、消化器外科、乳腺・内分

泌外科、小児外科、整形外科、脳神経外科、形成外

科、精神科、小児科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、
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公営企業訓令

（愛媛県県立病院の診療科目を定める管理規程の一部改正）

第２条 愛媛県県立病院の診療科目を定める管理規程（平成２５年愛媛県公営企業管理規程第２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

この管理規程は、公布の日から施行する。

�愛媛県公営企業訓令第２号
公営企業管理局

各 事 業 所

愛媛県公営企業事業所処務規則の一部を改正する訓令を次のように定める。

平成３１年４月１日

愛媛県公営企業管理者 兵 頭 昭 洋

愛媛県公営企業事業所処務規則の一部を改正する訓令

愛媛県公営企業事業所処務規則（昭和５７年愛媛県公営企業訓令第２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

眼科、耳鼻咽喉科 、リハビリテーション科、放射

線科、病理診断科、救急科、麻酔科、歯科

眼科、耳鼻いんこう科、リハビリテーション科、放射

線科、病理診断科、救急科、麻酔科、歯科

愛媛

県立

今治

病院

内科、呼吸器内科、循環器内科、消化器内科、血液内

科、糖尿病・内分泌内科、脳神経内科、心療内科、外

科、心臓血管外科、消化器外科、整形外科、脳神経外

科、精神科、小児科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、

眼科、耳鼻咽喉科 、リハビリテーション科、放射

線科、麻酔科

愛媛

県立

今治

病院

内科、呼吸器内科、循環器内科、消化器内科、血液内

科、糖尿病・内分泌内科、神経内科 、心療内科、外

科、心臓血管外科、消化器外科、整形外科、脳神経外

科、精神科、小児科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、

眼科、耳鼻いんこう科、リハビリテーション科、放射

線科、麻酔科

愛媛

県立

南宇

和病

院

内科、呼吸器内科、循環器内科、消化器内科、糖尿

病・内分泌内科、外科、整形外科、脳神経外科、小児

科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科

、リハビリテーション科、放射線科、麻酔科

愛媛

県立

南宇

和病

院

内科、呼吸器内科、循環器内科、消化器内科、糖尿

病・内分泌内科、外科、整形外科、脳神経外科、小児

科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻いんこ

う科、リハビリテーション科、放射線科、麻酔科

愛媛

県立

新居

浜病

院

内科、呼吸器内科、循環器内科、消化器内科、血液内

科、糖尿病・内分泌内科、外科、呼吸器外科、心臓血

管外科、消化器外科、整形外科、脳神経外科、小児

科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科

、リハビリテーション科、放射線科、救急科、麻

酔科

愛媛

県立

新居

浜病

院

内科、呼吸器内科、循環器内科、消化器内科、血液内

科、糖尿病・内分泌内科、外科、呼吸器外科、心臓血

管外科、消化器外科、整形外科、脳神経外科、小児

科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻いんこ

う科、リハビリテーション科、放射線科、救急科、麻

酔科

改 正 後 改 正 前

愛媛県公営企業の設置等に関する条例（昭和４１年愛媛県条例第３７

号。以下「条例」という。）第３条第２項第４号の表の各項の管理

者が定める診療科は、次の表に掲げるとおりとする。

愛媛県公営企業の設置等に関する条例（昭和４１年愛媛県条例第３７

号。以下「条例」という。）第３条第２項第４号の表の各項の管理

者が定める診療科は、次の表に掲げるとおりとする。

１ 省略 １ 省略

２ 条例第３条第２項

第４号の表愛媛県立

今治病院の項の管理

者が定める診療科

呼吸器内科、循環器内科、消化器内

科、血液内科、糖尿病・内分泌内

科、脳神経内科、消化器外科、リハ

ビリテーション科

２ 条例第３条第２項

第４号の表愛媛県立

今治病院の項の管理

者が定める診療科

呼吸器内科、循環器内科、消化器内

科、血液内科、糖尿病・内分泌内

科、神経内科 、消化器外科、リハ

ビリテーション科

３・４ 省略 ３・４ 省略

愛 媛 県 報平成３１年４月１日 第３０６４号外３

９５



雑 報

�愛媛海区漁業調整委員会指示第１１５号
漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第６７条第１項の規定に基づき、

愛媛県宇和海（愛媛県佐田岬と大分県関崎灯台とを結んだ直線以南

の愛媛県海域をいう。）におけるさわら流し網漁業及びさごし、め

じか流し網漁業について、次のとおり指示する。

平成３１年４月１日

愛媛海区漁業調整委員会

会長 佐々木 護

１ 指示の内容

� さわら流し網漁業については、５月１日から５月３１日までの

間操業を禁止する。

� さごし、めじか流し網漁業については、８月１日から９月３０

日までの間操業を禁止する。

２ 指示の有効期間

この指示の有効期間は、平成３１年４月１日から平成３２年３月３１

日までとする。

�������
�愛媛海区漁業調整委員会指示第１１６号
漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第６７条第１項の規定に基づき、

愛媛県宇和海（愛媛県佐田岬と大分県関崎灯台とを結んだ直線以南

の愛媛県海域をいう。）における宝石さんごの採捕について、次の

とおり指示する。

平成３１年４月１日

愛媛海区漁業調整委員会

会長 佐々木 護

１ 定義

この指示において「宝石さんご」とは、アカサンゴ、モモイロ

サンゴ及びシロサンゴの生体及び死骸をいう。

２ 採捕の制限

宇和海において、宝石さんごを採捕してはならない。ただし、

３に掲げる者が採捕する場合であって、愛媛海区漁業調整委員会

（以下「委員会」という。）の承認を受けたときは、この限りで

ない。

３ 承認対象者

承認の対象となる者は、次のいずれかに該当する者とする。

� 試験研究の目的で宝石さんごを採捕しようとする者

� 宇和海において、平成３０年以前から宝石さんご漁業を営んで

いる者

� その他委員会が認めた者

４ 承認対象漁船

承認の対象となる漁船は、総トン数５トン未満の動力漁船とす

る。

５ 承認証の備え付けの義務

承認を受けた者は、宝石さんごを採捕しようとするときには、

承認証を対象漁船に備え付けなければならない。

６ 承認の制限、条件の変更又は採捕の停止

委員会は、資源保護又は漁業調整上必要があると認めるときは、

承認を制限し、条件を変更し、又は採捕の停止を指示することが

できる。

７ 承認の取消

委員会は、承認を受けた者がこの指示の内容に違反したときは、

承認を取り消すことができる。

８ 意図しない混獲等による宝石さんごの所持又は販売の禁止

承認を受けないで採捕した宝石さんごの所持又は販売をしては

ならない。

９ 事務取扱要領

この指示に定めるもののほか、採捕の承認等に関する取扱いに

ついては、委員会が別に定める。

１０ 指示の有効期間

この指示の有効期間は、平成３１年４月１日から平成３２年３月３１

日までとする。

附 則

この訓令は、公布の日から施行する。

改 正 後 改 正 前

（病院の事務局等の所掌事務）

第５条 省略

２ 愛媛県立中央病院の総務医事課等の所掌事務は、次のとおりと

する。

省略

画像センター

� 放射線画像診断に関すること。

� 放射線治療の実施に関すること。

� 画像センターの管理に関すること。

� その他画像診断に関すること。

省略

３～５ 省略

（病院の事務局等の所掌事務）

第５条 省略

２ 愛媛県立中央病院の総務医事課等の所掌事務は、次のとおりと

する。

省略

愛媛ＰＥＴ－ＣＴセンター

� ＰＥＴ検査に関すること。

� 愛媛ＰＥＴ－ＣＴセンターの管理に関すること。

� その他愛媛ＰＥＴ－ＣＴセンターの有効活用に関すること。

省略

３～５ 省略

平成３１年４月１日 発行

愛 媛 県 報平成３１年４月１日 第３０６４号外３

９６


